
 

令和２(2020)年度 第１回 栃木県生活交通対策協議会 次第 

 

日 時：令和２(2020)年７月６日(月) 14:00～ 

                    場 所：栃木県庁北別館４階 402会議室 

 

 

１ 開  会  

   

２ あいさつ 

 

 

３  議  題 

 

【協議事項】 

 

（１） 令和３(2021)年度地域間幹線系統確保維持計画の策定について【資料１】 

（２） 「とちぎの公共交通」（令和元(2019)年度版）の発行について【資料２】 

 

【説明事項】 

（１） 地域公共交通活性化再生法等の改正及び地域公共交通における感染拡大防止対策 

について【資料３】 

               

 

【その他】 

（１） 交通事業者を対象とした支援事業について【資料４】 

（２） バス運行情報見える化事業について【資料５】 

                  

 

４ 閉  会  

  

  

  

 

 





 
栃木県生活交通対策協議会設置要綱 

 
（名称及び目的） 
第１条 県内における生活交通の維持、改善及び充実を図り、持続可能な生活交通ネッ

トワークの構築に必要な協議を行うために、栃木県生活交通対策協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。 
 
（協議事項） 
第２条 協議会は、次の事項について協議を行う。 

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業（以下「乗合バス」という。）に係る路線の休止又

は廃止の申出に伴う対応に関すること。 
(2) 生活交通に係る支援に関すること。 
(3) 栃木県バス運行対策費補助金交付要領（以下「国庫協調補助要領」という。）第

２条第４号及び栃木県生活バス路線維持費補助金交付要領（以下「県単補助要領」

という。）第２条第４号に規定する生活バス路線の指定に関すること。 
(4) 国庫協調補助要領第１８条第１項及び県単補助要領第１８条第１項に規定する

特定課題系統の選定に関すること。 
(5) 国庫協調補助要領第１９条第４項及び県単補助要領第１９条第４項に規定する

改善計画の承認に関すること。 
(6) 生活交通の維持、改善及び充実等に係る広域的な取組に関すること。 
(7) その他、生活交通の維持、改善及び充実等に必要な事項に関すること。 

 
（構成） 
第３条 協議会は、別表１の委員によって構成する。 
２ 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 
 
（会長及び副会長） 
第４条 協議会に、会長及び副会長を置く。 
２ 会長は栃木県県土整備部長を、副会長は国土交通省関東運輸局栃木運輸支局長をも

ってあてる。 
３ 会長は協議会を代表し、会務を統括する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 
 
（会議等） 
第５条 会長は、必要に応じて協議会を招集するものとする。 
２ 協議会の議長は、会長が行う。 
３ 会長は、必要に応じて関係者からの意見を聴くことができるものとする。 
４ 協議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 
５ 協議会の議事は、別段の定めがある場合を除き、出席委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 
６ 協議会の会議、議事録要旨及び資料は原則公開とする。ただし、栃木県情報公開条

例（平成 11 年栃木県条例第 32 号）第 7 条各号に定める情報に該当するものと認めら
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れる事項を審議する場合及び会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著

しい支障が生じると認められる場合はこの限りでない。 
 
（分科会） 
第６条 協議会には、次に掲げる事項の協議を行わせるため、分科会を置く。 

(1) 第２条第１号に規定する路線の休廃止に関すること。 
(2) 第２条第３号に規定する生活バス路線指定に関すること（関係者（この号におい

て、知事及び関係市町村長をいう。）間で、国庫協調補助要領第２条第４号又は県

単補助要領第２条第４号の意見が一致しない場合に限る。）。 
(3) 第２条第５号に規定する改善計画の承認に関すること（別表２に掲げる委員間の

意見が一致しない場合に限る。）。 
(4) その他、会長が分科会での協議が適当と認める事項に関すること 

２ 分科会は、別表２の委員によって構成する 
３ 分科会に、座長及び副座長を置く。 
４ 座長は、栃木県県土整備部交通政策課長を、副座長は国土交通省関東運輸局栃木運

輸支局企画輸送部門首席運輸企画専門官をもってあてる。 
５ 座長は分科会を代表し、会務を統括する。 
６ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理する。 
７ 分科会は、必要に応じて座長が招集する。 
８ 座長は、必要に応じて関係者からの意見を聴くことができるものとする。 
９ 協議会は、分科会の決定事項を協議会の決議とすることができる。 
 
（その他の協議） 
第７条 会長は、別途必要に応じて、関係者による協議の場を設けることができる。 
 
（事務局） 
第８条 協議会の事務局を栃木県県土整備部交通政策課に置く。 
 
（その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別

に定める。 
 
  附 則 
 この要綱は、平成１３年２月１９日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、平成１８年１０月３１日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
  附 則 
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 この要綱は、平成３０年９月１０日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、平成３１年１月２４日から施行する。 

 附 則 
 この要綱は、令和元年９月１１日から施行する。 
 
 
（別表１） 
 

栃木県生活交通対策協議会構成員 
 

・栃木県県土整備部長 
 
・国土交通省関東運輸局自動車交通部長 
 
・国土交通省関東運輸局栃木運輸支局長 
 
・県内市町村生活交通担当部長（ただし、担当する部がない場合は、担当課長とする。） 
 
・一般社団法人栃木県バス協会専務理事 
 
・一般社団法人栃木県タクシー協会専務理事 
 
・県内一般乗合運送事業者乗合担当部長 
 
・栃木県交通運輸産業労働組合協議会議長 

 
 
（別表２） 
 

栃木県生活交通対策協議会分科会構成員 
 

・栃木県県土整備部交通政策課長 
 

・国土交通省関東運輸局栃木運輸支局企画輸送部門首席運輸企画専門官 
 

・関係市町村生活交通担当課長 
 

・一般社団法人栃木県バス協会専務理事 
 

・関係一般乗合運送事業者乗合担当課長 
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№ 役　　職 備　　考

1 　県土整備部長 会　長

2 　自動車交通部長

3 　支局長 副会長

4 　総合政策部長

5 　生活環境部長

6 　生活環境部長

7 　市民生活部長

8 　市民部長

9 　市民環境部長

10 　都市整備部長

11 　総務部長

12 　市民生活部長

13 　総務部長

14 　市民生活部長

15   総合政策部長

16 　まちづくり課長

17 　市民生活部長

18 　地域生活課長

19 　総務部長

20 　企画課長

21 　企画振興課長

22 　建設産業部長

23 　総務部長

24 　産業建設部長

25 　企画調整課長

26 　地域安全課長

27 　ふるさと定住課長

28 　総務課長

29 　専務理事

30 　専務理事

31 　路線バス部部長

32 　取締役運輸営業部長

33 　専務取締役

34 　取締役運輸統括部長

35 　代表取締役

36 　代表取締役

37 　議長

　日光市

　小山市

　真岡市

　大田原市

栃木県生活交通対策協議会委員名簿

所　　属

　関東運輸局

　関東運輸局栃木運輸支局

　足利市

　栃木市

　宇都宮市

　栃木県

R2(2020)4.1現在

　上三川町

　佐野市

　鹿沼市

　茂木町

　(一社)栃木県バス協会

　矢板市

　那須塩原市

　さくら市

　那須烏山市

　下野市

　塩谷町

　野木町

　壬生町

　益子町

　市貝町

　芳賀町

　ジェイアールバス関東㈱

　しおや交通㈱

　栃木県交通運輸産業労働組合協議会

　高根沢町

　那須町

　那珂川町

　足利中央観光バス㈱

　東武バス日光㈱

　日光交通㈱

　関東自動車㈱

　(一社)栃木県タクシー協会
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地域間幹線系統確保維持計画の策定について 
 

１ 概要 

地域間幹線系統確保維持計画は、国の「地域公共交通確保維持改善事業」にあるメニューのひとつ

である「地域間幹線系統確保維持補助金」の交付を受ける際に必要な計画であり、協議会で計画を策

定し、国土交通大臣に申請するものである。 

 

２ 事業者から提出された計画概要 

   

３ 主な補助対象基準 

 〇道路運送法施行規則第３条の３第１号に規定する路線定期運行に係るもの。 

 〇複数市町にまたがるもの。（平成 13年３月 31日における市町村の状態に応じて決定） 

 〇広域行政圏の中心市町村への需要、都道府県所在地への需要、広域行政圏の中心市町村に準ずる生

活基盤が整備されていると協議会が認めたものへの需要のいずれかに該当するもの。 

 〇１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの。ただし、協議会が認めた場合は平日１日当たりの計

画運行回数が３回以上のもの。 

 

４ みなし系統について  

 複数の系統がある場合に、主系統とそれ以外の系統を比較した場合の差異が以下の基準の範囲内の場

合は、両系統は同一の補助系統に属するものとして扱う。 

 〇主系統のキロ程が 10km 未満の場合は、主系統と異なる区間のキロ程が１km 以内の運行系統は、主

系統と同一の補助対象系統に属するものとして扱う。 

 〇主系統のキロ程が 10km 以上の場合は、主系統と異なる区間のキロ程が主系統のキロ程の 10％以内

かつ 10km 以内の運行系統は、主系統と同一の補助対象系統に属するものとして取り扱う。 

 〇地域の実情に鑑み、同一の補助対象系統に属するものとして取扱うことが必要と協議会が認める運

行系統については、上記の「１km以内」を「２km以内」、「10%以内かつ 10kn 以内」を「20%以内か

つ 20km 以内」にそれぞれ読み替えて適用する。 

 ○みなし系統の対象は下記のとおり。 

    

事業者名
運行
系統数

うち
みなし系統

計画に基づく
国庫補助額（千円）

関東自動車株式会社 28 6 91,733

ジェイアールバス関東株式会社 1 0 5,335

日光交通株式会社 4 3 2,207

合計 33 9 99,275

事業者名 主系統 みなし系統

JR宇都宮駅～篠井ニュータウン～日光東照宮

JR宇都宮駅～篠井ニュータウン～JR日光駅

JR宇都宮駅～JR日光駅

JR宇都宮駅～今市車庫 JR宇都宮駅～篠井ニュータウン～今市車庫

駒生営業所～屋板～上三川車庫 駒生営業所～健康の森～上三川車庫

駒生営業所・田原・グリーンタウン 駒生営業所～健康の森～グリーンタウン

鬼怒川温泉～下今市駅

鬼怒川温泉駅～下今市駅～イオン

鬼怒川温泉駅～東武ワールドスクウェア～
下今市駅

関東自動車

JR宇都宮駅～日光東照宮

鬼怒川温泉～東武ワールドスクウェア～
下今市駅～イオン

日光交通

資料１－１ 
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地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

平成２３年 ３月３０日 国総計第 ９７号

国鉄財第３６８号

国鉄業第１０２号

国自旅第２４０号

国海内第１４９号

国空環第１０３号

平成２３年 ５月２７日 国総計第 １４号

国空事第１１８号

平成２３年 ７月２２日 国総支第 ４号

国自旅第 １１号

平成２３年 ９月３０日 国総支第 ２０号

国自旅第 ５０号

平成２４年 ３月３０日 国総支第 ６０号

国自旅第２０１号

国空環第 ９１号

平成２４年 ４月１６日 国総支第 ７号

国自旅第 ３６号

平成２４年１１月１９日 国総支第 ４３号

国自旅第３２５号

平成２５年 ５月 ８日 国総支第 ８号

国鉄事第 ２８号

国自旅第 ２１号

国海内第 １０号

平成２５年 ７月１９日 国総支第 ３５号

国自旅第 ７０号

平成２６年 ３月２８日 国総支第 ８７号

国鉄都第１３１号

国鉄事第３９７号

国自旅第６１９号

国海内第 ９３号

国空環第 ９４号

平成２６年 ５月２１日 国総支第 １２号

平成２７年 ４月 ９日 国総支第 ６５号

国鉄都第１３１号

国鉄事第３３０号

国自旅第３８０号

国海内第１１８号

国空環第 ９１号
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平成２８年 ３月３１日 国総支第 ６０号

国鉄都第１２７号

国鉄事第４７０号

国自旅第４０７号

国海内第１３６号

国空事第７２３５号

国空環第 ７６号

平成２８年１１月２８日 国総支第 ４５号

国鉄都第 ７５号

国鉄事第２００号

国自旅第２１０号

国海内第１０９号

国空環第 ５６号

平成２９年 ６月 ９日 国総支第 １５号

国鉄都第 ３８号

国鉄事第 ５７号

国自旅第 ５１号

国海内第 ３９号

国空事第２０８号

平成２９年 ８月 ２日 国総支第 ３１号

国自旅第１０３号

平成３０年 ４月１９日 国総支第 ６８号

国鉄都第１９５号

国自旅第３０８号

国海内第１９５号

国空事第１１１１号

平成３０年１０月２５日 国総支第 ３３号

国総安政第６５号

平成３１年 ２月２５日 国総支第 ４６号

国鉄都第１２８号

国鉄事第３２４号

国自旅第２４９号

平成３１年 ４月２４日 国総支第 １号

国自旅第 ２号

令和 ２年 ２月 ５日 国総地第 ５７号

国総交第 ９７号

国鉄都第１１１号

国鉄事第３６１号

国自旅第２５３号

令和 ２年 ４月 ２日 国総地第 ８０号
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国鉄都第２６５号

国自旅第３３４号

令和 ２年 ６月２２日 国総地第 ３３号

国総安政第２２号

地域公共交通確保維持改善事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付について

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以

下「適正化法」という。）及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化

法施行令」という。）並びに離島航路整備法（昭和２７年法律第２２６号）及び同法施

行規則（昭和２７年運輸省令第７１号）その他の法令及び関連通知のほか、この要綱の

定めるところによる。

目次

第１編 共通事項（第１条－第３条）

第２編 地域公共交通確保維持事業

第１章 陸上交通（第４条－第２５条の２２）

第１節 地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

第２節 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

第３節 車両減価償却費等国庫補助金

第４節 公有民営方式車両購入費国庫補助金

第５節 貨客混載導入経費国庫補助金

第２章 離島航路（第２６条－第５８条）

第１節 総則

第２節 離島航路運営費等補助金

第３節 離島航路構造改革補助金

第３章 離島航空路（第５９条－第７３条）

第３編 地域公共交通バリア解消促進等事業

第１章 バリアフリー化設備等整備事業（第７４条－第９１条）

第２章 利用環境改善促進等事業（第９２条－第９７条）

第３章 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業（第９８条－第１０５条）

第４編 地域公共交通調査等事業

第１章 地域公共交通調査事業（第１０６条－第１２６条）

第１節 計画策定事業

第２節 計画推進事業

第２章 地域公共交通再編推進事業（第１２７条－第１３２条）

第１節 再編計画策定事業

第２節 再編計画推進事業

第３章 地域公共交通バリアフリー化調査事業

第１節 移動等円滑化促進方針策定事業（第１３３条－第１３５条）
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第２節 移動等円滑化基本構想策定事業（第１３６条－第１３８条）

第１編 共通事項

（目的）

第１条 この補助金は、生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特

性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシ

ステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等がされるよう、地域公共交通の

確保・維持・改善を支援することを目的とする。

（定義等）

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

一 「生活交通確保維持改善計画」とは、地域公共交通の確保・維持・改善のために、

都道府県、市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理者等からなる協議会（以

下「協議会」という。）又は都道府県若しくは市区町村が、地域の生活交通の実情の

ニーズを的確に把握しつつ、当該協議会での議論を経て策定する地域の特性・実情

に応じた最適の移動手段の提供、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導

入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るための取組についての計画をいう。

二 「地域公共交通確保維持事業」とは、地域公共交通の存続が危機に瀕している地

域において地域の特性・実状に最適な交通手段を確保・維持するために生活交通確

保維持改善計画（当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画、地域

内フィーダー系統確保維持計画、離島航路確保維持計画及び離島航空路確保維持計

画を含む。）に基づいて実施される事業をいう。

三 「地域公共交通バリア解消促進等事業」とは、バリアフリー化やより制約の少な

いシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るために実施される

事業であって、「バリアフリー化設備等整備事業」、「利用環境改善促進等事業」及び

「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」をいう。

四 「バリアフリー化設備等整備事業」とは、公共交通機関における高齢者・障害者

等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進等を図るために生活交通確保維持改

善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改善事業計画を含む。）に基づいて

実施される事業をいう。

五 「利用環境改善促進等事業」とは、バリアフリー化されたまちづくりの一環とし

てより制約の少ないシステムの導入等地域公共交通の利用環境改善を促進するため

に生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改善事業計画

を含む。）に基づいて実施される事業をいう。

六 「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」とは、鉄道及び軌道による輸送の安全を確

保するために生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改

善事業計画を含む。）に基づいて実施される事業をいう。

七 「地域公共交通調査事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をいう。

イ 地域公共交通確保維持事業又は地域公共交通バリア解消促進等事業による補助
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を受けようとする事業について定める生活交通確保維持改善計画等の計画を策定

するために必要な調査を行う事業（ロ及び次号イに掲げるものを除く。）

ロ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下

「活性化法」という。）第５条第１項に掲げる地域公共交通網形成計画（以下「形

成計画」という。）を策定するために必要な調査を行う事業

ハ 形成計画に基づいて実施される利用促進に係る事業及び当該計画の達成状況等

の評価に係る事業

八 「地域公共交通再編推進事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をいう。

イ 活性化法第２７条の２第１項に規定する地域公共交通再編実施計画（以下「再

編計画」という。）を策定するために必要な調査を行う事業

ロ 再編計画（活性化法第２７条の３の規定により大臣の認定を受けたものに限る。

第１２８条及び別表２６の再編計画策定事業に係る補助対象経費の欄を除き、以

下同じ。）に基づいて実施される利用促進に係る事業及び当該計画の達成状況等

の評価に係る事業

九 「地域公共交通バリアフリー化調査事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をい

う。

イ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９

１号。以下「バリアフリー法」という。）第２４条の２第１項に規定する移動等円

滑化促進方針を策定するために必要な調査を行う事業

ロ バリアフリー法第２５条第１項に規定する移動等円滑化基本構想を策定するた

めに必要な調査を行う事業

２ 協議会、都道府県又は市区町村は、住民、地域公共交通の利用者、その他利害関係

者の意見を反映させるため、前項第一号の生活交通確保維持改善計画（当該計画に代

えて策定される地域間幹線系統確保維持計画、地域内フィーダー系統確保維持計画、

離島航路確保維持計画、離島航空路確保維持計画及び生活交通改善事業計画を含む。）

を策定しようとするときは、あらかじめ協議会への当事者の参加、アンケート、ヒア

リング、公聴会又はパブリックコメント等を行わなければならない（鉄道軌道安全輸

送設備等整備事業を除く。）。

３ 協議会、都道府県又は市区町村は、前項第一号の生活交通確保維持改善計画（当該

計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画、地域内フィーダー系統確保維

持計画、離島航路確保維持計画、離島航空路確保維持計画を含む）を策定するに当た

って、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律（平成９年

法律第９１号）第５条の外客来訪促進計画（以下、「外客来訪促進計画」という。）が

策定されているときは同計画と整合性のとれたものでなければならない。

（協議会）

第３条 前条第１項第一号の協議会は、以下の者によって構成される。

一 関係する都道府県又は市区町村

二 関係する交通事業者又は交通施設管理者等
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三 地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸局等」

という。）又は地方航空局

四 その他地域の生活交通の実状、その確保・維持・改善の取組に精通する者等協議

会が必要と認める者

２ 第２編第１章の陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業に係る生活交通確保維持

改善計画（当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画及び地域内フィ

ーダー系統確保維持計画を含む。）を策定する協議会にあっては、地域間幹線系統は

地域間のみならず地域内の生活交通の機能を有すること、地域内フィーダー系統は地

域間幹線系統と一体として地域の生活交通ネットワークを形成するものであることか

ら、これらを踏まえ、的確かつ効果的な計画の策定が可能となるよう関係する都道府

県及び市区町村がともに参加すること。

３ 第２編第２章の離島航路に係る地域公共交通確保維持事業に係る生活交通確保維持

改善計画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画を含む。）を策定する

協議会にあっては、離島航路が地域の幹線交通であるとともに生活交通であることか

ら関係する都道府県及び市町村がともに参加すること。

４ 地方運輸局等及び地方航空局は、生活交通確保維持改善計画の策定に必要な助言等

を行う。

５ 協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果につい

て地方運輸局又は地方航空局の長に報告しなければならない。

第２編 地域公共交通確保維持事業

第１章 陸上交通

第１節 地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

（補助対象事業者等）

第４条 本節における補助対象事業者は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第

３条第１号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業（以下「乗合バス事業」という。）

を経営する者（以下「乗合バス事業者」という。）であって、協議会又は都道府県等（以

下「都道府県協議会等」という。）が協議会での議論を経て、第８条第１項に基づき定

めた生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維

持計画を含む。以下この節において同じ。）に運送予定者として記載されている者とす

る。

２ 既に第１０条第１項の規定により認定を受けた生活交通確保維持改善計画に係る補

助対象系統が廃止される場合において、当該計画に記載された乗合バス事業者に代わ

って、道路運送法第２１条第１項第２号の規定による許可を受けて乗合旅客の運送を

行う同法第３条第１号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハに定める一

般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が生活交通確保維持改善計画に運送予定者と

して記載されたときは、前項の規定にかかわらず、これらの者は、本節における補助
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対象事業者とする。

３ 前２項の規定にかかわらず、生活交通確保維持改善計画に係る議論を行う協議会が

活性化法第６条第１項に規定する協議会（以下「活性化法法定協議会」という。）で

ある場合においては、これらの項に定める運送予定者に代えて、当該活性化法法定協

議会を補助対象事業者とすることができる。

４ 国土交通大臣（以下「大臣」という。）は、予算の範囲内において、第６条の補助

対象事業に係る補助対象経費の１／２に相当する額以内の額を、補助対象事業者に対

し交付する。ただし、災害等の予期しない事由により欠損が増大した場合その他特に

調整を必要とする場合には、予算の範囲内で額を増減することができる。

（補助対象期間）

第５条 本節における補助対象事業の補助対象期間は、国庫補助金の交付を受けようと

する会計年度（財政法（昭和２２年法律第３４号）第１１条に規定する会計年度をい

う。以下同じ。）の９月３０日を末日とする１年間とする。

（補助対象事業の基準）

第６条 本節における補助対象事業は、別表１に定める要件に適合する系統に係る運行

であって、かつ、別表２に定めるところにより補助対象経費の額が算定されるものと

する。

２ 前項の規定は、再編計画に地域間幹線系統と位置付けられた系統については、当該

計画に実施予定期間として定められた期間中に限り、「別表１」とあるのは「別表

３」と、「別表２」とあるのは「別表４」と読み替えるものとする。

（生活交通確保維持改善計画）

第７条 陸上交通（地域間幹線系統）に係る地域公共交通確保維持事業を行う場合は、

生活交通確保維持改善計画に、次に掲げる向こう３ヵ年の事項について具体的に記載

するものとする。

一 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

二 地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果

二の２ 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送

予定者

四 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

四の２ 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称

五 別表１の補助対象事業の基準ニただし書（前条第２項の場合においては、別表３

の補助対象事業の基準ニただし書）に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数

が３回以上で足りると認めた系統にあっては、当該系統の概要

六 別表１の補助対象事業の基準ハ（前条第２項の場合においては、別表３の補助対

象事業の基準ハ）に基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤

が整備されている」と認めた市町村への需要に対応して設定された系統にあっては、
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当該市町村の一覧

六の２ 補助金の交付を受けようとする系統等に係る利用状況等の継続的な測定手法

（活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合に限る。）

七 地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組（取組内容、実施主体、定

量的な効果目標（収支改善率１％以上を原則）、実施時期及びその他特記事項）

八 外客来訪促進計画との整合性

２ 地域公共交通確保維持事業に限定した計画として策定する場合は、前項各号の事項

を記載した地域間幹線系統確保維持計画の策定をもって生活交通確保維持改善計画に

代えることができる。この場合において、当該計画に関係する第１７条第２項の地域

内フィーダー系統確保維持計画の策定があるときは、都道府県協議会等は当該計画の

内容等について情報共有を行うこと。

３ 都道府県協議会等は、第１項第三号の運送予定者の選定に当たっては、これに拠り

がたい事情があると大臣が認める場合を除き、サービスの品質・企画内容、価格等を

総合的に比較考慮するため、企画競争その他これに準ずる競争性のある方法により行

わなければならない。なお、一の補助対象期間を分割して又は複数の補助対象期間に

またがって運送予定者を選定することを妨げない。

４ 第６条第２項の規定による補助対象事業の基準の特例（以下この節において「再編

特例」という。）を受けようとする場合においては、第１項の規定にかかわらず、同

項に掲げる事項のうち再編計画に記載された事項については、別に定めるところによ

り記載を省略することができる。

５ 補助対象期間の前々補助対象期間及び前々々補助対象期間において、第１項第７号

に規定する定量的な効果目標の達成度合いが著しく悪い状況（当該補助対象期間の収

支率がいずれもその前年度の補助対象期間の収支率を下回る状況）となった運行系統

にあっては、同号における生産性を向上させる取組の実施状況を踏まえ、当該運行系

統の収支率を改善させるための具体的な取組内容及び収支率の改善目標値を記載した

「改善計画（２ヶ年計画）」を策定し、生活交通確保維持改善計画に添付するものと

する。ただし、燃料高騰等のやむを得ない外的要因により当該目標の達成度合いが著

しく悪い状況となったと認められる場合を除く。

６ 補助対象期間の前補助対象期間の終了時において、前補助対象期間、前々補助対象

期間及び前々々補助対象期間のいずれもが、定量的な効果目標の達成度合いが著しく

悪い状況となった運行系統にあっては、前項の改善計画を実施するものとする。ただ

し、燃料高騰等のやむを得ない外的要因により当該目標の達成度合いが著しく悪い状

況となったと認められる場合を除く。

（生活交通確保維持改善計画の策定）

第８条 都道府県協議会等は、本節の補助金の交付を受けて補助対象系統の運行を確保

・維持しようとするときは、前条の計画を策定し、大臣に認定を申請するものとする。

２ 前項の認定申請は、様式第１－１による生活交通確保維持改善計画認定申請書（地

域間幹線系統確保維持計画の認定申請にあっては、様式第１－３による地域間幹線系

統確保維持計画認定申請書）を毎年、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年
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度の６月３０日（補助金の交付を受けようとする前年度に第１０９条第１項に基づき

地域公共交通調査事業の交付決定を受けた場合その他の当該期限までに提出しないこ

とについて合理的な理由があると大臣が認める場合にあっては大臣が指定する日）ま

でに大臣に提出して行うものとする。

３ 都道府県協議会等は、前項の提出をするときは、次に掲げる書類を添付するものと

する。ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添

付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

一 運送予定者それぞれの、補助対象期間の前々年度、前々々年度及び前々々々年度

に係る旅客自動車運送事業等報告規則（昭和３９年運輸省令第２１号）第２条第２

項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

二 運送予定者それぞれの、様式第１－５による補助対象期間の前々年度、前々々年

度及び前々々々年度に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象

系統に係るものに限る。）

二の２ 第４条第３項の規定により活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合

にあっては、当該協議会を補助対象事業者とすることに関する当該協議会における

協議結果が確認できる書類及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

三 再編特例を受けようとする場合にあっては、認定を受けた再編計画の写し及び認

定通知書の写し並びに再編特例を受けようとする系統の再編の概要

（生活交通確保維持改善計画の変更）

第９条 都道府県協議会等は、前条の事業内容を変更するときは、あらかじめ計画の変

更について協議会の議論を経て大臣の認定を受けるものとする。ただし、軽微な変更

についてはこの限りでない。

２ 前項の認定申請は、様式第１－２による生活交通確保維持改善計画変更認定申請書

（地域間幹線系統確保維持計画の変更に係る認定申請にあっては、様式第１－４によ

る地域間幹線系統確保維持計画変更認定申請書）を大臣に提出して行うものとする。

３ 前条第３項の規定は、本条において準用する。

（生活交通確保維持改善計画の認定）

第１０条 大臣は、都道府県協議会等から第８条第２項の規定に基づく生活交通確保維

持改善計画認定申請書又は前条第２項に基づく生活交通確保維持改善計画変更認定申

請書の提出があったときは、これを第６条の補助対象事業の基準に従って審査の上、

補助対象期間の開始前（第８条第２項の規定に基づき大臣が指定する日までに行われ

た認定申請にあっては大臣が別途指定する日、計画変更の認定申請にあっては予定変

更日前。次項において同じ。）に認定を行い、当該都道府県協議会等に通知するもの

とする。

２ 都道府県協議会等は、前項の通知があったときは、補助対象事業者に係る通知内容

を、当該補助対象事業者に対し、補助対象期間の開始前に通知しなければならない。

３ 補助対象事業者は、都道府県協議会等から前項の通知があったときは、当該通知の

内容に基づき、補助対象期間における運行を行うものとする。
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（補助金交付申請）

第１１条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第１－８に

よる申請書を、補助金の交付を受けようとする会計年度の１１月３０日までに大臣に

提出しなければならない。

２ 補助対象事業者は、第１項の提出をするときは、次の各号に掲げる書類を添付する

ものとする。

一 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則（昭和３９年運輸省令第２１

号）第２条第２項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

二 様式第１－５による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算

定表（補助対象系統に係るものに限る。）

三 様式第１－５－２による補助対象期間に係る地域公共交通確保維持事業の生産性

を向上させる取組実績

（交付の決定及び額の確定等）

第１２条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の

上、交付決定及び額の確定を行い、様式第１－９による交付決定及び額の確定通知書

を補助対象事業者に通知するものとする。

２ 大臣は、補助対象事業者（第４条第３項の規定により活性化法法定協議会を補助対

象事業者とする場合にあっては、生活交通確保維持改善計画に運送予定者として記載

された者。第１４条において同じ。）が、認定を受けた生活交通確保維持改善計画に基

づく補助対象事業の全部又は一部を実施しなかったときは、その実施しなかった割合

に応じ、当該計画に記載された金額から全部又は一部を減額して補助金の額を確定す

る。この場合において、補助対象期間の末日（９月３０日）までに廃止又は休止され

た補助対象系統については、補助金の額の全部を減額するものとする。ただし、天災

その他やむを得ない事情がある場合はこれらの限りではない。

（補助金の請求）

第１３条 補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとするときは、様式第

１－２１による補助金支払請求書を大臣に提出しなければならない。

（補助金の整理）

第１４条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関す

る帳簿を備え、他の経理と区別して補助金の使途を明らかにしておかなければならな

い。

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対

象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。

第２節 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金
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別表１（第６条第１項関連）

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（補助対象事業の基準）

補助対象事業者 補助対象経費 補助対象事業の基準 補助率

一般乗合旅客自動 補助対象系統に係る 都道府県協議会等が定めた生活交通確保維持改善計画に掲 １／２

車運送事業者及び 補助対象経常費用の 載された運行系統の運行のうち、次のイからチまでの全て

に適合するもの。ただし、第４条第２項の場合にあっ活性化法法定協議 見込額と経常収益の

ては、ロからチまでの全てに適合するもの。会 見込額との差額であ

って、別表２に定め イ 道路運送法施行規則第３条の３第１号に規定する路線

るところにより算出 定期運行に係るもの。

される経費 ロ 複数市町村にまたがるもの。ただし、この要件の成否

は、平成１３年３月３１日における市町村の状態に応じ

て決定するものとする。

ハ 次のいずれかの需要に対応して設定されるもの。

① 別表５に定める広域行政圏の中心市町村への需要

② 都道府県庁所在地への需要

③ 上記以外の市町村であって、総合病院等医療機関、

学校等の公共施設及び商業施設等が存在するなど、広

域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されて

いると都道府県協議会等が認めたものへの需要

。 、ニ １日当たりの計画運行回数が３回以上のもの ただし

都道府県協議会等が認めた場合は、平日１日当たりの計

画運行回数が３回以上のものとする。

ホ 次式によって算出される補助対象期間の１日当たりの

輸送量が１５人～１５０人と見込まれ、かつ、過去に２

ヶ年度連続して１日当たりの実績輸送量が１５人未満又

は１５０人超ではないもの。

計画平均乗車密度 × 計画運行回数

ヘ 補助対象期間に、当該系統の運行によって得る経常収

益の見込額が同期間の当該系統の補助対象経常費用の見

込額に達しておらず、かつ、過去２ヶ年度連続して経常

収益が経常費用を超えていないもの。

ト 補助対象期間の末日（９月３０日）において引き続き

運行される予定のものであること（補助対象期間の途中

に補助対象系統の合併、分割その他の再編を行う場合に

あっては、再編を行う日までに生活交通確保維持改善計

画の認定又は変更の認定を受けて実施する場合に限り、

同一の補助対象系統が補助対象期間中継続して運行して

いるものとして取り扱う 。。）

チ 第７条第５項に規定する改善計画を実施する系統であ
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って、補助対象経費が別表２の１．に基づく補助対象経

常費用の９／２０に相当する上限額となる系統又は補助

対象経費の算出にあたって別表２の５．の適用を受ける

系統以外の系統にあっては、当該改善計画の期間終了時

において当該改善計画で設定した目標値を達成したも

の（燃料高騰等のやむを得ない外的要因により目標値。

を達成しなかったと認められる場合を含む）。

（注）

１ 「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値をいう （小数点第１位まで算出。． 。

第２位以下切り捨て ）。

「計画平均乗車密度」＝「計画運送収入」÷「計画実車走行キロ」÷「平均賃率」

２ 「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱われる既存の運行系統の実績額があ．

る場合は、当該運行系統の実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キロを乗じ

て算出する。実績額がない場合は、補助対象経常費用の１１／２０と都道府県協議会等が算

出する運送収入の見込額のうち、いずれか高い方の額を計画運送収入とする。

．「 」 、 。（ 。 。）３ 平均賃率 とは 次式によって算出された数値をいう 銭単位まで算出 銭未満切り捨て

「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キロ」

、 、 。なお 補助対象期間中に運賃改定が予定されている場合は 次式によって算出することとする

「 」 （「 」 「 」）平均賃率 ＝ 運賃改定前適用の平均賃率×日数 ＋ 運賃改定後適用の平均賃率×日数

÷「総適用日数」
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別表２（第６条第１項関連）

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（補助対象経費の算出方法）

補助対象経費の算出方法

１．補助対象経費の額は、補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額とする。ただし、補助対象

経常費用の見込額の９／２０に相当する額を限度とする（補助対象期間中に補助対象系統の合併・分割そ。

の他の再編が予定されている場合は、再編前後の運行予定日数に応じて算出した額の合計額とする）。

２．補助対象経常費用の見込額は、次式によって算出して得られた額以下の額とする。

当該補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用の見込額 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ

ただし、実車走行キロ当たり経常費用の見込額が、別表６に基づく補助ブロック毎に定める地域キロ当た

り標準経常費用を上回る場合は、次式によって算出して得られた額以下の額とする（沖縄県及び離島に係。

る系統を除く）。

地域キロ当たり標準経常費用 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ

３．経常収益の見込額は、次式によって算出して得られた額以上の額とする。

当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見込額 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ

ただし、新設系統で実績額がない場合は、補助対象経常費用の見込額の１１／２０に相当する額と都道

府県協議会等が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額とする。

４．補助対象系統が他の系統と競合し、その競合区間のキロ程の合計が当該補助対象系統の５０％以上である

場合にあっては、当該競合系統の輸送量の和が１日当たり１５０人を超えることが見込まれるものに係る

補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。

当該補助対象系統の補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額×

当該補助対象系統の総キロ程－競合区間に係るキロ程

当該補助対象系統の総キロ程

５．補助対象経費の額は、平均乗車密度の見込数値が５人未満の補助対象系統については、当該系統の輸送量

を５人で除した数値（端数切り捨て）を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額とする。

ただし、過去に生活交通確保維持改善計画又は被災地域生活交通確保維持計画において補助対象となって

いない系統であって、別表２５の地域公共交通協働トライアル推進事業の要件を満たす形成計画に位置付

けられた補助対象系統にあっては、３年間に限り、この限りではない。

（注）

１ 「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用」とは、補助対象事業者（第４条第３項の．

規定により活性化法法定協議会が補助対象事業者となる場合にあっては、生活交通確保維持

改善計画に運送予定者として記載された者。以下この表において同じ ）の基準期間（※１）。

を含む過去３年間（※３）における乗合バス事業の経常費用を実車走行キロの実績値で除し

た１キロメートル当たりの経常費用（当該期間における一時的な燃料費の高騰その他の特別

の理由により算出された額をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、大臣

が適当と認める額）を平均して得られた額をいう （第２編第１章第３節に係る経常費用を除。

く ）。

２ 「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された．

基準年度（※２）を含む過去３年間（※３）における乗合バス事業の標準原価に基づき算出
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される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ１キロメート

ル当たりの標準経常費用を平均して得られた額をいう （第２編第１章第３節に係る経常費用。

を除く ）。

なお、大臣は、地域キロ当たり標準経常費用の算出に当たり、当該地域キロ当たり標準経常

費用の対象期間における燃料価格その他地域キロ当たり標準経常費用を構成する要素が直近

の値と著しく乖離しており、適切な設定ができない場合には、これを補正した上で算出する

こととする。

３ 「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」とは、補助対象事業者の基準期間（※１）．

を含む過去３年間（※３）における補助対象系統の経常収益を実車走行キロの実績値で除し

た１キロメートル当たりの経常収益を平均して得られた額をいう。

「離島」とは、離島振興法第２条第１項の規定に基づき指定された同項の離島振興対策実施４．

地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島に属する島及び

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）第２条第１項に規定する小笠原

諸島に属する島並びに沖縄振興特別措置法第３条第３号に規定する離島をいう。

（※１）基準期間とは、補助対象期間（１０月１日～翌９月末日）の前々補助対象期間をいう。

（※２）基準年度とは、補助金の交付を受けようとする会計年度（４月１日～翌３月末日）の前々々会計年度を

いう。

（※３）過去３年間とは、基準期間又は基準年度を最終年度とする連続した過去３年間をいう。
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別表５（別表１・３関連）

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（広域行政圏の中心市町の一覧表）

北海道 東北 北陸信越 関東

北海道 青森県 岩手県 宮城県 福島県 秋田県 山形県 新潟県 長野県 富山県 石川県 茨城県

滝川市 弘前市 盛岡市 石巻市 白河市 湯沢市 新庄市 三条市 小諸市 砺波市 七尾市 下館市

富良野市 八戸市 水沢市 白石市 原町市 横手市 米沢市 燕市 佐久市 魚津市 羽咋市 古河市

紋別市 五所川原市 久慈市 角田市 相馬市 本荘市 寒河江市 柏崎市 飯田市 黒部市 輪島市 大宮町

帯広市 青森市 一関市 築館町 喜多方市 鷹巣町 鶴岡市 新発田市 木曽福島町 高岡市 小松市 水戸市

網走市 むつ市 花巻市 古川市 二本松市 能代市 酒田市 上越市 伊那市 富山市 金沢市 ひたちなか市

留萌市 十和田市 北上市 迫町 会津若松市 鹿角市 村山市 糸魚川市 中野市 新湊市 笠間市

稚内市 釜石市 気仙沼市 富岡町 大曲市 山形市 十日町市 飯山市 土浦市

士別市 大船渡市 仙台市 郡山市 秋田市 六日町 大町市 石岡市

名寄市 宮古市 須賀川市 大館市 両津市 松本市 鉾田町

深川市 二戸市 福島市 佐和田町 上田市 水海道市

函館市 田島町 長岡市 長野市 日立市

静内町 小出町 岡谷市 龍ヶ崎市

浦河町 新潟市 諏訪市 つくば市

室蘭市 五泉市 茅野市

岩見沢市 村上市

釧路市 新井市

苫小牧市

小樽市

倶知安町

旭川市

江差町

北檜山町

根室市

中標津町

札幌市

関東 中部

栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

栃木市 沼田市 秩父市 茂原市 青梅市 小田原市 富士吉田市 福井市 高山市 掛川市 新城市 上野市

真岡市 高崎市 本庄市 木更津市 津久井町 都留市 武生市 美濃加茂市 島田市 豊川市 松阪市

今市市 太田市 熊谷市 東金市 大月市 鯖江市 中津川市 磐田市 蒲郡市 熊野市

足利市 伊勢崎市 深谷市 館山市 市川大門町 敦賀市 恵那市 浜松市 西尾市 伊勢市

鹿沼市 渋川市 東松山市 佐原市 増穂町 小浜市 関市 沼津市 豊田市 津市

烏山町 富岡市 銚子市 韮崎市 大野市 大垣市 下田市 岡崎市 尾鷲市

宇都宮市 前橋市 八日市場市 塩山市 勝山市 八幡町 静岡市 豊橋市 大台町

小山市 中之条町 旭市 山梨市 多治見市 焼津市 鈴鹿市

大田原市 藤岡市 勝浦市 甲府市 岐阜市 藤枝市 桑名市

黒磯市 桐生市 大多喜町 櫛形町 揖斐川町 富士市 四日市市

矢板市 大原町 石和町 萩原町 天竜市

成田市

佐倉市

印西市
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別表６（別表２・４関連）

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（補助ブロック一覧表）

ブロック名 適用地域 備考

北北海道 旭川、帯広、釧路及び北見運輸支局管内

南北海道 札幌、函館及び室蘭運輸支局管内

東北 青森県、岩手県、宮城県及び福島県

羽越 秋田県、山形県及び新潟県

長野 長野県

北関東 群馬県、栃木県及び茨城県

千葉 千葉県

武蔵・相模 埼玉県、東京都三多摩地区及び神奈川県 京浜及び山梨・静岡ブロック
に属する地域を除く。

京浜 東京都特別区、三鷹市、武蔵野市、調布

市、狛江市、川崎市及び横浜市

山梨・静岡 山梨県、静岡県及び神奈川県西部

東海 愛知県、三重県及び岐阜県

北陸 福井県、石川県及び富山県

北近畿 滋賀県、京都府及び兵庫県 京阪神ブロックに属する地域
を除く。

南近畿 奈良県及び和歌山県

京阪神 大阪府、京都府（京都市を含む大阪府に隣
接する地域）及び兵庫県（神戸市及び明石
市を含む大阪府に隣接する地域）

山陰 鳥取県及び島根県

山陽 岡山県、広島県及び山口県

四国 香川県、愛媛県、徳島県及び高知県

北九州 福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県

南九州 熊本県、宮崎県及び鹿児島県

沖縄 沖縄県
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地域公共交通確保維持改善事業実施要領 

 

平成２３年 ４月 １日 国総計第  ５号 

国鉄財第  ４号 

国鉄業第  ４号 

国自旅第 ２０号 

国海内第  ８号 

国空環第  ５号 

改正 平成２３年 ６月 １日 国総計第 ２３号 

国空事第１１９号 

改正 平成２３年 ８月３１日 国総支第  ９号 

国自旅第 ３０号 

改正 平成２３年１２月 ５日 国総支第 ３４号 

改正 平成２４年 ５月２１日 国総支第 １２号 

国自旅第１０１号 

改正 平成２４年１１月１９日 国総支第 ４４号 

国自旅第３２６号 

改正 平成２５年 ５月 ８日 国総支第  ９号 

国鉄事第 ２９号 

国自旅第 ２２号 

国海内第 １１号 

国空環第 １４号 

改正 平成２５年１１月２９日 国総支第 ６２号 

改正 平成２６年 ３月２８日 国総支第 ８８号 

国自旅第６２０号 

国海内第 ９４号 

国空環第 ９５号 

改正 平成２６年 ５月２１日 国総支第 １３号 

改正 平成２７年 ４月 ９日 国総支第 ６７号 

国鉄都第１２８号 

国鉄事第３２８号 

国自旅第３７９号 

国海内第１１９号 

国空環第 ９０号 

改正 平成２８年 ３月３１日 国総支第 ６１号 

国鉄都第１２８号 

国鉄事第４７１号 

国自旅第４０８号 

国海内第１３７号 
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国空事第７２７３号 

国空環第 ７７号 

改正 平成２８年１１月２８日 国総支第 ４６号 

国鉄都第 ７６号 

国鉄事第２０１号 

国自旅第２１１号 

国海内第１１１号 

国空環第 ５７号 

改正 平成２９年 ６月 ９日 国総支第 １６号 

国鉄都第 ３７号 

国鉄事第 ５８号 

国自旅第 ５０号 

国海内第 ４０号 

国空事第２０９号 

改正 平成２９年 ８月 ２日 国総支第 ３２号 

国自旅第１０４号 

改正 平成３０年１０月２５日 国総支第 ３４号 

国総安政第６６号 

国空事第８８２号 

改正 平成３１年 ２月２５日 国総支第 ４７号 

 国鉄都第１２９号 

                    改正 令和 ２年 ２月 ５日 国総地第 ５８号 

                                   国総交第 ９８号

改正 令和 ２年 ４月 ２日 国総地第 ８１号 

国鉄都第２６６号 

国自旅第３３５号 

改正 令和 ２年 ６月２２日 国総地第 ３３ 号 

国総安政第２２号 

 

この実施要領は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成２３年３月３０日国

総計第９７号、国鉄財第３６８号、国鉄業第１０２号、国自旅第２４０号、国海内第１４９号、

国空環第１０３号。以下「交付要綱」という。）のほか、地域公共交通確保維持改善事業費補助金

の交付等地域公共交通確保維持改善事業の実施に当たって必要な事項を定める。 

 

１．共通事項 

（１）生活交通確保維持改善計画の策定について 

生活交通確保維持改善計画（以下「確保維持改善計画」という。）のうち、陸上交通の確保維

持事業に係るものを策定する場合には、とりわけ当該事業が地域の様々なモードの交通に関係

することから、当該事業に係る確保維持改善計画には、地域の生活交通の望ましいあり方から
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導き出される、地域において目指す地域間、地域内の生活交通ネットワークのあり方の考え方

や方向性が明示されることが必要であるとともに、この考え方や方向性を前提として、本事業

により確保維持すべき生活交通の具体的内容が定められることが必要である。 

なお、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「活性

化法」という。）では、活性化法法定協議会（活性化法第６条第１項の協議会をいう。以下同じ。）

を設置し、関係者による議論を経て、地方公共団体等が地域公共交通網形成計画（以下「形成

計画」という。）や地域公共交通再編実施計画（以下「再編計画」という。）等の法定の計画を

策定した上で各種の取組みを進めていくこととしている。形成計画や再編計画等には、当該地

域において目指す生活交通ネットワークのあり方の考え方や方向性、具体的な目標等が明記さ

れることとなるところ、交付要綱において確保維持改善計画に記載する事項とされている事項

のうち、形成計画や再編計画等に記載のあるものは、それを活用しつつ、不足する事項を追記

又は記載した書類を添付することをもって、形成計画や再編計画等を交付要綱に定めた確保維

持改善計画として取り扱う。 

 

（２）協議会について 

交付要綱第３条第１項において協議会の構成員を定めているが、同項第４号に掲げる者につ

いては、例えば、道路管理者、利用者の代表、労働組合の代表などがこれに該当する。 

運営方法や設置要綱の策定等のそれ以外の協議会に関する事項については地域の実情に応

じて協議会が定めることができる。したがって隣接する自治体合同での開催や設置要綱の策定

の省略についても、それが協議会の構成員その他の地域の合意であれば認められる。 

また、協議会については、計画策定のために新たに設置する必要はなく、道路運送法施行規

則（昭和２６年運輸省令第７５号）第１５条の４第２号に基づく地域協議会等についても、必

須となる構成員を新たに協議会の構成員として加えること等により、交付要綱に定める協議会

とすることもできる。この場合において、設置要綱を改正する等の形式にこだわることなく、

既存の協議会の場に、確保維持改善計画の策定に必須となる関係者が実質的に参加していれば

よい（ただし、交付要綱に特別の定めがある場合にあっては、この限りでない。）。 

さらに、都道府県単位で一つの協議会を設け、その下に市町村単位又は輸送機関単位、確保

維持事業とバリア解消促進等事業といった事業単位の分科会を設置する等によって協議会の

集約化を図ることでもよい。 

なお、当該地域において活性化法法定協議会を設置する場合には、当初から、確保維持改善

計画の策定に必要かつ十分な者により構成するものとし、形成計画や再編計画等に係る議論と

地域公共交通確保維持改善事業の実施に係る議論は一体的に行われ、これらの計画を推進し、

地域公共交通ネットワークを再構築するため、効果的な支援が行われるようにすべきものであ

ることにも留意する必要がある。 

 

２．地域公共交通確保維持事業について 

（１）陸上交通に係る確保維持事業 

①確保維持改善計画の策定について 

陸上交通に関する地域公共交通確保維持事業のうち地域間幹線系統に係る確保維持改善計
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画（当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画を含む。以下「地域間幹線系統

に係る確保維持改善計画」という。）は、協議会又は都道府県が策定することが通常と考えられ

るが、都道府県と関係市町村で合意が整った場合は、市町村が共同で策定することを妨げない。 

 

②再編計画に係る補助対象事業の基準の特例を受けようとする場合の確保維持改善計画の記載

事項の省略について 

ア．地域間幹線系統 

交付要綱第７条第４項の別に定める事項は次のとおりとする。 

・地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

・地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果・前号の目標を達成するために行

う事業及びその実施主体 

・交付要綱別表３の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数

が３回以上で足りると認めた系統の概要 

・交付要綱別表３の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

・補助金の交付を受けようとする系統等に係る利用状況等の継続的な測定手法 

 

イ．地域内フィーダー系統 

交付要綱第１７条第３項の別に定める事項は次のとおりとする。 

・地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

・地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

・前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・補助金の交付を受けようとする系統等に係る利用状況等の継続的な測定手法 

 

③確保維持改善計画の認定申請日等 

ア．申請日 

交付要綱第８条第２項（第１８条において準用する場合を含む。）に規定する確保維持改

善計画を同項の期限までに提出しないことについて合理的な理由があるとして大臣が認め

る場合は次の１）～４）に掲げる場合とし、大臣が指定する日はそれぞれに規定する日とす

る。 

１）再編計画に係る補助対象事業の基準の特例を受けようとする場合 

再編計画に係る補助対象事業の基準の特例（以下「再編特例」という。）の適用を初め

て受けて補助金の交付を受けようとする会計年度（以下③において「初年度」という。）

にあっては、適用開始月の前月１０日とし、再編特例に係る２年目以降の会計年度におい

ては、各会計年度の前年度の６月３０日とする。ただし、初年度の再編特例の適用開始月

が８月又は９月であって、当該特例に係る認定申請日が２年目に係る認定申請期限を過ぎ

ている場合にあっては、２年目に限り、１年目の認定申請と同時とする。 

 

２）補助金の交付を受けようとする前年度に交付要綱第１０９条第１項に基づき地域公共交

- 26 -



5 
 

通調査事業の交付決定を受け、当該調査を踏まえて４月以降に運行を開始する地域間幹線

系統及び地域内フィーダー系統に係る確保維持改善計画について認定申請を行おうとす

る場合 

補助金の交付を受けようとする会計年度の６月３０日 

 

３）地域独自の実証運行を踏まえて４月以降に運行を開始する地域内フィーダー系統に係る 

確保維持改善計画について認定申請を行おうとする場合 

補助金の交付を受けようとする会計年度の６月３０日 

 

４）交付要綱附則第２０条により準用することとされた第１０９条の規定により特定被災地

域公共交通調査事業の交付決定を受け、当該調査を踏まえて４月以降に運行を開始する地

域内フィーダー系統に係る確保維持改善計画について認定申請を行おうとする場合 

補助金の交付を受けようとする会計年度の６月３０日 

 

イ．認定を行う日 

ア．の申請に対する認定を行う日として交付要綱第１０条第１項（第１８条において準用

する場合を含む。）に規定する大臣が別途指定する日は、次の１）又は２）に掲げる場合ご

とにそれぞれに規定する日までとする。 

１）ア．１）の場合 

再編特例の適用開始月の前月末（初年度の再編特例の適用開始月が８月又は９月である

場合の２年目にあっては、２年目の補助対象期間の開始前） 

 

２）ア．２）～４）の場合 

補助金の交付を受けようとする会計年度の９月３０日 

 

④協議会について 

ア．既存の協議の場の活用について 

地域間幹線系統に係る確保維持改善計画に関する議論を行う場合であって、地域住民の生

活交通のあり方、確保策に関する協議の場として、既に道路運送法施行規則第１５条の４第

２号に基づく地域協議会が設置されているときは、原則としてこれを活用して行うものとす

る。 

また、地域内フィーダー系統に係る確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される地域

内フィーダー系統確保維持計画を含む。以下「地域内フィーダー系統に係る確保維持改善計

画」という。）に関する議論を行う場合であって、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保

その他の旅客の利便の増進に関する協議又は地域の公共交通の活性化や住民の移動手段の

確保等、地域公共交通のあらゆる課題にとって最適な公共交通のあり方の協議の場として、

既に道路運送法施行規則第９条の２に基づく地域公共交通会議が設置されているときは、原

則としてこれを活用して行うものとする。 
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イ．確保維持改善計画の変更と協議会の開催について 

地域間幹線系統に係る確保維持改善計画又は地域内フィーダー系統に係る確保維持改善

計画（以下「陸上交通確保維持改善計画」という。）の策定後に鉄道のダイヤ改正や学校の

登校時間・登校日の変更への対応、沿線の集客施設の新設・廃止への対応等による運行回数・

運行日の変更や運行経路の一部変更が生じることが見込まれる場合は、予め協議会において

事前に包括的な合意が得られていることを前提に、次のいずれをも満たす軽微な変更に限

り、変更の都度、協議会を開催しなくても交付要綱第９条第１項（第１８条の規定により準

用する場合を含む。）の協議会の議論を経たものとして取り扱う。 

・各補助対象系統の１日当たり計画運行回数の１０％以内又は１回以内の増減 

・各補助対象系統の計画運行日数の１０％以内の増減 

・各補助対象系統のキロ程（デマンド型にあってはサービス提供時間）の１０％以内の増減 

・地域間幹線系統補助対象事業者に係る計画額の総額の１０％以内の増減 

 

ただし、当該変更後の確保維持改善計画については、協議会構成員において情報共有され

ることが必要である。 

 

ウ．活性化法法定協議会が補助対象事業者となる場合の取扱いについて 

１）活性化法に基づく法定計画の取扱いについて 

活性化法法定協議会が補助対象事業者となる場合については、当該協議会における協議

を経て、当該協議会の構成員である地方公共団体が形成計画を策定し、当該計画に基づく

取組を行っていることを前提とする。 

 

２）活性化法法定協議会が補助対象事業者となる場合に必要となる添付書類について 

交付要綱第８条第３項第２号の２（第１８条の規定により準用する場合を含む。）に定め

る書類は、以下に掲げる書類とする。 

・活性化法法定協議会が補助対象事業者となることに関する当該協議会における協議結果

が確認できる書類 

・地域全体の生活交通ネットワーク（国庫補助対象外の系統を含む。）が確認できる書類 

・当該協議会に係る関係者の役割分担を明らかにした書類 

・運送予定者との間の運行委託若しくはそれに準じた契約（以下ウ．において「運行委託

契約等」という。）に係る書類又は運行委託契約等を締結することを確認できる書類（運

行委託契約等を締結しない場合にあっては、運送予定者との間のサービス水準に係る取

り決めが確認できる書類等） 

・交付要綱第７条第１項第６号の２又は第１７条第１項第６号に定める利用状況等の継続

的な測定に係る結果並びに当該結果を踏まえた評価及び改善点を記載した書類（当該協

議会が交付要綱第４条第３項及び第１５条第３項の規定により初めて補助金の交付を

受けようとする事業年度に係る確保維持改善計画を提出する場合を除く。） 

 

⑤企画競争その他これに準ずる競争性のある方法による運送予定者の選定について 
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確保維持改善計画策定に伴い運送予定者を選定するに当たっては、企画競争その他これに

準ずる競争性のある方法により行わねばならないことを交付要綱第７条第３項（第１８条に

おいて準用する場合を含む。）において定めている。これは、事業者選定に当たっては、価格

だけでなく、サービスの品質や地域のニーズに沿った運行、安全性の確保などを総合的に考

慮して、企画競争等により選定し、選定の意思決定について不透明な行為を抑止し、地域へ

の説明責任を果たすことを目的とするものであって、その選定方法については企画競争に限

定するものではない。 

また、地方部などにおいては見込まれる運送予定事業者が１者である場合もありうるが、

そのような場合においても、ＨＰ掲載により一定期間公募を行う等競争性のある手続きを実

施する必要がある。 

なお、再編計画には地域公共交通再編事業（以下「再編事業」という。）の実施主体を記載

することとされており、確保維持改善計画の策定段階においては運送予定者を選定済みであ

ることも考えられる。このため、この場合については、交付要綱第７条第３項に規定する

「これに拠りがたい事情」に該当するものとし、再編計画に実施主体として記載された者を

運送予定者として記載することができるものとする。 

 

⑥同一の補助対象系統として取り扱う運行系統の範囲について 

複数の系統がある場合に主系統とそれ以外の系統を比較した場合の差異が下記の基準の範

囲内となっている場合は、両系統は同一の補助対象系統に属するものとして取り扱う。 

なお、主系統とは、補助対象系統を構成する運行系統群のうち、最も運行回数が多いもの

（運行回数が同数の運行系統が複数ある場合は、最もキロ程が短いもの）をいう。 

 

【同一の補助対象系統として取り扱う運行系統の基準】 

ア．基本的な取り扱い 

１）主系統のキロ程が１０㎞未満の場合 

主系統と異なる区間のキロ程が１㎞以内の運行系統は、主系統と同一の補助対象系統

に属するものとして取り扱う。 

 

 

２）主系統のキロ程が１０㎞以上の場合 

主系統と異なる区間のキロ程が主系統のキロ程の１０％以内かつ１０㎞以内の運行系

統は、主系統と同一の補助対象系統に属するものとして取り扱う。 

 

イ．協議会が特に認める場合の取り扱い 

上記ア．の基準は満たさないものの、地域の実情にかんがみ同一の補助対象系統に属す

るものとして取り扱うことが必要と協議会が認める運行系統については、上記ア．の「１

㎞以内」を「２㎞以内」、「１０％以内かつ１０㎞以内」を「２０％以内かつ２０㎞以内」

に、それぞれ読み替えて適用する。 
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⑦地域間幹線系統確保維持費国庫補助金等における輸送量の算出等について 

ア．協議会が平日１日当たりの運行回数が３回以上で足りると認めた系統の「平日」の取り扱

いについて 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金等における「平日」、「土曜」、「日曜祝日」の「運

行回数」及び「運行日数」については、補助対象事業者が停留所に掲示する時刻表における

「平日ダイヤ」、「土曜ダイヤ」、「日曜祝日ダイヤ（平日ダイヤ及び土曜ダイヤ以外の全

てのダイヤを含むものとする。）」の各区分に対応する「運行回数」及び「運行日数」によ

ることを原則とする。 

この場合において、年末年始、お盆、学校休業日等の輸送需要が一時的に減少する場合や、

イベント等で需要が一時的に増加する場合であって、都道府県協議会等が認める場合は、暦

上は「平日」、「土曜」、「日曜祝日」に該当する場合であっても、異なる区分によるもの

とする。 

（例１．暦上の日曜日に通常の日曜日よりも増便して「平日ダイヤ」で運行する場合／例

２．暦上は国民の祝日に該当しない金曜日に通常の金曜日よりも少ない「日曜祝日ダイ

ヤ」で運行する場合） 

 

イ．天災その他やむを得ない事情がある場合について 

実際には運行を行っていない場合であっても運行したものとみなして算出した値（「みな

し値」）を例外的に使用することとし、他に定める場合を除き、具体的には以下の場合が該

当するものとする（なお、年末年始やお盆、学校休学日等の一時的に輸送需要が減少する期

間の減便・運休については、「天災その他やむを得ない事情がある場合」には該当しないこ

とから、必要に応じ協議会において「平日１日当たりの運行回数が３回以上」で足りるもの

と認めるか否か協議し、認める場合には、地域間幹線系統に係る確保維持改善計画に記載す

ること。）。 

 

【天災その他やむを得ない事情がある場合】 

・地震、津波、台風、洪水その他の天災に起因する場合 

・交通事故に起因する場合 

・交通規制に起因する場合 

・国、地方公共団体その他の行政機関からの要請に起因する場合 

・感染症の流行、ストライキその他の原因による乗務員、運行管理者、整備管理者その他の

運行上必要な従業員の一時的な不足に起因する場合 

・天災等に伴う燃料の供給の不足に起因する場合 

・その他大臣がやむを得ない事情による運休と認める場合 

 

ウ．運行回数及び運行日数について 

１）様式第１－１～４に添付する「表２ 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、

負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）」の記載について 

ａ．計画運行日数について 
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補助対象期間中の総計画運行日数を記載する。なお、うるう年の処理は十分注意するこ

と。 

ｂ．計画運行回数について 

補助対象期間中の全暦日数における総計画運行回数を記載する。また、１日当り計画運

行回数又は平日１日当り計画運行回数のいずれかを（ ）内に記載する。 

 

２）「様式第１－５」の記載について 

運行回数については、１日平均運行回数（協議会が、平日１日当たりの運行回数が３回

以上で足りるものと認めた場合は、平日１日平均運行回数）の実績を記載すること。 

 

３）「様式第１－８」の「４．地域間系統の運行状況」の記載について 

ａ．計画運行日数について 

補助対象期間中の総計画運行日数を記載する。 

ｂ．実績運行日数について 

原則として、補助対象期間中の総実績運行日数を記載する。なお、同期間中に上記

イ．の天災その他やむを得ない事情がある場合に終日運休した場合には、「みなし値」

を記載する。 

ｃ．計画運行回数について 

補助対象期間中の全暦日数における総計画運行回数を記載する。 

ｄ．実績運行回数について 

原則として、補助対象期間中の全暦日数における総実績運行回数を記載する。なお、

同期間中に上記イ．の天災その他やむを得ない事情が認められ、減便・運休した場合に

は、該当する運休回数を「ル」欄に記載することとする。 

 

エ．再編特例について 

１）再編特例が適用される運行系統について 

交付要綱第６条第２項の「再編計画に地域間幹線系統と位置付けられた系統」（第２０

条第２項の規定による補助対象事業の基準の特例を受けようとする場合について同じ。）

とは、認定を受けた再編計画に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則

（平成１９年国土交通省令第８０号。以下、「規則」という。）第９条の２第１号の事業

（形状等の変更を伴わないものを除く。）、規則第９条の２第２号の事業又は規則第９条

の２第３号の事業のいずれかに該当する事業の内容となるものとして位置付けられたも

のであって、少なくともその起点又は終点のいずれか（ゾーンバス化により特例措置の

適用を受けようとする場合にあっては、乗継拠点）が再編計画の区域内に存する系統と

する。 

 

２）再編特例を受けようとする場合の取り扱いについて 

主系統と、主系統以外の運行系統であって上記⑥ア．又はイ．の基準を満たす運行系

統（以下「他系統」という。）がある場合であって、次のａ．～ｃ．に掲げる場合におい
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・
馬

頭
車

庫
さ

く
ら

市
、

那
須

烏
山

市
、

那
珂

川
町

1
7

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
宇

都
宮

東
武

・
上

野
団

地
・
岡

本
駅

西
口

宇
都

宮
市

（
旧

宇
都

宮
市

、
旧

河
内

町
）

1
8

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
宇

都
宮

東
武

・
御

幸
ヶ

原
元

町
・
Ｊ
Ｒ

岡
本

駅
宇

都
宮

市
（
旧

宇
都

宮
市

、
旧

河
内

町
）

1
9

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
那

須
塩

原
駅

・
黒

磯
駅

・
那

須
湯

本
温

泉
那

須
塩

原
市

（
旧

黒
磯

市
）
、

那
須

町

2
0

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
大

田
原

市
役

所
・
福

祉
大

・
五

峰
の

湯
大

田
原

市
（
旧

大
田

原
市

、
旧

黒
羽

町
）

2
1

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
西

那
須

野
駅

東
口

・
福

祉
大

・
五

峰
の

湯
那

須
塩

原
市

（
旧

西
那

須
野

町
）
、

大
田

原
市

（
旧

大
田

原
市

、
旧

黒
羽

町
）

2
2

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
西

那
須

野
駅

東
口

・
馬

頭
車

庫
那

須
塩

原
市

（
旧

西
那

須
野

町
）
、

大
田

原
市

（
旧

大
田

原
市

）
、

那
珂

川
町

2
3

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
宇

都
宮

駅
・
篠

井
・
日

光
東

照
宮

宇
都

宮
駅

・
日

光
東

照
宮

の
み

な
し

系
統

宇
都

宮
市

、
日

光
市

（
旧

今
市

市
、

旧
日

光
市

）

2
4

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
宇

都
宮

駅
・
篠

井
・
Ｊ
Ｒ

日
光

駅
宇

都
宮

駅
・
日

光
東

照
宮

の
み

な
し

系
統

宇
都

宮
市

、
日

光
市

（
旧

今
市

市
、

旧
日

光
市

）

2
5

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
宇

都
宮

駅
・
Ｊ
Ｒ

日
光

駅
宇

都
宮

駅
・
日

光
東

照
宮

の
み

な
し

系
統

宇
都

宮
市

、
日

光
市

（
旧

今
市

市
、

旧
日

光
市

）

2
6

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
宇

都
宮

駅
・
篠

井
・
今

市
車

庫
宇

都
宮

駅
・
今

市
車

庫
の

み
な

し
系

統
宇

都
宮

市
、

日
光

市
（
旧

今
市

市
）

2
7

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
駒

生
営

業
所

・
健

康
の

森
・
上

三
川

車
庫

駒
生

営
業

所
・
屋

板
・
上

三
川

車
庫

の
み

な
し

系
統

宇
都

宮
市

、
上

三
川

町

2
8

関
東

自
動

車
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
駒

生
営

業
所

・
健

康
の

森
・
宝

井
・
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

駒
生

営
業

所
・
宝

井
・
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

の
み

な
し

系
統

宇
都

宮
市

（
旧

宇
都

宮
市

、
旧

河
内

町
）

2
9

ｼ
ﾞｪ

ｲ
ｱ
ｰ

ﾙ
ﾊ

ﾞｽ
関

東
㈱

R
2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
西

那
須

野
～

塩
原

温
泉

那
須

塩
原

市
（
旧

西
那

須
野

町
、

旧
塩

原
町

）
那

須
塩

原
市

3
0

日
光

交
通

㈱
R

2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
鬼

怒
川

温
泉

～
東

武
ワ

ー
ル

ド
ス

ク
ウ

ェ
ア

～
下

今
市

駅
～

イ
オ

ン
日

光
市

（
旧

藤
原

町
、

旧
今

市
市

）

3
1

日
光

交
通

㈱
R

2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
鬼

怒
川

公
園

駅
～

下
今

市
駅

鬼
怒

川
温

泉
～

東
武

ワ
ー

ル
ド

ス
ク

ウ
ェ

ア
～

下
今

市
駅

～
イ

オ
ン

の
み

な
し

系
統

日
光

市
（
旧

藤
原

町
、

旧
今

市
市

）

3
2

日
光

交
通

㈱
R

2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
鬼

怒
川

公
園

駅
～

下
今

市
駅

～
イ

オ
ン

鬼
怒

川
温

泉
～

東
武

ワ
ー

ル
ド

ス
ク

ウ
ェ

ア
～

下
今

市
駅

～
イ

オ
ン

の
み

な
し

系
統

日
光

市
（
旧

藤
原

町
、

旧
今

市
市

）

3
3

日
光

交
通

㈱
R

2
(2

0
2
0
).
1
0
.1

～
鬼

怒
川

公
園

駅
～

東
武

ワ
ー

ル
ド

ス
ク

ウ
ェ

ア
～

下
今

市
駅

鬼
怒

川
温

泉
～

東
武

ワ
ー

ル
ド

ス
ク

ウ
ェ

ア
～

下
今

市
駅

～
イ

オ
ン

の
み

な
し

系
統

日
光

市
（
旧

藤
原

町
、

旧
今

市
市

）

R
3
(2

0
2
1
)年

度
 運

行
事

業
者

と
対

象
系

統
、

対
象

市
町

一
覧

Ｎ
o
.

事
業

者
名

運
行

概
要

備
　

考
対

象
市

町

宇
都

宮
市

鹿
沼

市
日

光
市

真
岡

市
大

田
原

市
那

須
塩

原
市

さ
く
ら

市
那

須
烏

山
市

上
三

川
町

益
子

町
市

貝
町

芳
賀

町
塩

谷
町

那
須

町
那

珂
川

町

宇
都

宮
市

鹿
沼

市
日

光
市

真
岡

市
大

田
原

市
那

須
塩

原
市

さ
く
ら

市
那

須
烏

山
市

上
三

川
町

益
子

町
市

貝
町

芳
賀

町
塩

谷
町

那
須

町
那

珂
川

町

日
光

市

R
3
(2

0
2
1
)年

度
車

両
減

価
償

却
補

助
金

対
象

系
統

R
3
(2

0
2
1
)年

度
車

両
減

価
償

却
補

助
金

対
象

系
統
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栃

木
県

　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

日
光

東
照

宮
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
日

光
市

で
の

通
勤

、
通

学
、

通
院

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

2
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

今
市

車
庫

有
　

・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
日

光
市

で
の

通
勤

、
通

学
、

通
院

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

3
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

船
生

有
　

・
　

無
宇

都
宮

市
、

日
光

市
及

び
塩

谷
町

で
の

通
勤

、
通

学
、

通
院

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

4
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

免
許

セ
ン

タ
ー

～
楡

木
車

庫
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
鹿

沼
市

で
の

通
勤

、
通

学
、

買
物

や
運

転
免

許
セ

ン
タ

ー
へ

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

5
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

荒
針

～
鹿

沼
営

業
所

有
　

・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
鹿

沼
市

で
の

通
勤

、
通

学
、

買
物

等
の

た
め

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

6
関

東
自

動
車

㈱
駒

生
営

業
所

～
屋

板
～

上
三

川
車

庫
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
上

三
川

町
で

の
通

勤
、

通
学

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

7
関

東
自

動
車

㈱
駒

生
営

業
所

～
田

原
～

玉
生

車
庫

有
　

・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
塩

谷
町

で
の

通
勤

、
通

学
、

通
院

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

8
関

東
自

動
車

㈱
駒

生
営

業
所

～
田

原
～

今
里

　
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
（
旧

宇
都

宮
市

、
旧

河
内

町
、

旧
上

河
内

町
）
で

の
通

勤
、

通
学

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

9
関

東
自

動
車

㈱
駒

生
営

業
所

～
田

原
～

グ
リ

ー
ン

タ
ウ

ン
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
（
旧

宇
都

宮
市

、
旧

河
内

町
）
で

の
通

勤
、

通
学

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

1
0

関
東

自
動

車
㈱

駒
生

営
業

所
～

平
松

～
本

郷
台

西
汗

有
　

・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
上

三
川

町
で

の
通

勤
、

通
学

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

1
1

関
東

自
動

車
㈱

駒
生

営
業

所
～

宝
井

～
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

有
　

・
　

無
宇

都
宮

市
（
旧

宇
都

宮
市

、
旧

河
内

町
）
で

の
通

勤
、

通
学

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

1
2

関
東

自
動

車
㈱

西
原

車
庫

～
ベ

ル
モ

ー
ル

～
石

法
寺

～
真

岡
営

業
所

有
　

・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
真

岡
市

で
の

通
勤

、
通

学
、

買
物

等
の

た
め

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

【
別

紙
様

式
】
　

対
象

系
統

に
係

る
意

見
に

つ
い

て

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か
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そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

1
3

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
東

武
～

橋
場

～
真

岡
営

業
所

有
　

・
　

無
宇

都
宮

市
、

真
岡

市
及

び
芳

賀
町

で
の

通
勤

、
通

学
、

買
物

等
の

た
め

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

1
4

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
東

武
～

東
高

橋
～

益
子

駅
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
、

芳
賀

町
、

市
貝

町
及

び
益

子
町

で
の

通
勤

、
通

学
、

通
院

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

1
5

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
東

武
～

ベ
ル

モ
ー

ル
～

東
高

橋
～

益
子

駅
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
、

芳
賀

町
、

市
貝

町
及

び
益

子
町

で
の

通
勤

、
通

学
、

通
院

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

1
6

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
東

武
～

御
幸

ヶ
原

元
町

～
Ｊ
Ｒ

岡
本

駅
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
（
旧

宇
都

宮
市

、
旧

河
内

町
）
で

の
通

勤
、

通
学

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

1
7

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
東

武
～

上
野

団
地

～
岡

本
駅

西
口

有
　

・
　

無
宇

都
宮

市
（
旧

宇
都

宮
市

、
旧

河
内

町
）
で

の
通

勤
、

通
学

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

ま
た

、
当

該
系

統
の

運
行

に
あ

た
っ

て
は

、
沿

線
市

町
も

含
め

、
効

率
的

な
運

行
に

向
け

た
協

議
を

行
っ

た
。

1
8

関
東

自
動

車
㈱

Ｊ
Ｒ

氏
家

駅
～

喜
連

川
～

馬
頭

車
庫

有
　

・
　

無
さ

く
ら

市
、

那
須

烏
山

市
及

び
那

珂
川

町
で

の
通

勤
、

通
学

、
通

院
、

買
物

等
の

た
め

の
重

要
な

移
動

手
段

と
考

え
ら

れ
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

1
9

関
東

自
動

車
㈱

西
那

須
野

駅
東

口
～

馬
頭

車
庫

有
　

・
　

無
那

須
塩

原
市

、
大

田
原

市
及

び
那

珂
川

町
で

の
通

勤
、

通
学

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

2
0

関
東

自
動

車
㈱

西
那

須
野

駅
東

口
～

福
祉

大
～

五
峰

の
湯

有
　

・
　

無
那

須
塩

原
市

及
び

大
田

原
市

で
の

通
勤

、
通

学
、

通
院

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

2
1

関
東

自
動

車
㈱

大
田

原
市

役
所

～
福

祉
大

～
五

峰
の

湯
有

　
・
　

無
大

田
原

市
（
旧

大
田

原
市

、
旧

黒
羽

町
）
で

の
通

勤
、

通
学

、
通

院
、

買
物

等
の

た
め

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

2
2

関
東

自
動

車
㈱

那
須

塩
原

駅
～

黒
磯

駅
～

那
須

湯
本

温
泉

有
　

・
　

無
那

須
塩

原
市

及
び

那
須

町
で

の
通

勤
、

通
学

、
通

院
、

買
物

等
の

た
め

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

2
3

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
駅

～
篠

井
～

日
光

東
照

宮
【
①

の
み

な
し

系
統

】
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
日

光
市

で
の

通
勤

、
通

学
、

通
院

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

2
4

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
駅

～
篠

井
～

J
R

日
光

駅
【
①

の
み

な
し

系
統

】
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
日

光
市

で
の

通
勤

、
通

学
、

通
院

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

2
5

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
駅

～
J
R

日
光

駅
【
①

の
み

な
し

系
統

】
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
日

光
市

で
の

通
勤

、
通

学
、

通
院

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。
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そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

2
6

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
駅

～
篠

井
～

今
市

車
庫

【
②

の
み

な
し

系
統

】
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
日

光
市

で
の

通
勤

、
通

学
、

通
院

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

2
7

関
東

自
動

車
㈱

駒
生

営
業

所
～

健
康

の
森

～
上

三
川

車
庫

【
⑥

の
み

な
し

系
統

】
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
及

び
上

三
川

町
で

の
通

勤
、

通
学

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

2
8

関
東

自
動

車
㈱

駒
生

営
業

所
～

健
康

の
森

～
宝

井
～

グ
リ

ー
ン

タ
ウ

ン
【
⑪

の
み

な
し

系
統

】
有

　
・
　

無
宇

都
宮

市
（
旧

宇
都

宮
市

、
旧

河
内

町
）
で

の
通

勤
、

通
学

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

2
9

ジ
ェ

イ
ア

ー
ル

バ
ス

関
東

㈱
西

那
須

野
駅

～
塩

原
温

泉
有

　
・
　

無
那

須
塩

原
市

（
旧

西
那

須
野

町
、

旧
塩

原
町

）
で

の
通

勤
、

通
学

、
買

物
等

の
た

め
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

や
運

行
状

況
等

に
つ

い
て

、
日

頃
、

適
切

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

な
ど

、
協

力
関

係
に

あ
る

た
め

。

3
0

日
光

交
通

㈱
鬼

怒
川

温
泉

～
東

武
ワ

ー
ル

ド
ス

ク
ウ

ェ
ア

～
下

今
市

駅
～

イ
オ

ン
有

　
・
　

無
日

光
市

（
旧

藤
原

町
、

旧
今

市
市

）
で

の
通

勤
、

通
学

、
通

院
、

買
物

等
の

た
め

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

3
1

日
光

交
通

㈱
鬼

怒
川

公
園

駅
～

下
今

市
駅

【
㉚

の
み

な
し

系
統

】
有

　
・
　

無
日

光
市

（
旧

藤
原

町
、

旧
今

市
市

）
で

の
通

勤
、

通
学

、
通

院
、

買
物

等
の

た
め

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

3
2

日
光

交
通

㈱
鬼

怒
川

公
園

駅
～

下
今

市
駅

～
イ

オ
ン

【
㉚

の
み

な
し

系
統

】
有

　
・
　

無
日

光
市

（
旧

藤
原

町
、

旧
今

市
市

）
で

の
通

勤
、

通
学

、
通

院
、

買
物

等
の

た
め

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

3
3

日
光

交
通

㈱
鬼

怒
川

温
泉

～
東

武
ワ

ー
ル

ド
ス

ク
ウ

ェ
ア

～
下

今
市

駅
【
㉚

の
み

な
し

系
統

】
有

　
・
　

無
日

光
市

（
旧

藤
原

町
、

旧
今

市
市

）
で

の
通

勤
、

通
学

、
通

院
、

買
物

等
の

た
め

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
や

運
行

状
況

等
に

つ
い

て
、

日
頃

、
適

切
に

情
報

の
共

有
化

を
図

る
な

ど
、

協
力

関
係

に
あ

る
た

め
。

※
「
当

該
系

統
の

必
要

性
の

有
無

」
欄

及
び

「
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

の
有

無
」
欄

に
は

、
「
有

」
又

は
「
無

」
に

○
印

を
付

す
る

こ
と

。
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市
町

名
　

　
宇

都
宮

市
　

　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

日
光

東
照

宮
有

　
・
　

無

篠
井

地
区

住
民

の
宇

都
宮

市
街

地
，

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

，
東

武
宇

都
宮

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
が

県
立

富
屋

特
別

支
援

学
校

や
沿

線
私

立
大

学
等

へ
の

通
学

，
栃

木
医

療
セ

ン
タ

ー
，

宇
都

宮
第

一
病

院
等

へ
の

通
院

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
宇

都
宮

市
民

の
日

光
市

方
面

へ
の

通
勤

・
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

2
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

今
市

車
庫

有
　

・
　

無

篠
井

地
区

住
民

の
宇

都
宮

市
街

地
，

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

，
東

武
宇

都
宮

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
が

県
立

富
屋

特
別

支
援

学
校

や
沿

線
私

立
大

学
等

へ
の

通
学

，
栃

木
医

療
セ

ン
タ

ー
，

宇
都

宮
第

一
病

院
等

へ
の

通
院

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
宇

都
宮

市
民

の
日

光
市

方
面

へ
の

通
勤

・
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

3
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

船
生

有
　

・
　

無

篠
井

地
区

住
民

の
宇

都
宮

市
街

地
，

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

，
東

武
宇

都
宮

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

県
立

富
屋

特
別

支
援

学
校

や
沿

線
私

立
大

学
等

へ
の

通
学

，
栃

木
医

療
セ

ン
タ

ー
，

宇
都

宮
第

一
病

院
等

へ
の

通
院

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
宇

都
宮

市
民

の
塩

谷
町

方
面

へ
の

通
勤

・
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

4
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

免
許

セ
ン

タ
ー

～
楡

木
車

庫
有

　
・
　

無
姿

川
地

区
住

民
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

宮
駅

等
へ

の
通

勤
・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

へ
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

ダ
イ

ヤ
改

正
な

ど
に

つ
い

て
適

時
適

切
に

情
報

の
共

有
化

が
図

れ
て

い
る

。
路

線
の

見
直

し
や

運
行

本
数

な
ど

に
つ

い
て

適
宜

協
議

を
行

っ
て

い
る

。

5
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

荒
針

～
鹿

沼
営

業
所

有
　

・
　

無

城
山

地
区

住
民

の
宇

都
宮

市
街

地
，

J
R

駅
宇

都
宮

，
東

武
宇

都
宮

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

ニ
ュ

ー
サ

ン
ピ

ア
（
福

祉
施

設
）
，

県
立

鹿
沼

東
高

校
等

へ
の

移
動

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

6
関

東
自

動
車

㈱
駒

生
営

業
所

～
屋

板
～

上
三

川
車

庫
有

　
・
　

無

横
川

地
区

住
民

の
宇

都
宮

市
街

地
，

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

，
東

武
宇

都
宮

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

県
立

宇
都

宮
南

高
校

等
へ

の
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

7
関

東
自

動
車

㈱
駒

生
営

業
所

～
田

原
～

玉
生

車
庫

有
　

・
　

無

上
河

内
地

域
・
河

内
地

域
住

民
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

県
立

宇
都

宮
北

高
校

，
宇

都
宮

市
立

田
原

小
学

校
等

へ
の

通
学

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

8
関

東
自

動
車

㈱
駒

生
営

業
所

～
田

原
～

今
里

有
　

・
　

無

上
河

内
地

域
・
河

内
地

域
住

民
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

県
立

宇
都

宮
北

高
校

，
宇

都
宮

市
立

田
原

小
学

校
等

へ
の

通
学

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

【
別

紙
2
】
　

栃
木

県
生

活
バ

ス
路

線
指

定
に

係
る

市
町

意
見

に
つ

い
て

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か
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そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

9
関

東
自

動
車

㈱
駒

生
営

業
所

～
田

原
～

グ
リ

ー
ン

タ
ウ

ン
有

　
・
　

無

河
内

地
域

住
民

（
特

に
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

団
地

住
民

）
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

県
立

宇
都

宮
北

高
校

，
宇

都
宮

市
立

田
原

小
学

校
等

へ
の

通
学

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

1
0

関
東

自
動

車
㈱

駒
生

営
業

所
～

平
松

～
本

郷
台

西
汗

有
　

・
　

無

横
川

地
区

・
瑞

穂
野

地
区

住
民

（
特

に
瑞

穂
野

団
地

住
民

）
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

宮
駅

等
へ

の
通

勤
・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

県
立

宇
都

宮
東

高
校

等
へ

の
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

1
1

関
東

自
動

車
㈱

駒
生

営
業

所
～

宝
井

～
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

有
　

・
　

無

河
内

地
域

住
民

（
特

に
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

団
地

住
民

）
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

宮
駅

等
へ

の
通

勤
・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

県
立

宇
都

宮
北

高
校

，
宇

都
宮

市
立

田
原

小
学

校
等

へ
の

通
学

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

1
2

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
駅

～
篠

井
～

日
光

東
照

宮
有

　
・
　

無

篠
井

地
区

住
民

（
特

に
篠

井
ニ

ュ
ー

タ
ウ

ン
住

民
）
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

宮
駅

等
へ

の
通

勤
・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
が

県
立

富
屋

特
別

支
援

学
校

や
沿

線
私

立
大

学
等

へ
の

通
学

，
栃

木
医

療
セ

ン
タ

ー
，

宇
都

宮
第

一
病

院
等

へ
の

通
院

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
宇

都
宮

市
民

の
日

光
市

方
面

へ
の

通
勤

・
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

1
3

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
駅

～
篠

井
～

Ｊ
Ｒ

日
光

駅
有

　
・
　

無

篠
井

地
区

住
民

（
特

に
篠

井
ニ

ュ
ー

タ
ウ

ン
住

民
）
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

宮
駅

等
へ

の
通

勤
・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
が

県
立

富
屋

特
別

支
援

学
校

や
沿

線
私

立
大

学
等

へ
の

通
学

，
栃

木
医

療
セ

ン
タ

ー
，

宇
都

宮
第

一
病

院
等

へ
の

通
院

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
宇

都
宮

市
民

の
日

光
市

方
面

へ
の

通
勤

・
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

1
4

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
駅

～
Ｊ

Ｒ
日

光
駅

有
　

・
　

無

篠
井

地
区

住
民

の
宇

都
宮

市
街

地
，

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

，
東

武
宇

都
宮

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
が

県
立

富
屋

特
別

支
援

学
校

や
沿

線
私

立
大

学
等

へ
の

通
学

，
栃

木
医

療
セ

ン
タ

ー
，

宇
都

宮
第

一
病

院
等

へ
の

通
院

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
宇

都
宮

市
民

の
日

光
市

方
面

へ
の

通
勤

・
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

1
5

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
駅

～
篠

井
～

今
市

車
庫

有
　

・
　

無

篠
井

地
区

住
民

（
特

に
篠

井
ニ

ュ
ー

タ
ウ

ン
住

民
）
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

宮
駅

等
へ

の
通

勤
・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
が

県
立

富
屋

特
別

支
援

学
校

や
沿

線
私

立
大

学
等

へ
の

通
学

，
栃

木
医

療
セ

ン
タ

ー
，

宇
都

宮
第

一
病

院
等

へ
の

通
院

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
宇

都
宮

市
民

の
日

光
市

方
面

へ
の

通
勤

・
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。
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そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

1
6

関
東

自
動

車
㈱

駒
生

営
業

所
～

健
康

の
森

～
上

三
川

車
庫

有
　

・
　

無

横
川

地
区

住
民

の
宇

都
宮

市
街

地
，

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

，
東

武
宇

都
宮

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

県
立

宇
都

宮
南

高
校

等
へ

の
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

1
7

関
東

自
動

車
㈱

駒
生

営
業

所
～

健
康

の
森

～
宝

井
～

グ
リ

ー
ン

タ
ウ

ン
有

　
・
　

無

河
内

地
域

住
民

（
特

に
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

団
地

住
民

）
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

県
立

宇
都

宮
北

高
校

，
宇

都
宮

市
立

豊
郷

中
央

小
学

校
へ

の
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

1
8

関
東

自
動

車
㈱

西
原

車
庫

～
ベ

ル
モ

ー
ル

～
石

法
寺

～
真

岡
営

業
所

有
　

・
　

無

西
原

地
区

住
民

の
宇

都
宮

市
街

地
，

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

，
東

武
宇

都
駅

等
へ

の
通

勤
・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

大
型

商
業

施
設

へ
の

買
物

等
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

県
立

真
岡

北
陵

高
校

，
県

立
真

岡
高

校
，

県
立

真
岡

女
子

高
校

へ
の

通
学

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

1
9

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
東

武
～

橋
場

～
真

岡
営

業
所

有
　

・
　

無

清
原

地
区

住
民

の
宇

都
宮

市
街

地
，

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

，
東

武
宇

都
宮

駅
等

へ
の

通
勤

・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

県
立

真
岡

高
校

，
県

立
真

岡
女

子
高

校
へ

の
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

2
0

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
東

武
～

東
高

橋
～

益
子

駅
有

　
・
　

無
清

原
地

区
住

民
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

宮
駅

等
へ

の
通

勤
・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

益
子

町
へ

の
移

動
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

2
1

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
東

武
～

ベ
ル

モ
ー

ル
～

東
高

橋
～

益
子

駅
有

　
・
　

無
清

原
地

区
住

民
の

宇
都

宮
市

街
地

，
Ｊ

Ｒ
宇

都
宮

駅
，

東
武

宇
都

宮
駅

等
へ

の
通

勤
・
通

学
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

宇
都

宮
市

民
の

益
子

町
へ

の
移

動
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

2
2

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
東

武
～

上
野

団
地

～
岡

本
駅

西
口

有
　

・
　

無

御
幸

ヶ
原

地
区

住
民

の
宇

都
宮

市
街

地
，

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

，
東

武
宇

都
宮

駅
等

へ
の

通
学

・
通

勤
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

御
幸

ヶ
原

地
区

住
民

の
岡

本
駅

へ
の

移
動

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

2
3

関
東

自
動

車
㈱

宇
都

宮
東

武
～

御
幸

ヶ
原

元
町

～
Ｊ

Ｒ
岡

本
駅

有
　

・
　

無

御
幸

ヶ
原

地
区

住
民

の
宇

都
宮

市
街

地
，

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

，
東

武
宇

都
宮

駅
等

へ
の

通
学

・
通

勤
・
買

物
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

御
幸

ヶ
原

地
区

住
民

の
岡

本
駅

へ
の

移
動

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。

○
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

に
つ

い
て

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

路
線

の
見

直
し

や
運

行
本

数
な

ど
に

つ
い

て
適

宜
協

議
を

行
っ

て
い

る
。
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市
町

名
　

　
　

鹿
沼

市
　

　
　

　
　

　
　

　
　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

免
許

セ
ン

タ
ー

～
楡

木
車

庫
有

　
・
　

無

南
押

原
地

区
、

北
犬

飼
地

区
の

住
民

ら
の

宇
都

宮
市

方
面

へ
の

通
勤

、
通

学
の

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
ほ

か
、

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

利
用

者
の

た
め

に
不

可
欠

な
路

線
で

あ
る

た
め

。

○
　

ダ
イ

ヤ
改

正
な

ど
適

時
適

切
に

情
報

の
共

有
化

が
図

れ
て

い
る

。
地

域
公

共
交

通
会

議
等

に
お

い
て

効
率

的
・
効

果
的

な
運

行
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

2
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

荒
針

～
鹿

沼
営

業
所

有
　

・
　

無
菊

沢
地

区
等

の
住

民
ら

の
宇

都
宮

市
方

面
へ

の
通

勤
、

通
学

の
た

め
の

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

　
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

地
域

公
共

交
通

会
議

等
に

お
い

て
効

率
的

・
効

果
的

な
運

行
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

市
町

名
　

日
光

市
　

　
　

　
　

　
　

　
　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

～
日

光
東

照
宮

有
　

・
　

無

沿
線

に
は

病
院

や
小

学
校

が
あ

り
、

高
齢

者
の

通
院

や
小

学
生

の
通

学
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

観
光

地
日

光
へ

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。

○

　
ダ

イ
ヤ

改
正

時
や

運
行

状
況

な
ど

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

　
地

域
公

共
交

通
会

議
等

に
お

い
て

効
率

的
・
効

果
的

な
運

行
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

2
関

東
自

動
車

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

～
今

市
車

庫
有

　
・
　

無
沿

線
に

は
病

院
や

小
学

校
が

あ
り

、
高

齢
者

の
通

院
や

小
学

生
の

通
学

の
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
○

　
ダ

イ
ヤ

改
正

時
や

運
行

状
況

な
ど

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

　
地

域
公

共
交

通
会

議
等

に
お

い
て

効
率

的
・
効

果
的

な
運

行
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

3
関

東
自

動
車

Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

～
船

生
車

庫
有

　
・
　

無
塩

野
室

地
区

か
ら

宇
都

宮
方

面
へ

の
通

勤
・
通

学
・
買

い
物

等
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

○

　
ダ

イ
ヤ

改
正

時
や

運
行

状
況

な
ど

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

　
地

域
公

共
交

通
会

議
等

に
お

い
て

効
率

的
・
効

果
的

な
運

行
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

4
日

光
交

通
鬼

怒
川

公
園

駅
～

イ
オ

ン
有

　
・
　

無

沿
線

に
は

病
院

や
小

学
校

が
あ

り
、

高
齢

者
の

通
院

や
小

学
生

の
通

学
の

重
要

な
移

動
手

段
と

な
っ

て
お

り
、

ま
た

、
商

業
施

設
へ

乗
り

入
れ

る
こ

と
で

買
い

物
等

の
移

動
手

段
と

な
る

た
め

。

○

　
ダ

イ
ヤ

改
正

時
や

運
行

状
況

な
ど

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

　
地

域
公

共
交

通
会

議
等

に
お

い
て

効
率

的
・
効

果
的

な
運

行
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

【
別

紙
様

式
】
　

栃
木

県
生

活
バ

ス
路

線
指

定
に

係
る

市
町

意
見

に
つ

い
て

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か
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市
町

名
　

　
真

　
　

岡
　

　
市

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

㈱
西

原
車

庫
～

ベ
ル

モ
ー

ル
・
石

法
寺

～
真

岡
営

業
所

有
　

・
　

無

　
真

岡
市

中
心

市
街

地
か

ら
宇

都
宮

市
中

心
部

へ
ア

ク
セ

ス
し

て
お

り
、

通
勤

や
買

い
物

の
ほ

か
、

真
岡

北
陵

高
、

真
岡

工
業

高
へ

の
通

学
の

た
め

の
重

要
な

交
通

手
段

に
な

っ
て

い
る

た
め

。
　

●
Ｒ

1
実

績
：
１

日
平

均
約

6
8
0
人

利
用

○

2
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

東
武

～
Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

・
橋

場
～

真
岡

営
業

所
有

　
・
　

無

　
真

岡
市

中
心

市
街

地
か

ら
宇

都
宮

市
中

心
部

へ
ア

ク
セ

ス
し

て
お

り
、

清
原

工
業

団
地

へ
の

通
勤

、
真

岡
女

子
高

へ
の

通
学

、
そ

の
他

通
勤

や
買

い
物

の
た

め
の

重
要

な
交

通
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

　
●

Ｒ
1
実

績
：
１

日
平

均
約

2
7
0
人

利
用

○

市
町

名
　

　
　

大
田

原
市

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

㈱
西

那
須

野
駅

（
東

口
）

～
小

川
～

馬
頭

車
庫

有
　

・
　

無

　
J
R

を
利

用
し

て
市

外
に

通
勤

す
る

会
社

員
や

、
通

学
す

る
高

校
生

徒
の

重
要

な
交

通
手

段
で

あ
る

た
め

。
　

ま
た

、
那

珂
川

町
方

面
よ

り
黒

羽
高

校
に

通
学

す
る

生
徒

の
重

要
な

交
通

手
段

で
あ

る
。

○

　
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

　
地

域
公

共
交

通
会

議
等

に
お

い
て

効
率

的
・
効

果
的

な
運

行
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

2
関

東
自

動
車

㈱
西

那
須

野
駅

（
東

口
）

～
福

祉
大

～
五

峰
の

湯
有

　
・
　

無
　

J
R

を
利

用
し

て
市

内
に

通
勤

す
る

会
社

員
や

黒
羽

高
校

、
国

際
医

療
福

祉
大

学
に

通
学

す
る

生
徒

・
学

生
の

重
要

な
交

通
手

段
で

あ
る

た
め

。
○

　
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

　
地

域
公

共
交

通
会

議
等

に
お

い
て

効
率

的
・
効

果
的

な
運

行
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

3
関

東
自

動
車

㈱
大

田
原

市
役

所
～

福
祉

大
～

五
峰

の
湯

有
　

・
　

無
　

市
内

か
ら

黒
羽

高
校

・
国

際
医

療
福

祉
大

学
に

通
学

す
る

生
徒

・
学

生
の

重
要

な
交

通
手

段
で

あ
る

た
め

。
○

　
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

　
地

域
公

共
交

通
会

議
等

に
お

い
て

効
率

的
・
効

果
的

な
運

行
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

　
地

域
公

共
交

通
活

性
化

協
議

会
に

お
い

て
、

市
内

の
他

の
公

共
交

通
と

効
率

的
に

連
携

し
て

運
行

で
き

る
よ

う
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

　
ま

た
、

地
域

の
交

通
課

題
に

つ
い

て
、

随
時

、
交

通
事

業
者

、
関

係
機

関
、

沿
線

住
民

と
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

【
別

紙
様

式
】
　

栃
木

県
生

活
バ

ス
路

線
指

定
に

係
る

市
町

意
見

に
つ

い
て

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か
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市
町

名
　

那
須

塩
原

市
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

㈱
那

須
塩

原
駅

・
黒

磯
駅

・
那

須
湯

本
温

泉
有

　
・
　

無
市

民
及

び
那

須
地

域
定

住
自

立
圏

の
住

民
が

駅
（
那

須
塩

原
・
黒

磯
）
・
病

院
（
菅

間
記

念
・
那

須
神

経
外

科
等

）
・
商

業
施

設
・
勤

務
先

に
向

か
う

た
め

の
重

要
な

路
線

で
あ

る
○

那
須

塩
原

市
及

び
那

須
地

域
定

住
自

立
圏

の
枠

組
み

で
、

ダ
イ

ヤ
改

正
・
路

線
等

の
運

行
情

報
を

共
有

し
、

相
互

に
利

便
性

の
向

上
を

図
っ

て
い

る

2
関

東
自

動
車

㈱
西

那
須

野
駅

東
口

・
福

祉
大

・
五

峰
の

湯
有

　
・
　

無
市

民
及

び
那

須
地

域
定

住
自

立
圏

の
住

民
が

、
学

校
（
那

須
塩

原
・
大

田
原

方
面

）
・
病

院
（
那

須
日

赤
）
・
駅

（
西

那
須

野
）
に

向
か

う
た

め
の

重
要

な
路

線
で

あ
る

○
那

須
塩

原
市

及
び

那
須

地
域

定
住

自
立

圏
の

枠
組

み
で

、
ダ

イ
ヤ

改
正

・
路

線
等

の
運

行
情

報
を

共
有

し
、

相
互

に
利

便
性

の
向

上
を

図
っ

て
い

る

3
関

東
自

動
車

㈱
西

那
須

野
駅

東
口

・
馬

頭
車

庫
有

　
・
　

無
市

民
及

び
那

須
地

域
定

住
自

立
圏

の
住

民
が

、
学

校
（
那

須
塩

原
・
大

田
原

方
面

）
・
病

院
（
那

須
日

赤
）
・
駅

（
西

那
須

野
）
に

向
か

う
た

め
の

重
要

な
路

線
で

あ
る

○
那

須
塩

原
市

及
び

那
須

地
域

定
住

自
立

圏
の

枠
組

み
で

、
ダ

イ
ヤ

改
正

・
路

線
等

の
運

行
情

報
を

共
有

し
、

相
互

に
利

便
性

の
向

上
を

図
っ

て
い

る

4
ジ

ェ
イ

ア
ー

ル
バ

ス
関

東
㈱

西
那

須
野

～
塩

原
温

泉
有

　
・
　

無
塩

原
地

区
と

西
那

須
野

地
区

を
直

接
結

ぶ
唯

一
の

公
共

交
通

機
関

で
あ

り
、

塩
原

地
区

住
民

が
地

区
外

へ
通

院
・

通
学

・
買

物
等

の
た

め
に

必
要

不
可

欠
な

路
線

で
あ

る
○

那
須

塩
原

市
及

び
那

須
地

域
定

住
自

立
圏

の
枠

組
み

で
、

ダ
イ

ヤ
改

正
・
路

線
等

の
運

行
情

報
を

共
有

し
、

相
互

に
利

便
性

の
向

上
を

図
っ

て
い

る

市
町

名
　

　
さ

く
ら

市
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

㈱
氏

家
駅

～
喜

連
川

・
馬

頭
高

校
～

馬
頭

車
庫

有
　

・
　

無

喜
連

川
地

区
の

住
民

が
氏

家
地

区
の

J
R

氏
家

駅
、

総
合

病
院

、
大

規
模

店
舗

等
に

移
動

す
る

た
め

の
重

要
な

手
段

に
な

っ
て

い
る

た
め

。
J
R

氏
家

駅
で

下
車

し
た

観
光

客
が

喜
連

川
地

区
の

温
泉

等
に

移
動

す
る

た
め

の
重

要
な

手
段

に
な

っ
て

い
る

た
め

。

〇
利

用
促

進
策

と
し

て
、

デ
マ

ン
ド

交
通

か
ら

本
蓮

に
乗

り
継

ぐ
場

合
に

利
用

で
き

る
乗

継
券

を
発

行
し

て
い

る
。

ま
た

、
さ

く
ら

市
広

報
紙

等
に

利
用

促
進

の
た

め
の

記
事

を
掲

載
し

て
い

る
。

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

【
別

紙
様

式
】
　

栃
木

県
生

活
バ

ス
路

線
指

定
に

係
る

市
町

意
見

に
つ

い
て

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か
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市
町

名
：
那

須
烏

山
市

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

（
株

）
J
R

氏
家

駅
～

喜
連

川
～

馬
頭

車
庫

有
　

・
　

無
主

に
川

井
地

区
、

志
鳥

地
区

の
住

民
が

通
院

、
買

い
物

、
通

学
の

た
め

に
黒

須
病

院
及

び
氏

家
駅

へ
移

動
す

る
た

め
の

重
要

な
手

段
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

〇
市

内
に

お
け

る
唯

一
の

地
域

間
幹

線
系

統
と

し
て

ダ
イ

ヤ
改

正
等

適
宜

情
報

の
共

有
化

が
図

ら
れ

て
い

る
た

め
。

市
町

名
　

上
三

川
町

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

㈱
駒

生
営

業
所

・
屋

板
・
上

三
川

車
庫

有
　

・
　

無
上

三
川

町
民

が
宇

都
宮

市
街

地
へ

の
買

い
物

、
Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

・
東

武
宇

都
宮

駅
へ

乗
り

継
ぎ

、
ま

た
は

通
勤

、
通

学
等

す
る

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

〇
上

三
川

町
地

域
公

共
交

通
活

性
化

協
議

会
の

委
員

で
あ

り
、

定
期

的
に

乗
合

バ
ス

事
業

者
と

協
議

し
、

情
報

の
共

有
化

を
図

っ
て

い
る

。

2
関

東
自

動
車

㈱
駒

生
営

業
所

・
平

松
・
本

郷
台

西
汗

有
　

・
　

無
上

三
川

町
民

が
宇

都
宮

市
街

地
へ

の
買

い
物

、
Ｊ
Ｒ

宇
都

宮
駅

・
東

武
宇

都
宮

駅
へ

乗
り

継
ぎ

、
ま

た
は

通
勤

、
通

学
等

す
る

た
め

の
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
た

め
。

〇
上

三
川

町
地

域
公

共
交

通
活

性
化

協
議

会
の

委
員

で
あ

り
、

定
期

的
に

乗
合

バ
ス

事
業

者
と

協
議

し
、

情
報

の
共

有
化

を
図

っ
て

い
る

。

市
町

名
　

益
子

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

益
子

～
宇

都
宮

有
　

・
　

無
宇

都
宮

へ
向

か
う

唯
一

の
通

勤
・
通

学
の

公
共

交
通

と
し

て
、

ま
た

、
老

人
ク

ラ
ブ

や
民

生
委

員
か

も
ら

バ
ス

運
行

継
続

を
望

ま
れ

て
い

る
。

○

ダ
イ

ヤ
改

正
な

ど
適

時
適

切
に

情
報

の
共

有
化

が
図

れ
て

い
る

。
　

地
域

公
共

交
通

会
議

等
に

お
い

て
効

率
的

・
効

果
的

な
運

行
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

【
別

紙
様

式
】
　

栃
木

県
生

活
バ

ス
路

線
指

定
に

係
る

市
町

意
見

に
つ

い
て

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か
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市
町

名
　

　
市

貝
町

　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
ジ

ェ
イ

ア
ー

ル
バ

ス
関

東
(株

)
作

新
学

院
前

～
茂

木
有

　
・
　

無
主

に
町

内
北

・
中

部
地

区
の

住
民

に
と

っ
て

、
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
(通

勤
、

通
学

及
び

通
院

等
)

○

市
貝

町
地

域
公

共
交

通
会

議
の

委
員

に
な

っ
て

お
り

、
会

議
に

お
い

て
効

率
的

・
効

果
的

な
運

営
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
ほ

か
、

ダ
イ

ヤ
改

正
な

ど
適

時
適

切
に

情
報

の
共

有
化

が
図

ら
れ

て
い

る
。

ま
た

、
会

議
の

他
に

も
町

の
公

共
交

通
の

あ
り

方
等

に
関

す
る

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

も
積

極
的

に
応

じ
、

意
見

交
換

を
行

う
な

ど
協

力
関

係
に

基
づ

い
た

運
行

が
な

さ
れ

て
い

る
。

2
関

東
自

動
車

(株
)宇

都
宮

東
武

～
益

子
有

　
・
　

無
主

に
町

内
南

部
地

区
の

住
民

に
と

っ
て

、
重

要
な

移
動

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
(通

勤
、

通
学

及
び

通
院

等
)

○

市
貝

町
地

域
公

共
交

通
会

議
の

委
員

に
な

っ
て

お
り

、
会

議
に

お
い

て
効

率
的

・
効

果
的

な
運

営
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
ほ

か
、

ダ
イ

ヤ
改

正
な

ど
適

時
適

切
に

情
報

の
共

有
化

が
図

ら
れ

て
い

る
。

ま
た

、
会

議
の

他
に

も
町

の
公

共
交

通
の

あ
り

方
等

に
関

す
る

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

も
積

極
的

に
応

じ
、

意
見

交
換

を
行

う
な

ど
協

力
関

係
に

基
づ

い
た

運
行

が
な

さ
れ

て
い

る
。

市
町

名
  
 　

　
芳

賀
町

　
　

　
　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

東
武

～
橋

場
～

真
岡

営
業

所
有

　
・
　

無
芳

賀
町

の
南

部
を

通
る

重
要

な
交

通
機

関
で

あ
り

、
J
R

宇
都

宮
駅

へ
の

ア
ク

セ
ス

、
宇

都
宮

市
、

真
岡

市
へ

の
通

院
及

び
通

学
の

た
め

の
交

通
手

段
と

な
っ

て
い

る
。

○
随

時
バ

ス
事

業
者

と
情

報
の

共
有

化
が

図
ら

れ
て

い
る

。
路

線
の

見
直

し
時

等
に

適
宜

協
議

を
行

っ
て

い
る

。

2
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

東
武

～
東

高
橋

～
益

子
駅

有
　

・
　

無
芳

賀
町

の
南

部
を

通
る

重
要

な
交

通
機

関
で

あ
り

、
J
R

宇
都

宮
駅

へ
の

ア
ク

セ
ス

、
宇

都
宮

市
へ

の
通

院
及

び
通

学
の

た
め

の
交

通
手

段
と

な
っ

て
い

る
。

○
随

時
バ

ス
事

業
者

と
情

報
の

共
有

化
が

図
ら

れ
て

い
る

。
路

線
の

見
直

し
時

等
に

適
宜

協
議

を
行

っ
て

い
る

。

3
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

東
武

～
ベ

ル
モ

ー
ル

～
東

高
橋

～
益

子
駅

有
　

・
　

無
芳

賀
町

の
南

部
を

通
る

重
要

な
交

通
機

関
で

あ
り

、
J
R

宇
都

宮
駅

や
ベ

ル
モ

ー
ル

へ
の

ア
ク

セ
ス

、
宇

都
宮

市
へ

の
通

院
及

び
通

学
の

た
め

の
交

通
手

段
と

な
っ

て
い

る
。

○
随

時
バ

ス
事

業
者

と
情

報
の

共
有

化
が

図
ら

れ
て

い
る

。
路

線
の

見
直

し
時

等
に

適
宜

協
議

を
行

っ
て

い
る

。

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

【
別

紙
様

式
】
　

栃
木

県
生

活
バ

ス
路

線
指

定
に

係
る

市
町

意
見

に
つ

い
て

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か
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市
町

名
　

　
塩

谷
町

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

㈱
宇

都
宮

駅
～

船
生

車
庫

有
　

・
　

無

船
生

地
区

の
住

民
が

宇
都

宮
方

面
に

通
勤

、
通

学
、

通
院

す
る

他
、

買
い

物
の

移
動

手
段

と
し

て
重

要
な

足
と

な
っ

て
い

る
（
１

日
当

た
り

約
2
0
名

）
。

塩
谷

町
公

共
交

通
網

形
成

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
促

進
事

業
や

他
交

通
機

関
か

ら
の

ア
ク

セ
ス

を
検

討
す

る
事

業
を

実
施

予
定

。

○

　
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

　
定

期
的

に
資

料
提

供
や

情
報

交
換

の
場

を
設

定
し

、
町

民
に

よ
り

利
用

し
や

す
い

運
行

が
で

き
る

よ
う

取
り

組
ん

で
い

る
。

2
関

東
自

動
車

㈱
駒

生
営

業
所

～
田

原
～

玉
生

車
庫

有
　

・
　

無

玉
生

・
大

宮
地

区
の

住
民

が
宇

都
宮

方
面

に
通

勤
、

通
学

、
通

院
す

る
他

、
買

い
物

の
移

動
手

段
と

し
て

重
要

な
足

と
な

っ
て

い
る

（
１

日
当

た
り

約
2
5
名

）
。

塩
谷

町
公

共
交

通
網

形
成

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
促

進
事

業
や

他
交

通
機

関
か

ら
の

ア
ク

セ
ス

を
検

討
す

る
事

業
を

実
施

予
定

。

○

　
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

　
定

期
的

に
資

料
提

供
や

情
報

交
換

の
場

を
設

定
し

、
町

民
に

よ
り

利
用

し
や

す
い

運
行

が
で

き
る

よ
う

取
り

組
ん

で
い

る
。

市
町

名
　

　
那

　
須

　
町

　
　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

㈱
那

須
塩

原
駅

～
那

須
湯

本
温

泉
有

　
・
　

無

　
那

須
町

、
那

須
塩

原
市

お
よ

び
黒

磯
駅

を
結

ぶ
路

線
で

あ
り

、
特

に
那

須
湯

本
・
高

原
地

区
の

住
民

の
通

勤
、

通
学

お
よ

び
通

院
等

の
日

常
生

活
に

欠
か

せ
な

い
重

要
な

交
通

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。
　

ま
た

、
自

家
用

車
以

外
で

那
須

町
を

訪
れ

る
観

光
客

に
と

っ
て

、
那

須
塩

原
駅

ま
た

は
黒

磯
駅

か
ら

那
須

町
へ

の
移

動
お

よ
び

観
光

・
情

報
の

拠
点

で
あ

る
道

の
駅

那
須

高
原

友
愛

の
森

を
は

じ
め

と
す

る
町

内
の

観
光

施
設

へ
移

動
す

る
最

も
重

要
な

交
通

手
段

と
な

っ
て

い
る

た
め

。

〇

　
ダ

イ
ヤ

改
正

な
ど

適
時

適
切

に
情

報
の

共
有

化
が

図
れ

て
い

る
。

　
地

域
公

共
交

通
会

議
等

に
お

い
て

効
率

的
・
効

果
的

な
運

行
に

つ
い

て
協

議
を

行
っ

て
い

る
。

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

【
別

紙
様

式
】
　

栃
木

県
生

活
バ

ス
路

線
指

定
に

係
る

市
町

意
見

に
つ

い
て

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か
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市
町

名
　

　
那

珂
川

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

そ
の

理
由

（
公

共
公

益
機

関
と

の
ア

ク
セ

ス
、

想
定

さ
れ

る
利

用
者

な
ど

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

）
（
○

か
×

）
そ

の
理

由
（
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
）

1
関

東
自

動
車

（
株

）
J
R

氏
家

駅
・
喜

連
川

・
馬

頭
車

庫
有

　
・
　

無

那
珂

川
町

と
さ

く
ら

市
を

結
ぶ

路
線

で
、

両
市

町
間

及
び

氏
家

駅
を

経
由

し
た

宇
都

宮
市

方
面

へ
の

通
勤

・
通

学
等

で
頻

繁
に

利
用

さ
れ

て
い

る
た

め
。

ま
た

、
町

内
外

か
ら

馬
頭

高
校

へ
通

学
す

る
生

徒
の

重
要

な
足

と
も

な
っ

て
い

る
。

○
事

業
者

と
は

、
ダ

イ
ヤ

改
正

時
等

に
情

報
の

共
有

を
行

う
な

ど
、

運
行

に
関

す
る

連
携

が
取

れ
て

い
る

。

2
関

東
自

動
車

（
株

）
西

那
須

野
駅

東
口

・
馬

頭
車

庫
有

　
・
　

無

大
田

原
市

・
那

須
塩

原
市

方
面

へ
の

重
要

な
交

通
手

段
で

あ
り

、
両

市
町

へ
の

高
校

通
学

や
、

通
勤

等
で

頻
繁

に
利

用
さ

れ
て

い
る

た
め

。
ま

た
、

上
記

同
様

、
町

内
外

か
ら

馬
頭

高
校

へ
通

学
す

る
生

徒
の

重
要

な
足

と
も

な
っ

て
い

る
。

○
事

業
者

と
は

、
ダ

イ
ヤ

改
正

時
等

に
情

報
の

共
有

を
行

う
な

ど
、

運
行

に
関

す
る

連
携

が
取

れ
て

い
る

。

※
「
当

該
系

統
の

必
要

性
の

有
無

」
欄

及
び

「
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

の
有

無
」
欄

に
は

、
「
有

」
又

は
「
無

」
に

○
印

を
付

す
る

こ
と

。

【
別

紙
様

式
】
　

栃
木

県
生

活
バ

ス
路

線
指

定
に

係
る

市
町

意
見

に
つ

い
て

№
事

業
者

名
運

行
系

統
名

当
該

系
統

の
必

要
性

の
有

無
乗

合
バ

ス
事

業
者

と
の

協
力

関
係

に
基

づ
き

運
行

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
か
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別
添
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
係
る
目
的
・
必
要
性
及
び
定
量
的
な
目
標
・
効
果

第
1
号

宇
都
宮
駅
・
日
光
東
照
宮

1
.宇
都
宮
･日
光
両
市
民
の
宇
都
宮
市
街
地
ま
た
は
J
R
駅
(宇
都
宮
･今
市
･日
光
)･
東
武
駅
(宇
都
宮
･下
今
市
・
上
今
市
・
日
光
)ま

で
の
通
勤
･買
物
の
た
め

2
.宇
都
宮
市
内
私
立
高
校
(4
校
)･
日
光
市
立
第
三
小
学
校
･県
立
富
屋
養
護
学
校
ま
で
の
通
学
の
た
め

3
.宇
都
宮
市
内
の
国
立
栃
木
医
療
セ
ン
タ
ー
･宇
都
宮
第
一
病
院
ま
で
の
通
院
の
た
め

宇
都
宮
･日
光
両
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
を
維
持

し
、
一
日
平
均
3
9
2
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
2
号

宇
都
宮
駅
・
今
市
車
庫

1
.宇
都
宮
･日
光
両
市
民
の
宇
都
宮
市
街
地
ま
た
は
J
R
駅
(宇
都
宮
･今
市
･日
光
)･
東
武
駅
(宇
都
宮
･下
今
市
・
上
今
市
・
日
光
)ま

で
の
通
勤
･買
物
の
た
め

2
.宇
都
宮
市
内
私
立
高
校
(4
校
)･
日
光
市
立
第
三
小
学
校
･県
立
富
屋
養
護
学
校
ま
で
の
通
学
の
た
め

3
.宇
都
宮
市
内
の
国
立
栃
木
医
療
セ
ン
タ
ー
･宇
都
宮
第
一
病
院
ま
で
の
通
院
の
た
め

宇
都
宮
･日
光
両
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
維
持
し
、

一
日
平
均
3
3
5
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
3
号

宇
都
宮
駅
・
船
生

1
.宇
都
宮
市
民
･日
光
市
民
・
塩
谷
町
民
の
宇
都
宮
市
街
地
ま
た
は
J
R
宇
都
宮
駅
･東
武
宇
都
宮
駅
ま
で
の
通
勤
･買
物
の
た
め

2
.宇
都
宮
市
内
私
立
高
校
(4
校
)ま
で
の
通
学
の
た
め

3
.宇
都
宮
市
内
の
国
立
栃
木
医
療
セ
ン
タ
ー
･宇
都
宮
第
一
病
院
ま
で
の
通
院
の
た
め

宇
都
宮
市
民
･日
光
市
民
・
塩
谷
町
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行

回
数
維
持
し
、
一
日
平
均
3
8
8
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
4
号

宇
都
宮
駅
・
免
許
セ
ン
タ
ー
・
楡
木
車
庫

1
.宇
都
宮
･鹿
沼
両
市
民
の
宇
都
宮
市
街
地
ま
た
は
J
R
宇
都
宮
駅
･東
武
宇
都
宮
駅
ま
で
の
通
勤
･買
物
と
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
来

訪
者
の
た
め

宇
都
宮
･鹿
沼
両
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
及
び
免
許
セ
ン
タ
ー
来
訪
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現

行
の
運
行
回
数
維
持
し
、
一
日
平
均
1
9
6
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
5
号

宇
都
宮
駅
・
荒
針
・
鹿
沼
営
業
所

1
.宇
都
宮
･鹿
沼
両
市
民
の
宇
都
宮
市
街
地
ま
た
は
J
R
駅
(宇
都
宮
･鹿
沼
)･
東
武
駅
(宇
都
宮
･新
鹿
沼
)ま
で
の
通
勤
･買
物
の
た

め 2
.宇
都
宮
市
内
私
立
高
校
(4
校
)並
び
に
県
立
鹿
沼
東
高
校
ま
で
の
通
学
の
た
め

3
.鹿
沼
市
内
の
福
祉
施
設
（
ニ
ュ
ー
サ
ン
ピ
ア
）
へ
の
来
訪
者
の
た
め

宇
都
宮
･鹿
沼
両
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
及
び
鹿
沼
市
内
の
福
祉
施
設
（
ニ
ュ
ー
サ
ン
ピ
ア
）
へ
の
来
訪
等
、

生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
維
持
し
、
一
日
平
均
2
7
4
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
6
号

駒
生
営
業
所
・
屋
板
・
上
三
川
車
庫

1
.宇
都
宮
市
民
･上
三
川
町
民
の
宇
都
宮
市
街
地
ま
た
は
J
R
宇
都
宮
駅
･東
武
宇
都
宮
駅
ま
で
の
通
勤
･買
物
の
た
め

2
.宇
都
宮
市
内
私
立
高
校
(4
校
)ま
で
の
通
学
の
た
め

宇
都
宮
市
民
･上
三
川
町
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
維
持

し
、
一
日
平
均
2
6
2
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
7
号

駒
生
営
業
所
・
田
原
・
玉
生
車
庫

1
.宇
都
宮
市
民
･塩
谷
町
民
の
宇
都
宮
市
街
地
ま
た
は
J
R
宇
都
宮
駅
･東
武
宇
都
宮
駅
ま
で
の
通
勤
･買
物
の
た
め

2
.宇
都
宮
市
内
私
立
高
校
(4
校
)･
県
立
宇
都
宮
北
高
校
・
宇
都
宮
市
立
豊
郷
中
央
小
学
校
ま
で
の
通
学
の
た
め

宇
都
宮
市
民
･塩
谷
町
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
維
持

し
、
一
日
平
均
3
6
0
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
8
号

駒
生
営
業
所
・
田
原
・
今
里

1
.宇
都
宮
市
民
の
宇
都
宮
市
街
地
ま
た
は
J
R
宇
都
宮
駅
･東
武
宇
都
宮
駅
ま
で
の
通
勤
･買
物
の
た
め

2
.宇
都
宮
市
内
私
立
高
校
(4
校
)･
県
立
宇
都
宮
北
高
校
・
県
立
宇
都
宮
市
立
豊
郷
中
央
小
学
校
ま
で
の
通
学
の
た
め

宇
都
宮
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
維
持
し
、
一
日
平
均

2
8
0
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
9
号

駒
生
営
業
所
・
田
原
・
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン

1
.宇
都
宮
市
民
の
宇
都
宮
市
街
地
ま
た
は
J
R
宇
都
宮
駅
･東
武
宇
都
宮
駅
ま
で
の
通
勤
･買
物
の
た
め

2
.宇
都
宮
市
内
私
立
高
校
(4
校
)ま
で
の
通
学
の
た
め

宇
都
宮
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
維
持
し
、
一
日
平
均

1
7
6
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
1
0
号

駒
生
営
業
所
・
平
松
・
本
郷
台
西
汗

1
.宇
都
宮
市
民
･上
三
川
町
民
の
宇
都
宮
市
街
地
ま
た
は
J
R
宇
都
宮
駅
･東
武
宇
都
宮
駅
ま
で
の
通
勤
･買
物
の
た
め

2
.宇
都
宮
市
内
私
立
高
校
(4
校
)ま
で
の
通
学
の
た
め

宇
都
宮
市
民
･上
三
川
町
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
維
持

し
、
一
日
平
均
3
2
0
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
1
1
号

駒
生
営
業
所
・
宝
井
・
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン

1
.宇
都
宮
市
民
の
宇
都
宮
市
街
地
ま
た
は
J
R
宇
都
宮
駅
･東
武
宇
都
宮
駅
ま
で
の
通
勤
･買
物
の
た
め

2
.宇
都
宮
市
内
私
立
高
校
(4
校
)ま
で
の
通
学
の
た
め

宇
都
宮
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
維
持
し
、
一
日
平
均

1
5
6
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

地
域
間
幹
線
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金

申
請
番
号

運
行
系
統
名

目
的
・
必
要
性

定
量
的
な
目
標
・
効
果
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申
請
番
号

運
行
系
統
名

目
的
・
必
要
性

定
量
的
な
目
標
・
効
果

第
1
2
号

西
原
車
庫
・
ベ
ル
モ
ー
ル
・
石
法
寺
・
真
岡
営
業
所
1
.真
岡
地
区
及
び
国
道
1
2
3
号
線
沿
線
か
ら
の
J
R
宇
都
宮
駅
・
中
心
市
街
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
係
る
通
勤
・
通
学
。

2
.中
心
市
街
地
よ
り
ベ
ル
モ
ー
ル
へ
の
買
い
物
及
び
真
岡
高
校
へ
の
通
学
。
そ
の
他
、
通
院
・
買
い
物
等
。

宇
都
宮
･真
岡
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
を
維
持
し
、

一
日
平
均
6
7
6
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
1
3
号

宇
都
宮
東
武
・
橋
場
・
真
岡
営
業
所

1
.国
道
1
2
3
号
線
沿
線
か
ら
の
J
R
宇
都
宮
駅
・
中
心
市
街
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
係
る
通
勤
・
通
学
。

2
.中
心
市
街
地
よ
り
清
原
工
業
団
地
へ
の
通
勤
、
真
岡
女
子
高
へ
の
通
学
。
そ
の
他
、
通
院
・
買
い
物
等
。

宇
都
宮
･真
岡
市
民
・
芳
賀
町
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数

を
維
持
し
、
一
日
平
均
2
6
8
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
1
4
号

宇
都
宮
東
武
・
東
高
橋
・
益
子
駅

1
.益
子
地
区
及
び
国
道
1
2
3
号
線
沿
線
か
ら
の
J
R
宇
都
宮
駅
・
中
心
市
街
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
係
る
通
勤
・
通
学
。
そ
の
他
、
通
院

等
。

宇
都
宮
市
民
・
芳
賀
・
益
子
町
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数

を
維
持
し
、
一
日
平
均
2
9
5
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
1
5
号

宇
都
宮
東
武
・
ベ
ル
モ
ー
ル
・
東
高
橋
・
益
子
駅
1
.益
子
地
区
及
び
国
道
1
2
3
号
線
沿
線
か
ら
の
J
R
宇
都
宮
駅
・
中
心
市
街
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
係
る
通
勤
・
通
学
。

2
.中
心
市
街
地
よ
り
ベ
ル
モ
ー
ル
へ
の
買
い
物
。
そ
の
他
、
通
院
等
。

宇
都
宮
市
民
・
芳
賀
・
益
子
町
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数

を
維
持
し
、
一
日
平
均
5
3
4
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
1
6
号

Ｊ
Ｒ
氏
家
駅
・
喜
連
川
・
馬
頭
車
庫

1
.氏
家
（
さ
く
ら
市
）
か
ら
馬
頭
高
校
へ
の
通
学
。

2
.那
珂
川
町
・
旧
喜
連
川
町
か
ら
さ
く
ら
清
修
高
校
へ
の
通
学
及
び
氏
家
駅
へ
の
通
勤
・
通
学
ア
ク
セ
ス
。

さ
く
ら
市
・
那
須
烏
山
市
民
・
那
珂
川
町
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運

行
回
数
を
維
持
し
、
一
日
平
均
2
0
1
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
1
7
号

宇
都
宮
東
武
・
上
野
団
地
・
岡
本
駅
西
口

1
.宇
都
宮
市
内
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
（
旧
：
燿
生
会
病
院
）
・
宇
都
宮
病
院
へ
の
通
院
・
見
舞
。

2
.上
野
団
地
住
民
の
宇
都
宮
中
心
市
街
地
へ
の
通
勤
・
通
学
・
買
い
物
。

宇
都
宮
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
維
持
し
、
一
日
平
均

2
7
1
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
1
8
号

宇
都
宮
東
武
・
御
幸
ヶ
原
元
町
・
Ｊ
Ｒ
岡
本
駅

1
.御
幸
ヶ
原
・
岩
曽
町
付
近
よ
り
宇
都
宮
中
心
市
街
地
へ
の
通
勤
・
通
院
・
買
い
物
。

宇
都
宮
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
維
持
し
、
一
日
平
均

2
0
1
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
1
9
号

那
須
塩
原
駅
・
黒
磯
駅
・
那
須
湯
本
温
泉

1
.那
須
街
道
沿
線
住
民
の
黒
磯
駅
お
よ
び
那
須
塩
原
駅
へ
の
ア
ク
セ
ス
及
び
黒
磯
へ
の
通
学
・
通
勤
・
買
い
物
。

2
.那
須
塩
原
駅
お
よ
び
黒
磯
駅
よ
り
那
須
方
面
へ
の
観
光
客
の
ア
ク
セ
ス
。

那
須
塩
原
市
民
・
那
須
町
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
を
維

持
し
、
一
日
平
均
3
6
9
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
2
0
号

大
田
原
市
役
所
・
福
祉
大
・
五
峰
の
湯

1
.大
田
原
か
ら
黒
羽
高
校
へ
の
通
学
及
び
五
峰
の
湯
へ
の
ア
ク
セ
ス
並
び
に
、
旧
黒
羽
町
住
民
の
大
田
原
へ
の
通
勤
・
通
院
・
買

い
物
等
。

那
須
塩
原
・
大
田
原
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
を
維
持

し
、
一
日
平
均
2
3
6
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
2
1
号

西
那
須
野
駅
東
口
・
福
祉
大
・
五
峰
の
湯

1
.西
那
須
野
駅
か
ら
黒
羽
高
校
へ
の
通
学
及
び
五
峰
の
湯
へ
の
ア
ク
セ
ス
並
び
に
、
旧
黒
羽
町
住
民
の
大
田
原
へ
の
通
勤
・
通

院
・
買
い
物
等
。

那
須
塩
原
・
大
田
原
市
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運
行
回
数
を
維
持

し
、
一
日
平
均
2
4
7
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。

第
2
2
号

西
那
須
野
駅
東
口
・
馬
頭
車
庫

1
.西
那
須
野
駅
か
ら
大
田
原
女
子
高
・
馬
頭
高
校
へ
の
通
学
。

2
.那
珂
川
町
の
市
街
地
か
ら
西
那
須
野
駅
ま
で
の
ア
ク
セ
ス
並
び
に
通
勤
・
通
院
・
買
い
物
等
。

那
須
塩
原
・
大
田
原
市
民
・
那
珂
川
町
民
の
通
勤
、
通
学
、
通
院
等
、
生
活
の
足
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
運

行
回
数
を
維
持
し
、
一
日
平
均
2
2
0
名
の
利
用
を
目
標
と
す
る
。
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  生産性向上の取組について 栃木県生活交通対策協議会

実施内容
想定される

実施主体
効果目標 実施時期 その他特記事項

1 宇都宮駅・日光東照宮 関東自動車㈱
宇都宮市、日光市（旧今市市、旧

日光市）

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2017年3月

②2019年2月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

40.2 5.1

2 宇都宮駅・今市車庫 関東自動車㈱ 宇都宮市、日光市（旧今市市）

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2017年3月

②2019年2月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

37.7 5.9

3 宇都宮駅・船生 関東自動車㈱
宇都宮市、日光市（旧今市市）、

塩谷町

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2017年3月

②2019年2月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

43.4 5.3

4 宇都宮駅・免許センター・楡木車庫 関東自動車㈱ 宇都宮市、鹿沼市

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2017年3月

②2019年2月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

25.3 4.7

5 宇都宮駅・荒針・鹿沼営業所 関東自動車㈱ 宇都宮市、鹿沼市

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2017年3月

②2019年2月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

31.0 4.5

6 駒生営業所・屋板・上三川車庫 関東自動車㈱ 宇都宮市、上三川町

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2017年3月

②2019年2月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

33.0 5.7

7 駒生営業所・田原・玉生車庫 関東自動車㈱
宇都宮市（旧宇都宮市、旧河内

町、旧上河内町）、塩谷町

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2017年3月

②2019年2月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

33.8 4.9

8 駒生営業所・田原・今里 関東自動車㈱
宇都宮市（旧宇都宮市、旧河内

町、旧上河内町）

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2017年3月

②2019年2月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

32.4 5.7

9 駒生営業所・田原・グリーンタウン 関東自動車㈱
宇都宮市（旧宇都宮市、旧河内

町）

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2017年3月

②2019年2月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

21.6 4.8

10 駒生営業所・平松・本郷台西汗 関東自動車㈱ 宇都宮市、上三川町

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2017年3月

②2019年2月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

37.1 6.4

11 駒生営業所・宝井・グリーンタウン 関東自動車㈱
宇都宮市（旧宇都宮市、旧河内

町）

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2017年3月

②2019年2月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

17.7 5.9

12 西原車庫・ベルモール・真岡営業所 関東自動車㈱ 宇都宮市、真岡市

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2020年3月

②2020年3月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

55.9 4.3

13 宇都宮東武・橋場・真岡営業所 関東自動車㈱ 宇都宮市、芳賀町、真岡市

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2020年3月

②2020年3月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

24.4 4.7

14 宇都宮東武・橋場・益子駅前 関東自動車㈱
宇都宮市、芳賀町、市貝町、益子

町

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2020年3月

②2020年3月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

27.1 5.9

15 宇都宮東武・ベルモール・益子駅前 関東自動車㈱
宇都宮市、芳賀町、市貝町、益子

町

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2020年3月

②2020年3月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

47.5 4.8

16
宇都宮東武・御幸ヶ原元町・岡本駅

東口
関東自動車㈱

宇都宮市（旧宇都宮市、旧河内

町）

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2020年3月

②2020年3月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

27.5 2.9

17 宇都宮東武・上野団地・岡本駅西口 関東自動車㈱
宇都宮市（旧宇都宮市、旧河内

町）

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2020年3月

②2020年3月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

40.0 4.4

18 氏家駅・馬頭車庫 関東自動車㈱

さくら市（旧氏家町、旧喜連川

町）、那須烏山市（旧南那須

町）、那珂川町（旧小川町、旧馬

頭町）

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2020年3月

②2020年3月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

16.2 2.5

19 西那須野駅・馬頭車庫 関東自動車㈱

那須塩原市（旧西那須野町）、大

田原市（旧大田原市）、那珂川町

（旧小川町、旧馬頭町）

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2020年3月

②2020年3月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

15.6 4.0

20 西那須野駅・五峰の湯 関東自動車㈱
那須塩原市（旧西那須野町）、大

田原市（旧大田原市、旧黒羽町）

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2020年3月

②2020年3月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

27.3 4.8

21 大田原市役所・五峰の湯 関東自動車㈱
大田原市（旧大田原市、旧黒羽

町）

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2020年3月

②2020年3月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

24.7 3.8

22 那須塩原駅・那須湯本温泉 関東自動車㈱ 那須塩原市（旧黒磯市）、那須町

①バスロケーションシステムによる接近情報の発信

②GTFSを活用した時刻・運賃・経路検索機能の強化

③地域連携ICカードの導入

関東自動車㈱
収支改善率

１％

①2020年3月

②2020年3月

③2021年3月

GTFS-RT技術を活用した運行

情報がGoogleMapにて検索が

可能（2019年5月現在）

58.5 3.9

生産性向上に向けた具体的な取組内容

関係市町村
バス系統として維持する理由

（個別具体的な理由）
事業者名路線名

R1

輸送量

R1

平均

乗車

密度
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域間幹線系統） 令和3年度

令和4年度、令和5年度については、令和3年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略

関東自動車株式会社 (1) 宇都宮駅・日光東照宮 10,706.5

関東自動車株式会社 (2) 宇都宮駅・今市車庫 1,742.5

関東自動車株式会社 (3) 宇都宮駅・船生 1,818.0

関東自動車株式会社 (4) 宇都宮駅・免許センター・楡木車庫 2,129.5

関東自動車株式会社 (5) 宇都宮駅・荒針・鹿沼営業所 1,126.0

関東自動車株式会社 (6) 駒生営業所・屋板・上三川車庫 2,536.0

関東自動車株式会社 (7) 駒生営業所・田原・玉生車庫 6,527.5

関東自動車株式会社 (8) 駒生営業所・田原・今里 816.5

関東自動車株式会社 (9) 駒生営業所・田原・グリーンタウン 996.0

関東自動車株式会社 (10) 駒生営業所・平松・本郷台西汗 366.5

関東自動車株式会社 (11) 駒生営業所・宝井・グリーンタウン 1,298.0

関東自動車株式会社 (12) 西原車庫・ベルモール・真岡営業所 11,097.5

関東自動車株式会社 (13) 宇都宮東武・橋場・真岡営業所 4,853.5

関東自動車株式会社 (14) 宇都宮東武・橋場・益子駅前 1,104.5

関東自動車株式会社 (15) 宇都宮東武・ベルモール・益子駅前 8,418.5

関東自動車株式会社 (16)
宇都宮東武・御幸ヶ原元町・岡本駅東
口

2,001.0

関東自動車株式会社 (17) 宇都宮東武・上野団地・岡本駅西口 1,247.0

関東自動車株式会社 (18) 氏家駅・馬頭車庫 4,754.0

関東自動車株式会社 (19) 西那須野駅・馬頭車庫 7,925.5

関東自動車株式会社 (20) 西那須野駅・五峰の湯 5,857.0

関東自動車株式会社 (21) 大田原市役所・五峰の湯 4,531.0

関東自動車株式会社 (22) 那須塩原駅・那須湯本温泉 9,881.0

91,733.0

（注）

１．本表に記載する運行予定系統を示した地図（運行予定系統が熊本地震被災市町村における応急仮設住宅の１キロメートル以内を経由することを図示したものを含む）を添付すること。

３．補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるものとする。　（ 記載例 「令和
○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

合　　　　　計

２．「特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に該当する場合には「２」を、補
助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額

（千円）

特
例
措
置
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）
令和4年度、令和5年度については、令和3年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

ﾙ÷ﾁ

宇都宮駅・ 2,910.0

日光東照宮 (7.8)
宇都宮駅・ 2,351.0

今市車庫 (6.3)
宇都宮駅・ 3,008.0

船生 (8.2)
宇都宮駅・ 2,001.5

免許Ｃ・楡木車庫 (5.4)
宇都宮駅・ 2,547.0

荒針・鹿沼営業所 (6.9)
駒生営業所・ 2,142.5

屋板・上三川車庫 (5.8)
駒生営業所・ 2,535.5

田原・玉生車庫 (6.9)
駒生営業所・ 2,103.0

田原・今里 (5.7)
駒生営業所・ 1,664.5

田原・グリーンタウン (4.5)
駒生営業所・平松 2,135.0

・本郷台西汗 (5.8)
駒生営業所・ 1,113.0

宝井・グリーンタウン (3.0)
石法寺・ベルモール 4,782.5

真岡 (13.1)

橋場 1,936.0

真岡 (5.3)

東高橋 1,694.0

益子 (4.6)
ベルモール 3,628.0

益子 (9.9)
御幸ヶ原元町 3,392.0

岡本駅 (9.2)
上野団地 3,511.0

岡本駅西口 (9.6)

氏家駅 2,428.0

馬頭 (6.6)
西那須野 西那須野 2,237.5

馬頭 駅東口 (6.1)
西那須野 西那須野 2,104.5

五峰の湯 駅東口 (5.7)
大田原市役所 大田原 2,393.0

五峰の湯 市役所 (6.5)
那須塩原 那須湯本 6,570.0

那須湯本温泉 温泉 (18.0)

合計 往.0Km

22 那須塩原駅 黒磯駅 365 日

馬頭車庫

橋場

東高橋

ベルモール

宇都宮東武 上野団地 岡本駅西口

岡本駅東口御幸ヶ原元町宇都宮東武

氏家駅 喜連川 365 日

19 倉骨 365 日

21

五峰の湯 365 日

16

365 日17

365 日

北
関
東

益子駅前

20

馬頭車庫

ベルモール西原車庫

宇都宮東武

宇都宮東武

宇都宮駅 徳次郎

宇都宮駅 徳次郎

宇都宮駅 石那田

宇都宮駅
免許

センター

宇都宮駅 荒針

18

10 駒生
営業所

平松

9

8

7

6

黒羽高校

黒羽高校

100%
16.5 人 復31.5Km 31.5Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

往.0Km
0%

往.0Km 往.0Km 往.0Km
回 2.5

往31.5Km

69%
36.5 人 復22.4Km 21.6Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復15.8Km 15.0Km

往.0Km
0%

往.0Km 往.0Km 往14.2Km

往.0Km 往.0Km

100%
0.0Km 復.0Km

365 日 回 6.3
往20.8Km

本郷台
西汗

0%
往.0Km 往.0Km 往11.4Km

55%
0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復11.4Km 11.4Km

グリーン
タウン

365 日 回 4.8
往20.9Km 往.0Km

21.6 人 復20.9Km 20.9Km 復.0Km

駒生
営業所

田原

0%
往.0Km 往.0Km 往11.4Km

50%
0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復11.4Km 11.4Km

今里 365 日 回 5.7
往22.8Km 往.0Km

32.4 人 復22.8Km 22.8Km 復.0Km

駒生
営業所

田原

往.0Km 往.0Km 往.0Km
100%

33.8 人 復34.5Km 34.5Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km
365 日 回 4.9

往34.5Km 往.0Km
駒生

営業所
田原

玉生
車庫

100%
32.4 人 復22.6Km 22.6Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

往.0Km
0%

往.0Km 往.0Km 往.0Km

0%

屋板 365 日 回 5.6
往22.6Km

駒生
営業所

上三川
車庫

0%
往.0Km 往.0Km 往11.2Km

56%
30.3 人 復20.1Km 20.1Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復11.2Km 11.2Km

5 365 日 回 4.4
往20.1Km 往.0Km

鹿沼
営業所

0%
往.0Km 往.0Km 往.0Km

100%
0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

4 楡木
車庫

365 日 回 4.7
往21.3Km 往.0Km

25.3 人 復21.3Km 21.3Km 復.0Km

55%
43.4 人 復30.9Km 30.9Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復17.1Km 17.1Km

往.0Km
0%

往.0Km 往.0Km 往17.1Km

往.0Km （平均）

55%
37.1 人 復31.3Km 31.3Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復17.1Km 17.1Km

往.0Km
0%

往.0Km 往.0Km 往17.1Km
今市
車庫

365 日 回 5.9
往31.3Km

3 船生 365 日 回 5.3
往30.9Km

100%
39.0 人 復39.0Km 39.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

往.0Km （平均）
0%

往.0Km （平均） 往.0Km （平均）

北関東 362円　89銭 390円　78銭 389円　68銭

北関東 381円　11銭 303円　91銭 303円　91銭 321円　10銭

△ 197,550 千円 営業外損益 △ 4,421 経常損益 △ 201,971

基準期間の前々年度の
実車走行キロ（ハ”）

8,174,803.4
経常収支率 93.19

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キロ当た
り経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キロ当た
り経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

8,116,290.3
経常収支率 88.94

基準期間の前々年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,758,635 千円 営業外収益 5,963 経常収益（イ”） 2,764,598

営業費用 2,956,185 千円 営業外費用 10,384 経常費用（ロ”） 2,966,569

営業損益

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）
10,799,923.5

経常収支率 82.40

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,815,355 千円 営業外収益 5,503 経常収益（イ’） 2,820,858

営業費用 3,156,897 千円 営業外費用 14,855 経常費用（ロ’） 3,171,752

営業損益 △ 341,542 千円 営業外損益 △ 9,352 経常損益 △ 350,894

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※

)
の損益状況

乗合バス事業

営業収益 3,457,240 千円 営業外収益 10,623 経常収益（イ） 3,467,863

営業費用 4,193,419 千円 営業外費用 15,179 経常費用（ロ） 4,208,598

営業損益 △ 736,179 千円 営業外損益 △ 4,556 経常損益 △ 740,735

往.0Km

復84.0Km 83.2Km
系統

往82.4Km

復565.4Km 564.6Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km

回 3.8
往22.5Km

往.0Km 往.0Km

0.0Km

往563.8Km

往.0Km
100%

25.0 人 復31.6Km 31.6Km 復.0Km 0.0Km

往.0Km
0%

往.0Km

復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

0.0Km 復.0Km 0.0Km
0%

往.0Km 往.0Km

復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

100%
0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

五峰の湯 365 日 回 4.9

往.0Km 往.0Km

往23.2Km 往.0Km
0%

往.0Km

復.0Km 0.0Km 復.0Km

往.0Km 往.0Km

27.9 人 復23.2Km 23.2Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km

回 4.1
往31.6Km 往.0Km

回 3.9
往24.4Km 往.0Km

0%
往.0Km

往.0Km

往.0Km
100%

70.2 人 復24.4Km 24.4Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

往.0Km
100%

24.7 人 復22.5Km 22.5Km 復.0Km

復9.0Km 9.0Km

回 4.3
往10.3Km

回 2.9
往9.0Km 往.0Km 往.0Km

100%
41.2 人 復10.3Km 10.3Km 復.0Km 0.0Km

往.0Km
0%

往.0Km

復.0Km 0.0Km 0.0Km

100%
26.6 人

復.0Km 0.0Km
0%

往.0Km 往.0Km

復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

復.0Km 0.0Km

往.0Km
0%

往.0Km

復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

15 365 日 回 4.8
往32.6Km

宇都宮東武

100%
27.1 人 復31.0Km 31.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

0%
往.0Km 往.0Km

復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

100%
47.5 人 復32.6Km 32.6Km 復.0Km 0.0Km

0.0Km

14 益子駅前 365 日 回 5.9
往31.0Km 往.0Km

24.9 人 復31.3Km 31.3Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km

往.0Km

100%
56.3 人 復29.2Km 29.2Km 復.0Km 0.0Km

往.0Km
0%

往.0Km

復.0Km 0.0Km 0.0Km

往.0Km 往.0Km

100%
17.7 人 復23.0Km 23.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km

往.0Km
0%

往.0Km 往.0Km

0.0Km 復.0Km 0.0Km 復.0Km 0.0Km

12 真岡車庫 365 日 回 4.3
往29.2Km

13 真岡車庫 365 日 回 4.7
往31.3Km

往.0Km

往.0Km
0%

往.0Km

復.0Km 0.0Km 復.0Km

往.0Km 往.0Km

0.0Km 復.0Km

駒生
営業所

宝井

計画運行
日数

計画運行回数

（　　）

計画平均乗
車密度

計画
輸送量

系統キロ程
地域公共交通再編事業を実施

する区域におけるキロ程

ル
①×②
＝③

チ オ オ÷チ＝ク リ ヌ

11 グリーン
タウン

365 日 回 5.9
往23.0Km

1 日光
東照宮

365 日 回 5.0
往39.0Km （平均）

2

事業者名 関東自動車株式会社 令和3年度

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック

名

申請
番号

特
例
措
置

運行
系統
名

運行系統

補助ブロック名
補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用

（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ = ト

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

系統キロ程と地域公共交通
再編事業を実施する区域に

おけるキロ程との比率

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

他路線
との競
合率

起点
主な

経由地
終点

①＝カッコ内 ②
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合計

42,975,913円

100% 320,616.0Km 97,438,408円 224円　66銭 42,481,597円 180,316.0Km 235円　59銭 54,969,115円 244,805.2Km 224円　54銭 57,267,719円 267,765.6Km 213円　87銭 72,029,590円 25,408,818円 43,847,283円

98円　09銭 9,669,036円 23,057,512円 14,726,946円108,135.0Km 82円　64銭 9,545,978円 107,662.5Km 88円　66銭 10,565,414円100% 107,685.0Km 32,726,548円 89円　79銭 8,937,235円

63,198.0Km 19,206,504円 256円　54銭 12,325,842円 53,704.2Km 229円　51銭 17,916,030円 70,009.2Km 255円　90銭 19,625,928円 69,051.2Km 284円　22銭 16,212,814円 2,993,690円 8,642,926円

100% 152,964.0Km 46,487,289円 125円　25銭 17,731,681円 152,964.0Km 115円　92銭 19,921,521円 152,712.0Km 130円　45銭 19,631,040円 151,704.0Km 129円　40銭 19,158,741円 27,328,548円 20,919,280円

100% 105,028.0Km 31,919,059円 282円　87銭 27,959,743円 105,121.0Km 265円　97銭 30,183,759円 104,966.0Km 287円　55銭 30,766,859円 104,253.0Km 295円　11銭 29,709,270円 2,209,789円 14,363,576円

100% 236,545.6Km 71,888,573円 225円　61銭 50,642,997円 235,450.8Km 215円　08銭 52,497,762円 235,450.8Km 222円　96銭 56,488,722円 236,545.6Km 238円　80銭 53,367,052円 18,521,521円 32,349,857円

100% 279,298.0Km 84,881,455円 209円　27銭 52,093,469円 277,443.0Km 187円　76銭 60,843,734円 277,385.0Km 219円　34銭 61,509,592円 278,655.6Km 220円　73銭 58,448,692円 26,432,763円 38,196,654円

100% 121,193.6Km 36,831,946円 197円　78銭 21,895,411円 121,706.4Km 179円　90銭 23,163,327円 121,580.8Km 190円　51銭 26,878,534円 120,567.6Km 222円　93銭 23,969,670円 12,862,276円 16,574,375円

100% 69,875.2Km 21,235,772円 198円　52銭 13,882,063円 76,320.0Km 181円　89銭 12,669,801円 63,180.0Km 200円　53銭 13,393,306円 62,838.0Km 213円　14銭 13,871,624円 7,364,148円 9,556,097円

100% 141,410.0Km 108円　26銭 8,464,176円 86,166.2Km 98円　23銭 9,371,461円 86,037.0Km 108円　92銭 10,758,997円 91,450.4Km 117円　64銭 15,309,046円 27,666,867円 19,339,160円

100%

92,336.0Km 263円　41銭 25,446,871円 92,227.2Km 275円　91銭 27,118,809円 92,120.0Km 294円　38銭 25,641,944円 2,399,953円 12,618,853円

100% 51,391.6Km 15,618,421円 253円　39銭 12,614,988円 51,390.8Km 245円　47銭 13,105,810円 51,298.0Km 255円　48銭 13,237,381円 51,065.6Km 259円　22銭 13,022,117円 2,596,304円 7,028,289円

92,270.4Km 28,041,897円

計画実車走行
キロ

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象系統のキロ当たり経常収益

25,876,792円 3,267,204円 13,114,798円

45% 69,576.1Km 21,144,872円 233円　02銭 15,990,253円 69,617.9Km 229円　68銭 16,377,975円 69,597.0Km 235円　32銭 16,291,858円 69,597.0Km 234円　08銭 16,212,622円 4,932,250円 9,515,192円

221円　37銭 38,154,736円 15,014,166円 23,926,005円

25,266,632円 5,850,530円 14,002,722円243円　93銭

646,645,357円 274,146,471円 414,356,309円650,416,106円 2,920,475.6Km3,029,817.5Km 920,791,828円 579,800,952円 2,824,454.2Km 627,130,953円 2,895,866.4Km

100% 97,648.8Km 29,676,446円 105円　97銭 9,518,573円

175,087.5Km 214円　23銭 38,266,729円 174,984.0Km 218円　68銭 38,706,259円

97,857.6Km 121円　13銭 10,347,843円 19,328,603円 13,354,400円99円　76銭 11,853,562円

100%

50% 95,896.8Km 29,143,996円 269円　84銭 24,988,859円 96,033.6Km 260円　20銭 26,296,012円 95,942.4Km 275円　24銭

174,949.5Km

277円　90銭 24,323,074円

25,520,011円

97,197.6Km 255円　03銭 24,476,227円 5,072,395円 13,296,879円258円　54銭 24,789,128円100% 97,228.2Km 29,548,622円 251円　74銭 23,513,947円

102,469.8Km 247円　14銭 24,996,025円 102,469.8Km44% 102,389.4Km 31,117,162円 246円　77銭 25,324,495円

97,294.4Km 241円　67銭 25,171,913円 97,360.6Km

102,389.4Km 249円　24銭

48,352,992円 8,142,175円 25,422,825円267円　88銭 47,160,549円

85,263.9Km 257円　55銭 21,312,564円 4,599,987円 11,660,647円248円　77銭 21,960,243円100% 85,263.9Km 25,912,551円 249円　96銭 20,782,752円

185,894.4Km 257円　68銭 49,715,636円 185,585.4Km45% 185,894.4Km 56,495,167円 260円　11銭 47,902,769円

85,327.8Km 243円　56銭 21,227,526円

185,091.0Km 254円　79銭

補助対象
経常収益
の見込額

85,327.8Km

239円　04銭 38,203,538円 151,390.1Km

補助対象系
統の実車走
行キロ当たり

経常収益
ヤ÷マ＝f

ノ×ワ以上の額：ヨ

基準期間の前々年度 基準期間の前年度 基準期間

31,174,382円

45% 151,544.6Km 46,055,919円 253円　21銭 35,187,643円

226,381.9Km 202円　00銭 47,470,734円 227,968.4Km 208円　23銭 50,046,984円

150,981.2Km 268円　24銭 38,372,608円 7,683,311円 20,725,163円252円　35銭 40,500,456円

カ－ヨ＝タ

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

カ×9/20＝レ

北
関
東

100% 227,950.4Km 69,276,406円 209円　97銭 45,730,161円

補助対象系統
の実車走行キ
ロ当たり経常

収益
ヤ”÷マ”＝d

経常収益
ヤ’

実車走行
キロ
マ’

補助対象系
統の実車走
行キロ当たり

経常収益
ヤ’÷マ’＝e

経常収益
ヤ

実車走行
キロ
マ

（チー（リ＋ヌ
＋ル））÷チ

＝ヲ
ワ

ヘ×ワ以下の
額：カ

(d+e+f)/3 =ノ
経常収益

ヤ”

98,089.6Km 97円　03銭 9,769,696円 97,927.2Km

174,846.0Km53,168,902円 218円　09銭 37,509,224円

107,707.5Km

274円　08銭 26,344,755円 95,714.4Km

31%

補助対象経費
の限度額

実車走行
キロ
マ”

227,813.4Km 219円　68銭 47,862,745円 21,413,661円

147,203.9Km

補助ブ
ロック

名

申請
番号

特
例
措
置

補助ブロック
外乗入部分、
同一補助ブ
ロック都道府
県外乗入部
分及び他路

線との競合部
分以外のキロ

程の比率
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1 千円 千円

2 千円 千円

3 千円 千円

4 千円 千円

5 千円 千円

6 千円 千円

7 千円 千円

8 千円 千円

9 千円 千円

10 千円 千円

11 千円 千円

12 千円 千円

13 千円 千円

14 千円 千円

15 千円 千円

16 千円 千円

17 千円 千円

18 千円 千円

19 千円 千円

20 千円 千円

21 千円 千円

22 千円 千円

合計 千円 千円

7,364,148円 7,364,148円 4,002,254円 4,002 2,001.0 12,758,513円 10,757,513円 2,001,000円 18.600% 円 0.000% 円 0.000% 8,756,513円 81.400%

2,993,690円 2,993,690円 2,494,741円 2,494 1,247.0 7,872,575円 6,625,575円 1,247,000円 18.821% 円 0.000% 円 0.000% 5,378,575円 81.179%

2,209,789円 2,209,789円 2,209 1,104.5 10,317,951円 9,213,451円 1,104,500円 11.987% 円 0.000% 円 0.000% 8,108,951円 88.013%

18,521,521円 18,521,521円 16,837,746円 16,837 8,418.5 36,782,841円 28,364,341円 8,418,500円 29.679% 円 0.000% 円 0.000% 19,945,841円 70.321%

3,267,204円 1,633,602円 1,633 816.5 10,670,437円 9,853,937円 816,500円 8.286% 円 0.000% 円 0.000% 9,037,437円 91.714%

4,932,250円 2,241,931円 1,992,827円 1,992 996.0 10,303,525円 9,307,525円 996,000円 10.701% 円 0.000% 円 0.000% 8,311,525円 89.299%

5,072,395円 5,072 2,536.0 12,578,412円 10,042,412円 2,536,000円 25.252% 円 0.000% 円 0.000% 7,506,412円 74.748%

15,014,166円 15,014,166円 13,055,796円 13,055 6,527.5 28,520,267円 21,992,767円 6,527,500円 29.680% 円 0.000% 円 0.000% 15,465,267円 70.320%

23.522% 円 0.000% 円 0.000% 6,923,360円 76.478%

5,850,530円 2,590,533円 2,252,637円 2,252 1,126.0 13,754,992円 12,628,992円 1,126,000円 8.915% 円 0.000% 円 0.000% 11,502,992円 91.085%

0.000% 15,897,554円 90.122%

8,142,175円 3,636,311円 3,636 1,818.0 22,493,222円 20,675,222円 1,818,000円 8.793% 円 0.000% 円 0.000% 18,857,222円 91.207%

91,733,500円 22.034% 29,041,744円 6.975% 円 0.000%

75.469%

245,104,727円 227,150,718円 142,698,143円 183,467 91,733.0 508,048,379円 416,314,879円

24.531% 円 0.000% 円 0.000% 30,398,373円

295,539,635円 70.991%

25,408,818円 25,408,818円 19,762,414円 19,762 9,881.0 50,160,373円 40,279,373円 9,881,000円

16.881%

43.689%

14,726,946円 14,726,946円 9,062,736円 9,062 4,531.0 31,370,794円 26,839,794円 4,531,000円

27.877% 5,974,203円 28.434% 円 0.000% 9,178,888円

52.081%8,330,566円 31.038% 円 0.000% 13,978,228円

13,354,400円 13,354,400円 11,714,385円 11,714 5,857.0 26,867,091円 21,010,091円 5,857,000円

25.851%

67.534%

19,339,160円 19,339,160円 15,851,770円 15,851 7,925.5 38,583,719円 30,658,219円 7,925,500円

13.826% 6,409,268円 18.640% 円 0.000% 23,220,101円

46.986%8,327,707円 27.163% 円 0.000% 14,405,012円

円 0.000% 円 0.000% 12,511,422円

20,919,280円 20,919,280円 9,508,763円 9,508 4,754.0 39,137,369円 34,383,369円 4,754,000円

27.950%4,853,500円

26,432,763円 26,432,763円 22,195,449円 22,195 11,097.5 47,994,568円 36,897,068円 11,097,500円

24.649% 円 0.000% 円 0.000% 3,967,735円

69.924%30.076% 円 0.000% 円 0.000% 25,799,568円

2,399,953円 733,318円 733 366.5 9,523,228円 9,156,728円 366,500円

37.825% 円 0.000% 円 0.000% 17,598,431円

95.998%4.002% 円 0.000% 円 0.000% 8,790,228円

7,683,311円 3,485,719円

補助ブ
ロック

名

申請
番号

特
例
措
置

タ又はレのうちいずれ
か少ないほうの額

ソのうち補助ブロック
外乗入部分、同一補
助ブロック都道府県

外乗入部分及び他路
線との競合部分以外

に係るもの

計画平均
乗車密度
が5人未満

の路線

ソ ソ×ヲ＝ツ
ツ×みなし運行回数／①

計画運行回数＝ネ

17,364,922円

負担額 負担割合ナ ナ×1/2＝ラ ニ×ワ－ヨ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合

62.175%

75.351%

72.050%

事業者自己負担

3,485 1,742.5 19,382,554円 17,640,054円 1,742,500円 9.878% 円 0.000% 円

北
関
東

21,413,661円 21,413,661円 21,413 10,706.5 39,011,431円 28,304,931円 10,706,500円

2,596,304円 2,596,304円 2,596 1,298.0 6,563,735円 5,265,735円 1,298,000円

12,862,276円 12,862,276円 9,707,378円 9,707 4,853.5 22,218,422円

4,599,987円 4,599,987円 4,259,247円 4,259 2,129.5 11,182,360円 9,052,860円 2,129,500円

5,072,395円

「その他の者」
の具体的概

要

負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助対象経費 計画額
経常費用から
経常収益を
控除した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者
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表
４

　
別

表
１

及
び

別
表

３
の

補
助

事
業

の
基

準
ハ

に
基

づ
き

、
協

議
会

が
「
広

域
行

政
圏

の
中

心
市

町
村

に
準

ず
る

生
活

基
盤

が
 　

　
　

整
備

さ
れ

て
い

る
」
と

認
め

た
市

町
村

の
一

覧

都
道

府
県

名
広

域
行

政
圏

名
市

町
村

名
指

定
の

理
由

栃
木

県
塩

谷
地

区
旧

氏
家

町
総

合
病

院
・
高

等
学

校
・
大

規
模

商
業

施
設

を
有

す
る

為
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表
６

　
車

両
の

取
得

計
画

の
概

要

都
道

府
県

（
市

区
町

村
）

バ
ス

事
業

者
等

名
補

助
対

象
車

両
数

車
両

減
価

償
却

費
等

に
要

す
る

国
庫

補
助

額
（
千

円
）

栃
木

県
関

東
自

動
車

株
式

会
社

2
4
,4

0
0

関
東

自
動

車
株

式
会

社
1

1
,3

2
0

関
東

自
動

車
株

式
会

社
2

1
,9

8
0
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表
７

　
車

両
の

取
得

を
行

う
事

業
者

（
車

両
減

価
償

却
費

等
国

庫
補

助
金

）

１
．

車
両

取
得

の
概

要

初
年

度
（
令

和
年

度
）

【
購

入
車

両
減

価
償

却
費

】
○

事
業

者
の

減
価

償
却

方
法

（
定

率
法

o
r定

額
法

）

【
車

両
購

入
金

融
費

用
】

○
事

業
者

の
返

済
方

法
（
元

利
均

等
o
r元

金
均

等
）

【
所

要
経

費
】

【
負

担
者

と
そ

の
負

担
割

合
 】

1
0

円
0

％
0

円
0

％
0

円
0

％
0

円
0

％

2
0

円
0

％
0

円
0

％
0

円
0

％
0

円
0

％

0
円

0
％

0
円

0
％

0
円

0
％

0
円

0
％

車
両

の
種

別
乗

車
定

員
（
人

）
車

両
の

長
さ

(m
)

購
入

等
予

定
年

月
購

入
等

の
種

別
（
現

金
、

割
賦

、
リ

ー
ス

）

事
業

者
名

関
東

自
動

車

補
助

ブ
ロ

ッ
ク

名
申

請
番

号
確

保
維

持
路

線
名

称
又

は
区

間
確

保
維

持
費

国
庫

補
助

金
申

請
番

号

定
率

法

ﾍ
-
ｶ
=
ﾀ

＊
残

存
価

格
（
円

）
車

両
価

格
附

属
品

価
格

改
造

費
合

計
（
定

率
法

）
ﾍ

×
0
.4

＝
ﾄ

（
定

額
法

）
ﾍ

×
0
.2

＝
ﾄ

ｲ
＋

ﾛ
＋

ﾊ
＝

ﾆ
ﾆ
-
1
円

=
ﾎ

ﾍ
ﾁ

ﾄ＋
ﾁ
＝

ﾇ
ﾙ

ｲ
ﾛ

ﾊ

償
却

限
度

額
（
円

）
事

業
者

償
却

額
（
円

）
計

画
額

（
千

円
）

円

ｦ
×

ﾜ
÷

１
２

（
月

）
=
ｶ

ｶ
×

1
/
2
=
ﾖ

ﾇ
と

ﾙ
の

う
ち

少
な

い
方

の
額

（
円

）
償

却
期

間
（
月

）
補

助
対

象
経

費

ｦ
ﾜ

申
請

番
号

実
費

購
入

予
定

費
（
円

）
＊

消
費

税
を

除
く

実
費

購
入

予
定

費
合

計
額

か
ら

備
忘

価
格

を
控

除
し

た
額

（
円

）

ﾎ
と

限
度

額
の

う
ち

少
な

い
方

の
額

（
円

）

普
通

償
却

限
度

額
特

別
償

却
額

（
円

）

円

計
千

円
0

申
請

番
号

金
融

費
用

補
助

対
象

額
（
円

）
償

還
期

間
（
月

）

借
入

利
率

（
％

）
年

利

ﾚ
と

2
.5

％
の

う
ち

低
い

方
の

率
（
％

）
補

助
対

象
経

費
計

画
額

（
千

円
）

ﾍ
の

額
以

内
ﾚ

ｿ
ﾂ

ﾂ
×

1
/
2
=
ﾈ

円 円

北
関

東
ブ

ロ
ッ ク

ｶ
＋

ﾂ
ﾖ
＋

ﾈ

計
千

円

都
道

府
県

市
区

町
村

補
助

対
象

経
費

（
千

円
）

計
画

額
（
千

円
）

補
助 ブ ロ
ッ

ク
名

申
請

番
号

負
担

者
と

そ
の

負
担

割
合

そ
の

他
の

者
事

業
者

自
己

負
担

「
そ

の
他

の
者

」
の

具
体

的
概

要
負

担
額

負
担

割
合

負
担

額
負

担
割

合
負

担
額

負
担

割
合

負
担

額
負

担
割

合

合
計
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２
年

目
以

降
（
令

和
3

年
度

）

【
購

入
車

両
減

価
償

却
費

】
○

事
業

者
の

減
価

償
却

方
法

（
定

率
法

o
r定

額
法

）
※

法
令

で
認

め
ら

れ
た

場
合

を
除

き
、

年
度

間
で

の
変

更
不

可

【
車

両
購

入
金

融
費

用
】

○
事

業
者

の
返

済
方

法
（
元

利
均

等
o
r元

金
均

等
）

【
所

要
経

費
】

【
負

担
者

と
そ

の
負

担
割

合
 】

1
0

円
0

％
0

円
0

％
0

円
0

％
円

1
0
0

％

2
0

円
0

％
0

円
0

％
0

円
0

％
円

1
0
0

％

0
円

0
％

0
円

0
％

0
円

0
％

0
円

1
0
0

％

北
関

東
ブ

ロ
ッ

ク
2

西
原

車
庫

・
ベ

ル
モ

ー
ル

・
真

岡
営

業
所

宇
都

宮
東

武
・
橋

場
・
真

岡
営

業
所

1
2
,1

3
1
2
,1

3

補
助

対
象

経
費

（
千

円
）

計
画

額
（
千

円
）

補
助 ブ ロ
ッ

ク
名

申
請

番
号

負
担

者
と

そ
の

負
担

割
合

都
道

府
県

ﾏ
＋

ｱ
ｹ

＋
ｻ

負
担

額
負

担
割

合
負

担
額

負
担

割
合

1
5
,3

9
9

7
,7

0
0

北
関

東
ブ

ロ
ッ ク 合

計

負
担

割
合

負
担

額
負

担
割

合

円

市
区

町
村

そ
の

他
の

者
事

業
者

自
己

負
担

「
そ

の
他

の
者

」
の

具
体

的
概

要
負

担
額

千
円

ﾅ
の

額
以

内
＝

ｺ
ｴ

ﾃ
ｱ

ｱ
×

1
/
2
=
ｻ

計

円

申
請

番
号

金
融

費
用

補
助

対
象

額
（
円

）
償

還
期

間
（
月

）
補

助
対

象
経

費
計

画
額

（
千

円
）

（
自

）
（
至

）

1
2

4
,4

0
0
,0

0
0

円

今
年

度
償

還
回

数
借

入
利

率
（
％

）
年

利
ｴ
と

2
.5

％
の

う
ち

低
い

方
の

率
（
％

）

2
,6

4
0
,0

0
0

1
2

2
,6

4
0
,0

0
0

円

1
,9

7
9
,9

9
9

円
1
,9

7
9
,9

9
9

1
2

7
,7

0
0

1
7
,1

6
0
,0

0
2

1
5
,3

9
9
,9

9
8

4
,4

0
0
,0

0
0

7
,5

9
6
,5

0
0

4
,4

0
0
,0

0
0

2
,2

0
0

6
,6

0
0
,0

0
0

計
7
5
,0

0
0
,0

0
0

3
2
,5

6
0
,0

0
0

1
5
,4

0
0
,0

0
0

0
1
5
,4

0
0
,0

0
0

2
3
,6

9
4
,6

7
4

2
1
5
,0

0
0
,0

0
0

1
1
,0

0
0
,0

0
0

4
,4

0
0
,0

0
0

0

1
5
,3

9
9

千
円

4
,5

4
1
,6

7
6

4
,4

0
0
,0

0
0

0

ﾏ
×

1
/
2
=
ｹ

ﾗ
-
ﾏ

=
ﾌ

4
,4

0
0
,0

0
0

円
2
,2

0
0

6
,6

0
0
,0

0
0

初
年

度
ﾍ

の
額

＝
ﾅ

4
,4

0
0
,0

0
0

7
,5

9
6
,5

0
0

4
,4

0
0
,0

0
0

1
2

補
助

対
象

経
費

計
画

額
（
千

円
）

＊
残

存
価

格
（
円

）
前

年
度

ﾌ
（
2
年

目
の

み
ﾀ
）
の

額
＝

ﾗ
（
定

率
法

）
ﾗ
×

0
.4

＝
ム

（
定

額
法

）
ﾅ

×
0
.2

＝
ム

ｸ
×

ﾔ
÷

１
２

（
月

）
=
ﾏ

（
最

終
年

度
）
ｸ
＝

ﾏ
ｳ

ﾑ
＋

ｳ
＝

ﾉ
ｵ

ｸ
ﾔ

申
請

番
号

確
保

維
持

路
線

名
称

又
は

区
間

確
保

維
持

費
国

庫
補

助
金

申
請

番
号

当
該

年
度

初
年

度

北
関

東
ブ

ロ
ッ

ク
1

宇
都

宮
駅

・
日

光
東

照
宮

線
宇

都
宮

駅
・
今

市
車

庫
線

1
,2

1
,2

定
率

法

申
請

番
号

補
助

対
象

限
度

額
（
円

）
残

存
価

額
（
円

）
普

通
償

却
限

度
額

（
円

）
特

別
償

却
額

（
円

）
償

却
限

度
額

（
円

）
事

業
者

償
却

額
（
円

）
ﾉ
と

ｵ
の

う
ち

少
な

い
方

の
額

（
円

）
償

却
期

間
（
月

）

補
助

ブ
ロ

ッ
ク

名

北
関

東
ブ

ロ
ッ

ク
3

宇
都

宮
駅

・
船

生
線

3
1
2
,1

3

3
1
5
,0

0
0
,0

0
0

6
,6

0
0
,0

0
0

2
,6

4
0
,0

0
0

0
2
,6

4
0
,0

0
0

北
関

東
ブ

ロ
ッ

ク
5

駒
生

営
業

所
・
玉

生
車

庫
線

7
7

北
関

東
ブ

ロ
ッ

ク
4

宇
都

宮
駅

・
日

光
東

照
宮

線
宇

都
宮

駅
・
今

市
車

庫
線

1
,2

1
,2

1
1
5
,0

0
0
,0

0
0

1
1
,0

0
0
,0

0
0

9
9
0

1

1
,3

2
0

3
,9

6
0
,0

0
0

5
1
5
,0

0
0
,0

0
0

1
,9

8
0
,0

0
0

1
,9

8
0
,0

0
0

0
1
,9

8
0
,0

0
0

1
,9

7
9
,9

9
9

1
,9

7
9
,9

9
9

1
2

1
,9

7
9
,9

9
9

円
9
9
0

1

4
1
5
,0

0
0
,0

0
0

1
,9

8
0
,0

0
0

1
,9

8
0
,0

0
0

0
1
,9

8
0
,0

0
0

1
,9

7
9
,9

9
9
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様
式

第
１

－
５

（
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

経
常

費
用

1
宇

都
宮

駅
・
日

光
東

照
宮

宇
都

宮
駅

徳
次

郎
 

日
光

東
照

宮
3
8
.8

7
.9

1
4
3
,2

4
3

8
.1

1
1
6
0
2
6
8
.3

4
7
,9

2
1
,2

2
1

2
2
7
,8

1
3
.4

1
,9

0
1
,6

1
2

2
2
4
,1

5
1

5
0
,0

4
6
,9

8
4

8
8
,7

7
4
,3

2
5

4
1
.2

1
5
.1

4
0
.2

有
・
無

2
宇

都
宮

駅
・
今

市
車

庫
宇

都
宮

駅
徳

次
郎

 
今

市
車

庫
3
2
.3

6
.4

1
2
2
,5

1
4

7
.3

8
9
4
3
5
2
.2

3
9
,0

9
2
,0

1
2

1
5
0
,9

8
1
.2

1
,2

5
9
,9

3
0

1
4
8
,5

1
4

4
0
,5

0
0
,4

5
6

5
8
,8

3
4
,3

5
4

4
3
.3

3
5
.9

3
7
.7

有
・
無

3
宇

都
宮

駅
・
船

生
宇

都
宮

駅
石

那
田

船
生

3
0
.9

8
.2

1
4
1
,9

1
2

7
.0

9
9
3
3
8
4
.0

4
5
,4

3
3
,7

4
5

1
8
5
,0

9
1
.0

1
,5

4
4
,7

2
1

1
8
2
,0

8
3

4
7
,1

6
0
,5

4
9

7
2
,1

2
6
,2

6
0

4
5
.5

4
5
.3

4
3
.4

有
・
無

4
宇

都
宮

駅
・
免

許
セ

ン
タ

ー
・
楡

木
車

庫
宇

都
宮

駅
 

免
許

セ
ン

タ
ー

 
楡

木
車

庫
2
1
.3

5
.4

7
1
,7

1
1

5
.6

4
0
1
5
8
1
.6

2
1
,1

6
5
,3

4
8

8
5
,2

6
3
.9

7
1
1
,0

7
7

8
3
,8

1
8

2
1
,9

6
0
,2

4
3

3
3
,2

2
5
,6

3
6

5
2
.0

2
4
.7

2
5
.3

有
・
無

5
宇

都
宮

駅
・
荒

針
・
鹿

沼
営

業
所

宇
都

宮
駅

荒
針

 
鹿

沼
営

業
所

2
0
.1

6
.9

1
0
0
,3

0
6

4
.6

4
6
1
4
0
7
.6

2
4
,5

6
4
,9

2
9

1
0
2
,3

8
9
.4

8
5
4
,3

7
3

1
0
0
,7

0
9

2
5
,5

2
0
,0

1
1

3
9
,8

9
9
,1

0
1

5
2
.8

7
4
.5

3
1
.0

有
・
無

6
駒

生
営

業
所

・
屋

板
・
上

三
川

車
庫

 
駒

生
営

業
所

屋
板

 
上

三
川

車
庫

2
3
.0

5
.8

9
5
,7

0
4

5
.8

5
5
5
0
8
3
.2

2
3
,8

8
2
,4

0
5

9
7
,1

9
7
.6

8
1
1
,1

1
3

9
5
,6

1
0

2
4
,7

8
9
,1

2
8

3
7
,8

7
5
,9

6
0

4
2
.7

5
5
.7

3
3
.0

有
・
無

7
駒

生
営

業
所

・
田

原
・
玉

生
車

庫
 

駒
生

営
業

所
田

原
 

玉
生

車
庫

3
4
.5

6
.9

1
3
1
,7

3
4

6
.5

8
5
6
2
7
1
.0

3
7
,0

7
5
,1

6
4

1
7
4
,8

4
6
.0

1
,4

5
9
,1

0
4

1
7
1
,9

9
1

3
8
,7

0
6
,2

5
9

6
8
,1

3
3
,9

8
9

4
2
.7

3
4
.9

3
3
.8

有
・
無

8
駒

生
営

業
所

・
田

原
・
今

里
 

駒
生

営
業

所
田

原
今

里
2
2
.8

5
.7

1
0
2
,2

7
1

5
.3

5
4
2
0
3
6
.3

2
5
,4

5
2
,1

3
6

9
5
,7

1
4
.4

7
9
8
,4

9
7

9
4
,1

2
2

2
6
,3

4
4
,7

5
5

3
7
,2

9
7
,9

8
7

4
6
.2

2
5
.7

3
2
.4

有
・
無

9
駒

生
営

業
所

・
田

原
・
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

 
駒

生
営

業
所

田
原

 
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

2
0
.9

4
.5

6
4
,4

7
9

5
.2

3
3
5
2
9
0
.8

1
5
,6

4
3
,0

4
7

6
9
,5

9
7
.0

5
8
0
,3

9
7

6
8
,4

1
4

1
6
,2

9
1
,8

5
8

2
7
,1

2
0
,5

5
8

4
6
.0

7
4
.8

2
1
.6

有
・
無

1
0

駒
生

営
業

所
・
平

松
・
本

郷
台

西
汗

 
駒

生
営

業
所

平
松

 
本

郷
台

西
汗

2
1
.6

5
.8

1
1
7
,0

5
8

5
.0

5
8
5
2
9
0
.0

2
6
,2

5
9
,4

3
6

9
2
,1

2
0
.0

7
6
8
,7

5
6

9
0
,6

1
7

2
7
,1

1
8
,8

0
9

3
5
,8

9
7
,3

2
1

4
4
.2

8
6
.4

3
7
.1

有
・
無

1
1

駒
生

営
業

所
・
宝

井
・
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

 
駒

生
営

業
所

宝
井

 
グ

リ
ー

ン
タ

ウ
ン

2
3
.4

3
.0

5
7
,0

8
3

5
.3

3
0
2
5
3
9
.9

1
2
,7

6
0
,8

4
8

5
1
,0

6
5
.6

4
2
6
,2

8
5

5
0
,2

4
8

1
3
,2

3
7
,3

8
1

1
9
,8

9
9
,2

4
3

4
2
.0

7
5
.9

1
7
.7

有
・
無

1
2

西
原

車
庫

・
ベ

ル
モ

ー
ル

・
真

岡
西

原
車

庫
ベ

ル
モ

ー
ル

真
岡

営
業

所
2
9
.2

1
3
.0

2
4
7
,0

9
4

4
.9

1
2
1
0
7
6
0
.6

5
8
,9

1
0
,3

1
8

2
7
8
,6

5
5
.6

2
,3

2
5
,1

9
3

2
7
4
,0

8
1

6
1
,5

0
9
,5

9
2

1
0
8
,5

8
6
,5

1
4

4
8
.3

5
4
.3

5
5
.9

有
・
無

1
3

宇
都

宮
東

武
・
橋

場
・
真

岡
宇

都
宮

東
武

橋
場

真
岡

営
業

所
3
1
.3

5
.2

9
7
,9

3
6

5
.8

5
6
8
0
2
8
.8

2
5
,7

5
4
,1

9
7

1
2
0
,5

6
7
.6

1
,0

0
5
,7

8
1

1
1
8
,5

5
6

2
6
,8

7
8
,5

3
4

4
6
,9

8
2
,7

8
2

4
5
.2

7
4
.7

2
4
.4

有
・
無

1
4

宇
都

宮
東

武
・
益

子
宇

都
宮

東
武

東
高

橋
益

子
駅

前
3
1
.0

4
.6

1
0
7
,7

9
2

5
.7

6
1
4
4
1
4
.4

2
9
,7

9
4
,6

5
0

1
0
4
,2

5
3
.0

8
6
9
,6

9
4

1
0
2
,5

1
5

3
0
,7

6
6
,8

5
9

4
0
,6

2
5
,3

0
9

4
7
.8

4
5
.9

2
7
.1

有
・
無

1
5

宇
都

宮
東

武
・
ベ

ル
モ

ー
ル

・
益

子
宇

都
宮

東
武

ベ
ル

モ
ー

ル
益

子
駅

前
3
2
.6

9
.9

1
9
4
,9

1
7

5
.8

1
1
3
0
5
1
8
.6

5
4
,2

8
2
,3

6
2

2
3
6
,5

4
5
.6

1
,9

7
3
,7

1
0

2
3
2
,6

5
0

5
6
,4

8
8
,7

2
2

9
2
,1

7
7
,0

8
9

4
7
.4

4
4
.8

4
7
.5

有
・
無

1
6

宇
都

宮
東

武
・
元

町
・
J
R

岡
本

駅
宇

都
宮

東
武

御
幸

ヶ
原

元
町

岡
本

駅
東

口
9
.0

9
.5

7
3
,6

1
8

2
.5

1
8
4
0
4
5
.0

1
2
,8

0
6
,9

5
8

6
2
,8

3
8
.0

5
2
4
,5

2
0

6
1
,8

2
8

1
3
,3

9
3
,3

0
6

2
4
,4

8
6
,7

1
1

6
8
.1

1
2
.9

2
7
.5

有
・
無

1
7

宇
都

宮
東

武
・
上

野
団

地
・
岡

本
駅

西
口

宇
都

宮
東

武
上

野
団

地
岡

本
駅

西
口

1
0
.3

9
.1

9
9
,0

3
7

3
.0

2
9
7
1
1
1
.0

1
8
,9

8
2
,1

5
4

6
9
,0

5
1
.2

5
7
5
,8

9
1

6
7
,8

8
3

1
9
,6

2
5
,9

2
8

2
6
,9

0
7
,8

7
1

6
2
.1

0
4
.4

4
0
.0

有
・
無

1
8

氏
家

駅
前

・
馬

頭
車

庫
氏

家
駅

喜
連

川
馬

頭
車

庫
3
1
.5

6
.5

7
3
,4

5
2

5
.2

3
8
1
9
5
0
.4

1
8
,2

1
5
,5

4
4

1
5
1
,7

0
4
.0

1
,2

6
6
,2

3
9

1
4
9
,2

5
7

1
9
,6

3
1
,0

4
0

5
9
,1

1
6
,0

1
4

4
7
.5

4
2
.5

1
6
.2

有
・
無

1
9

西
那

須
野

駅
・
馬

頭
車

庫
西

那
須

野
駅

倉
骨

馬
頭

車
庫

3
1
.6

3
.9

8
0
,6

3
2

4
.5

3
6
2
8
4
4
.0

9
,9

0
5
,6

7
0

9
1
,4

5
0
.4

7
6
3
,3

4
8

8
9
,9

7
9

1
0
,7

5
8
,9

9
7

3
5
,6

3
6
,3

9
1

2
6
.8

2
4
.0

1
5
.6

有
・
無

2
0

西
那

須
野

駅
・
五

峰
の

湯
西

那
須

野
駅

黒
羽

高
校

五
峰

の
湯

2
3
.2

5
.7

9
0
,3

1
7

5
.2

4
6
9
6
4
8
.4

1
0
,9

4
0
,7

9
4

9
7
,8

5
7
.6

8
1
6
,5

2
1

9
6
,2

4
7

1
1
,8

5
3
,5

6
2

3
8
,1

3
3
,1

4
9

2
3
.1

4
4
.8

2
7
.3

有
・
無

2
1

大
田

原
市

役
所

・
五

峰
の

湯
大

田
原

市
役

所
黒

羽
高

校
五

峰
の

湯
2
2
.5

6
.5

8
6
,3

1
6

4
.7

4
0
5
6
8
5
.2

9
,5

6
0
,9

6
6

1
0
7
,7

0
7
.5

8
9
8
,5

3
4

1
0
5
,9

1
4

1
0
,5

6
5
,4

1
4

4
1
,9

7
1
,4

5
8

2
3
.3

4
3
.8

2
4
.7

有
・
無

2
2

那
須

塩
原

駅
・
那

須
湯

本
温

泉
那

須
塩

原
駅

広
谷

寺
那

須
湯

本
温

泉
2
4
.4

1
5
.0

1
3
4
,9

0
4

7
.7

1
0
3
8
7
6
0
.8

5
4
,7

7
0
,2

0
0

2
6
7
,7

6
5
.6

2
,2

3
4
,1

6
8

2
6
3
,3

5
1

5
7
,2

6
7
,7

1
9

1
0
4
,3

4
2
,8

9
9

5
2
.0

9
3
.9

5
8
.5

有
・
無

合
計

2
,4

3
4
,0

3
0

1
3
,7

5
1
,2

7
2
.1

6
2
3
,1

7
4
,1

0
4

2
,9

2
0
,4

7
5
.6

2
4
,3

6
9
,4

6
4

2
,8

7
2
,5

3
8

6
5
0
,4

1
6
,1

0
6

1
,1

3
8
,0

5
0
,9

2
1

5
2
.0

9
×

3
6
5
/
3
6
5

4
2
.0

6
×

3
6
5
/
3
6
5

3
9
.9

4
×

3
6
5
/
3
6
5

［
記

載
要

領
]

  
１

．
こ

の
書

類
は

、
補

助
対

象
期

間
（
補

助
金

交
付

要
綱

第
５

条
で

定
め

る
期

間
）
の

前
々

年
度

（
基

準
期

間
）
並

び
に

基
準

期
間

の
前

年
度

、
基

準
期

間
の

前
々

年
度

の
実

績
に

つ
い

て
、

補
助

対
象

期
間

の
末

日
現

在
に

お
け

る
状

態
に

応
じ

て
、

運
行

系
統

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
（
補

助
対

象
系

統
の

み
記

載
す

る
こ

と
）
。

　
　

（
但

し
、

前
年

度
の

補
助

対
象

期
間

に
係

る
生

活
交

通
確

保
維

持
改

善
計

画
の

添
付

書
類

と
し

て
既

に
提

出
し

て
い

る
場

合
は

、
基

準
期

間
の

前
年

度
及

び
基

準
期

間
の

前
々

年
度

に
係

る
様

式
第

１
－

５
の

添
付

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

）
　

　
　

な
お

、
様

式
１

－
８

に
基

づ
く
申

請
に

つ
い

て
は

当
該

年
度

の
実

績
に

つ
い

て
、

補
助

対
象

期
間

の
末

日
現

在
に

お
け

る
状

態
に

応
じ

て
、

運
行

系
統

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
（
補

助
対

象
系

統
の

み
記

載
す

る
こ

と
）
。

　
２

．
申

請
番

号
は

、
生

活
交

通
確

保
維

持
改

善
計

画
認

定
申

請
書

の
申

請
番

号
と

同
一

の
も

の
と

す
る

こ
と

。
　

３
．

起
点

及
び

終
点

は
停

留
所

名
を

も
っ

て
記

載
し

、
主

な
経

由
地

は
他

の
運

行
系

統
と

区
別

で
き

る
停

留
所

名
を

も
っ

て
記

載
し

、
キ

ロ
程

は
小

数
点

以
下

第
１

位
ま

で
記

載
す

る
こ

と
。

　
４

．
運

行
回

数
は

、
補

助
対

象
期

間
の

前
々

年
度

（
基

準
期

間
）
中

に
お

け
る

１
日

の
平

均
を

小
数

点
第

１
位

（
第

２
位

以
下

切
り

捨
て

）
ま

で
算

出
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

１
往

復
を

運
行

回
数

１
回

と
し

、
循

環
系

統
の

場
合

は
、

１
循

環
で

運
行

回
数

１
回

と
す

る
。

　
５

．
１

人
平

均
乗

車
キ

ロ
は

、
運

行
系

統
ご

と
に

実
態

調
査

に
基

づ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

　
６

．
輸

送
人

キ
ロ

は
、

輸
送

人
員

×
１

人
平

均
乗

車
キ

ロ
に

よ
り

算
出

す
る

こ
と

。
　

７
．

運
送

収
入

は
、

当
該

運
行

系
統

の
補

助
対

象
期

間
の

前
々

年
度

（
基

準
期

間
）
の

運
送

収
入

に
つ

い
て

、
原

則
と

し
て

年
１

回
以

上
実

態
調

査
を

実
施

し
、

そ
の

結
果

に
よ

り
算

出
す

る
こ

と
。

ま
た

、
実

態
調

査
日

に
つ

い
て

も
記

載
す

る
こ

と
。

　
８

．
実

車
走

行
キ

ロ
は

、
小

数
点

第
１

位
（
第

２
位

以
下

切
り

捨
て

）
ま

で
算

出
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

　
９

. 
１

系
統

当
り

経
常

費
用

は
、

補
助

対
象

事
業

者
の

実
車

走
行

キ
ロ

当
た

り
経

常
費

用
に

当
該

系
統

の
実

車
走

行
キ

ロ
を

乗
じ

た
も

の
と

す
る

。
　

1
0
．

平
均

賃
率

は
、

停
留

所
相

互
間

総
運

賃
額

÷
停

留
所

相
互

間
総

キ
ロ

に
よ

り
銭

単
位

ま
で

算
出

す
る

こ
と

（
銭

未
満

切
捨

て
）
。

た
だ

し
、

補
助

対
象

期
間

中
の

前
々

年
度

（
基

準
期

間
）
に

運
賃

改
定

が
あ

っ
た

場
合

の
当

該
運

行
系

統
の

平
均

賃
率

は
、

表
中

の
計

算
式

に
よ

り
算

出
す

る
こ

と
。

な
お

、
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

ス
ト

ラ
イ

キ
、

積
雪

等
の

理
由

に
よ

り
バ

ス
が

運
行

さ
れ

な
か

っ
た

日
は

適
用

日
数

か
ら

除
く
も

の
と

す
る

。
　

1
1
．

平
均

乗
車

密
度

は
(B

)÷
(C

)÷
(F

)と
連

算
し

、
そ

の
値

に
つ

い
て

、
小

数
点

第
１

位
（
第

２
位

以
下

切
り

捨
て

）
ま

で
算

出
す

る
こ

と
。

  
1
2
．

備
考

欄
に

は
、

補
助

対
象

期
間

の
前

々
年

度
（
基

準
期

間
）
中

に
運

行
回

数
の

変
更

が
あ

っ
た

場
合

、
ス

ト
ラ

イ
キ

、
積

雪
等

の
理

由
に

よ
り

バ
ス

が
運

行
さ

れ
な

か
っ

た
期

間
が

あ
っ

た
場

合
又

は
運

賃
改

定
が

あ
っ

た
場

合
等

特
記

す
べ

き
事

項
に

つ
い

て
、

変
更

年
月

日
又

は
期

間
及

び
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。
　

1
3
．

各
運

行
系

統
の

キ
ロ

程
、

輸
送

人
員

、
輸

送
人

キ
ロ

、
運

送
収

入
、

実
車

走
行

キ
ロ

、
運

送
雑

収
及

び
営

業
外

収
益

の
合

計
欄

に
つ

い
て

は
必

ず
記

載
す

る
こ

と
。

　
1
4
．

市
町

村
に

よ
る

回
数

券
購

入
等

の
有

無
は

、
運

送
収

入
に

含
ま

れ
る

も
の

の
有

無
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

　
（
注

）
上

記
、

記
載

要
領

中
３

．
以

降
に

お
い

て
、

前
々

年
度

（
基

準
期

間
）
と

あ
る

の
は

１
．

但
し

書
き

に
該

当
し

な
い

場
合

は
、

基
準

期
間

の
前

年
度

、
基

準
期

間
の

前
々

年
度

を
追

加
し

て
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
２

．
但

し
書

き
に

該
当

し
な

い
場

合
は

、
基

準
期

間
の

前
年

度
、

基
準

期
間

の
前

々
年

度
、

基
準

期
間

の
前

々
々

年
度

、
基

準
期

間
の

前
々

々
々

年
度

を
追

加
し

て
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。
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×
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4
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×
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4
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×
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4
7
.8
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×
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/
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4
7
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4
×

3
6
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/
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6
8
.1
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×

3
6
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/
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6
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×
3
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/
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.0
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×
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2
.7

3
×

3
6
5
/
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6
5

計
（
B

）
+
（
D

）
+
（
E
）

1
系

統
当

た
り

経
常

費
用

（
円

）

運
賃

改
定

前
　

適
用

　
運

賃
改

定
後

　
適

用
の

平
均

賃
率

×
日

数
+
の

平
均

賃
率

×
日

数

総
適

用
日

数

平
均

賃
率

（
F
）

（
円

）

4
3
.3

3
×

3
6
5
/
3
6
5

4
5
.5

4
×

3
6
5
/
3
6
5

5
2
.0

2
×

3
6
5
/
3
6
5

5
2
.8

7
×

3
6
5
/
3
6
5

4
2
.7

5
×

3
6
5
/
3
6
5

平
均

乗
車

密
　

　
　

度
（
B

）
（
C

）
×

（
F
）

（
G

）

4
1
.2

1
×

3
6
5
/
3
6
5

１
人

平
均

乗
車

キ
ロ

（
km

)

輸
  

 送
人

キ
ロ

（
人

ｷ
ﾛ
）

運
送

収
入

（
B

）
（
円

）

実
車

走
行

キ
ロ

（
C

）
（
km

）

運
送

雑
収

（
D

）
（
円

）

営
業

外
収

  
 益

（
E
）

（
円

）

輸
送

人
員

（
人

）

実
態

調
査

日
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利用者意見について 

事業者名：関東自動車株式会社 

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 自社ホームページにおいて、利用促進の観

点で意見要望を収集 

令和元年 10 月 
～ 

令和 2 年 5 月 

・運行本数を増やしてほしい。 
・IC カードを導入してほしい。 
・紙製の簡易時刻表を作って欲しい。 
・バスの定時性を確保してほしい。 

2 バス停にて利用者促進の観点で意見を聴取 令和 2 年 3 月 

・関東自動車バス停と旧東野バス停は一緒にした方が

いい。 
・バスが時間通りに来ないのをどうにかして欲しい。 
 

 
 

住民意見について 
市町村名：宇都宮市 

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 「LRT 事業に関するオープンハウス」来訪

者に対して意見聴取を実施 

令和 2 年 3 月 
～ 

4 月 

該当系統に関する主な意見 
 ・バスの運行本数が少なくて困る 
 ・住んでいるところは、１時間に１本しかバスがな 

く不便 
 ・芳賀方面に行くバスが少なくて不便 
 ・陽東地区を巡回する右回り、左回りのバスが廃止 

になるかもと聞いた。どちらかでもいいので残し 
て欲しい。 

 ・ミヤバスのような巡回バスを郊外にも走らせても 
らえば、もっとバスを利用しやすくなる 

 ・岡本・御幸方面からベルモールに行けるバスが欲 
しい 

バスに関する一般的な意見 
 ・全盲の方などが乗車するときがすごく大変そうだ 

ったので、バリアフリー化したほうがいい 
 ・宇都宮のバスは現金かバスカードでの支払いなの 

で不便 
 ・LRT が完成したら、バスとの連携をスムーズにし 

てほしい 
 ・バスは本数も少なく値段も高い 
 ・駅東側のバスの本数が少なすぎる 
 ・ミニバスを市内にもっと走らせるべきだ 

 
市町村名：日光市 

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 
市役所、地区センター及び出張所ホームペ

ージ等において、市民からの要望、苦情等

の意見を聴取 
通年 

全体への意見 
 ①バスの路線図、時刻表をもっとわかりやすくして 

欲しい。 
 ②バスの運行本数を増やして欲しい。 
 ③Suica などの IC カードを使えるようにして欲し 

い。 
 
事業者別 
 関東自動車（株）への意見 
 ・需要に対応するバスを運行してほしい。 
 ・高齢者が継続して利用できるよう運賃を下げて欲 

しい。 
 ・運転手の対応や運転マナーをもと丁寧にして欲し 

い。 
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市町村名：塩谷町 

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 塩谷町地域公共交通会議にて、利用促進の

観点で意見聴取 令和元年 1 月 

①高齢者等の交通弱者にの移動手段となっており、買

物や通院等で利用する方が多いと聞いている。現状

どおりの運行を願いたい。 
②本町から宇都宮市内に通う高校生の通学手段とな

っており、部活動等もあるため、継続して運行を願

いたい。 

２ 高齢者向け公共交通利用促進活動にて意見

聴取 令和元年 10 月 
・免許返納した方や、運転に不安がある方のために、 
通院や買い物等の移動手段として必要であるため、 
現状どおりの運行を願いたい。 

3 PTA 連絡協議会にて意見聴取 令和 2 年 2 月 ①もっと遅い時間まで運行してもらいたい。 
②便数を増やしてほしい。 

 
市町村名：上三川町 

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 
ゆうがおバスアンケート 
上三川町デマンド交通アンケート調査 
（路線バス等に対する意見を抽出） 

令和 2 年 1 月 
令和 2 年 3 月 

実施 

・ショッピングモールにアクセスできる公共交通手段

の充実をしてほしい 
・定刻に来ない経験が重なったので定刻運行をしてほ

しい 
・IC カードでの決済やアプリ等の導入を進めてほし

い。 
・子供の送迎ができないときに、使えるというだけで

安心する 
 

市町村名：鹿沼市  

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 

公共交通全体の利用促進の観点で実施 
※「市政に関する世論調査」内 
 
質問内容 
1 まちづくりで特に重点をおくべきと思

う事項について（市の施策４１項目から選

択） 
2 電車時刻表の検索方法について 
3 キャッシュレス決済の浸透度について 

令和元年 9 月 
実施 

 
1 まちづくりにおける重点項目上位 5 項目 
 ①人口減少対策への対応 26.4％ 
 ②公共交通機関の整備 26.1％ 
 ③道路・歩道の整備 25.6％ 
 ④子供の遊び場の整備 21.2％ 
 ⑤高齢者福祉の充実 19.8％ 
2 時刻表検索方法 
 ①乗換サイト・アプリ 58.9％ 
 ②駅で直接確認 21.8％ 
 ③運行事業者の HP 8％ 
3 キャッシュレス決済の利用実態 
 ①電子マネー（Suica 等） 38.1％ 
 ②クレジットカード 37.1％ 
 ③利用していない 25.2％ 
 ④今後の利用を検討中 11.7％ 
 ⑤QR コード 9.4％ 
 ⑥スマホを持っていない 9.1％ 
 

 
市町村名： 那須烏山市 

 
実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 

バス利用者の観点で、地域間幹線系統であ

る関東自動車（株）「JR 氏家駅～喜連川～

馬頭車庫」線の利用者の多い沿線自治会長

に依頼して住民意見を聴取。 

令和 2 年 4 月 ・特段意見無し 
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市町村名：那須塩原市 

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 

①市地域バス利用者、窓口、電話、市への提

言（市ホームページ）等で寄せられた意

見・要望（随時） 
②ふれあい祭りアンケート 
 日程：令和元年７月８日（日） 
②「バスの日イベント」アンケート 
 日程：令和元年９月１５日（日） 
 場所：ゆーバス車内（全便） 
 

令和元年 5 月 
～ 

令和 2 年 5 月 

全体への意見 
 ・運行本数を増やして欲しい 
 ・運賃を安くして欲しい 
 ・鉄道や他のバスとの接続 
 ・停留所・路線の新設 
 ・病院や商業施設の敷地内への乗入 
 ・交通系 IC カードを利用できるようにして欲しい 
 ・運行時間帯の拡大（夜間の便の増加） 
関東自動車への意見 
 ・観光案内所での運行情報を得られるようにして欲

しい 
 ・黒磯駅～那須塩原駅間の運行本数が増えたのは良

かった 

 
市町村名： 市貝町 

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 

窓口に来庁者に、利用促進の観点で簡易ア

ンケートを実施 
 
質問内容 
 1 バス全体 
  ①バス利用頻度（週 1 回以上、月 1- 
   3 回、年に数回、全くない） 
  ②バスに乗る時、ダイヤをどうやっ 

て調べますか（バス停で見る、HP 
で検索する、営業所に電話で聞く、 
その他） 

  ③どういうサービスがあれば、バスを 
もっと利用できますか（自由意見） 

 
 2 事業者別 
  ・関東自動車（株）の路線について 

令和元年 4 月 
～ 

令和 2 年 5 月 
実施 

1 全体への意見 
 ①バス利用は、通勤通学で利用する方が多く週 5 位 

の頻度であるが、全く利用しない方もいる。 
 ②バスダイヤは、通勤通学で利用する方は、バス 

停での確認が多く、頻度が少ない方は HP で検索 
する方が多い。 

  
 

③Suica など IC カードを使えれば便利、。 
  朝夕ラッシュにあたり、到着が１時間近く遅れる

時もあり、小さくてもバス停に電光掲示板でお知ら

せがあると便利 
 
2 事業者別 
 〇関東自動車（株）への意見 
  宇都宮行に最終便が早い 
  土日の最終便を遅らせて欲しい。 
 

 
市町村名： 芳賀町 

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 

「令和元年度町政に関する満足度調査」を、

無作為に抽出した住民 500 人に対して実

施。 
 
質問内容 
・人口減少対策の有効な手段として、「公共

交通の充実度」 
・町の事業に対する意見・要望 
※公共交通に関する質問のみ抜粋 

令和 2 年 1 月 
～ 
2 月実施 

〈子育てに負担や不安を感じている点〉 
 ・高校進学後の交通手段 
 ・高校への送迎が負担 
 ・どこに行くにも子供の送迎に負担がかかる 
 ・（公共交通が不足しているため）朝の送迎や塾の送

迎などで、仕事を続けることが難しい 
〈町の事業に対する意見〉 
 ・公共交通の充実をお願いしたい 
 ・中学校までの交通手段に充実、LRT の早期整備 
 ・運転免許を持っていないので交通面で非常に不便

を感じる。居住地から LRT 停留場までの交通手段

を充実させてほしい 
〈「公共交通の充実」に対する重要度指数と満足度指

数〉 
 ・重要度 76.1 満足度 40.3 
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市町村名： 真岡市 

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 

市民意向調査 
市民 3,000 人対象（無作為抽出）、 
毎年実施 
 
調査内容 
「公共交通」に関する質問を抜粋 
① バス・鉄道等の利用しやすさ 
② 市として力を入れて欲しい施策 
③ バリアフリーについて 

令和元年 4 月 
～ 
5 月実施 

①…「良いと感じている」という回答が、約 35％であ

った。 
②…「公共交通ネットワークの整備」が、約 27％で 39
項目中 4 位という結果だった。 

③…交通機関に関して、「不自由や不具合を感じてい

る」という回答が、約 46％であった。 

 
市町村名： 大田原市 

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 

公共交通を利用している方を 

対象とした利用アンケート 

 

大田原市役所の窓口及び大田原市営バス

車内にアンケート用紙及び回収箱を設置

し、公共交通利用者を対象に実施。 

回答数は 36 件 

 

○調査内容 

⑴居住地域 

⑵外出状況 

⑶利用する交通機関 

⑷改善点 

⑸要望 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R2.5.11～ 

R2.5.17 

実施 

 

・公共交通アンケート結果 

⑴居住地域 

大田原市 25 名 

 那須塩原市 6 名 

 那珂川町  1 名 

 その他   2 名 

⑵外出状況 

 通勤・通学 週 5～6日 18 名 

 買い物   週 1～2日 15 名 

 通院    月 1～5回 7名 

 その他（趣味等）月 1～5回 10 名 

⑶利用する交通機関 

 大田原市営バス 61 件 

 関東バス    34 件 

 デマンド交通  5 件 

 鉄道・近隣自治体のバス 34 件 

⑷改善点 

 運行本数を増やす 21 件 

 運行時間を早める 8 件 

 (夕方、新幹線への乗り継ぎ改善) 

 運行時間を延ばす 6 件 

 (休日ダイヤ) 

 行き先・経路を分かりやすく 4件 

 待合環境を整備する 4 件 

 乗継時間を見直す  4 件 

⑸要望 

 通勤先の近くへの停留所設置 

 通勤時間帯(朝・夕)の増便 
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実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

 

２．バス通学している黒羽高校生を 

対象とした路線バス利用者アンケート 

 

市営バス、関東バス、大田原市デマン

ド交通について、黒羽高校生のうちバス

通学者を対象に実施。 

回答数は 170 件。 

 

○調査内容 

⑴居住地域 

⑵利用バス 

⑶要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2.5.8～ 

R2.6.5 

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 居住地域 

 ・大田原市  48.8％ 

・那須塩原市 48.2％ 

・矢板市    1.2％ 

・那須町    1.8％ 

 

⑵ 利用する公共交通 

・市営バス            35.9％ 

 ・関東バス            51.5％ 

 ・デマンド交通       1.2％ 

・鉄道と市営バス      5.4％ 

・鉄道と関東バス        1.8％ 

 ・市営バスと関東バス    2.4％ 

・関東バスとデマンド交通 0.6％ 

 

 

⑶ 要望 

市営バス 雲巌寺線 

・登校時間の便を増やしてほしい。 

 

市営バス 黒磯駅・黒羽高校線 

・登校時間の便を増やしてほしい。 

・下校時間の便を増やしてほしい。 

（12～13 時の便、16～17 時の便） 

 

関東バス 西那須野駅-五峰の湯 

・下校時の時刻を早めてほしい。 

・登校時の台数を増やしてほしい。 

 

関東バス 大田原市役所-五峰の湯 

・登校時の台数を増やしてほしい。 

・下校最終便の出発時間の見直し。 
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市町村名： 那須町 

実施内容 実施日 意見やアンケート結果 

１ 

利用者の乗降が多い黒磯駅および道の駅那

須高原友愛の森において、住民を対象に利

用促進の観点で簡易アンケート調査を実施

した。 
 
質問内容 
1 主な行先について 
2 利用頻度について 
3 乗継について 
4 運賃サービスについて 
5 自由意見 

令和 2 年 5 月 

1 主な行先 
 ・自宅 9 件   参考（出発地） 
         ・病院 2 件 ・商業施設 3 件 
         ・職場 1 件 ・福祉施設 1 件 
         ・友人宅 1 件・無回答 1 件 
 ・商業施設 1 件 参考（出発地） 
         ・自宅 
 
2 利用頻度 
 ・週 1、2 回 3 件 ・月数回 1 件 
 ・週 3、4 回 3 件 ・初利用 1 件 
 ・週５回 2 件 
 
3 乗継 
 ・しやすい 3 件  ・乗継なし 4 件 
 ・しづらい 1 件 
 
4 運賃サービス 
 ・知っている 3 件 参考（使用サービス） 
          ・おでさぽ 70 所持 1 件 
          ・定期券所持 1 件 
          ・回数券所持 1 件 
 ・知らなかった 7 件 
 
5 自由意見 
 ・バス停に屋根とベンチが欲しい 
 ・便数を増やして欲しい 
 ・16 時台の下り方面の便が欲しい 
 ・車内のエアコン調整を良くして欲しい 

2 

交通結節点の黒磯駅および道の駅那須高原

友愛の森において、観光客を対象に利用促

進の観点で簡易アンケート調査を実施し

た。 
 
質問内容 
1 居住地域について 
2 主な行先について 
3 乗継について 
4 時刻表等の情報収集について 
5 自由意見 

令和 2 年 5 月 

1 居住地域 
 ・関東 1 件    参考（都道府県等） 
          ・埼玉県久喜市 1 件 
 
2 主な行先 
 ・宿泊施設 1 件 
 
3 乗継 
 ・しづらい 1 件 
 
4 情報収集 
 ・情報収集していない 1 件 
 
5 自由意見 
 ・なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 65 -



サービス向上策について 
 

事業者名：関東自動車株式会社 

意見等 サービス向上策等 

１ ・バス運行情報の提供 

〈令和２年３月末より旧東野交通車両も対応〉 

・バスロケーションシステムを導入し、バスのリアルタイム運行情

報・接近情報をウェブ上やデジタルサイネージにて提供している。 

・運行時刻や時刻表、運賃をウェブ上で提供している。 

２ ・IC カードの導入 ・導入に向けて検討している。 

３ ・路線の維持、確保 ・地域や行政と連携し、現行の運行本数を維持していきたい。 

４ ・車両のバリアフリー化 ・引き続きノンステップバスの導入を進めていく。 

５ ・定時性の確保 

・バスロケーションシステム等の運行実績データを活用し、より良

い運行計画を策定していく。 

・バスロケーションシステム導入車両を拡大していく。 

６ ・バス待ち環境の改善 
・地域、行政、バス協会と協力し、バス停上屋や自転車駐輪場の整備

を継続実施していく。 

7 ・新しい系統を運行してほしい ・具体的な場所など関係市町と協議の上、検討したい。 

8 ・運賃を安くしてほしい ・企画乗車券など利用幅が広がるような券種を検討していく。 

9 ・便数を増やして欲しい ・お客様の利用状況などを考慮しながら検討していく。 

10 ・始発終発の時刻を見直してほしい ・お客様の利用状況などを考慮しながら検討していきたい。 

11 ・接客態度が悪い ・指導教育により接客マナーの向上に努めていく。 

12 ・バス停の間隔が離れていて乗りにくく感じる ・バス停の間隔が広く設置の必要性があれば検討していきたい。 
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地域間幹線系統確保維持計画 

（ジェイアールバス関東株式会社） 

 

 

                                   

 

 

 

 

栃木県生活交通対策協議会 
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0240516
資料１－６



運
行
系
統
名
目
的
・
必
要
性

定
量
的
な
目
標
・
効
果

塩
原
本
線

塩
原
温
泉
病
院
へ
の
通
院

塩
原
地
区
か
ら
関
谷
地
区
・
西
那
須
野
地
区
へ
の
通
勤

塩
原
地
区
か
ら
の
通
学
・
買
い
物

令
和
元
年
度
は
平
均
乗
車
密
度
が
2
.8
で
あ
っ
た
。

運
行
回
数
の
確
保
と
平
均
乗
車
密
度
3
以
上
の
利
用

を
目
標
と
す
る
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生
産
性
向
上
の
取
組
に
つ
い
て

栃
木

県
 交

通
政

策
課

  

実
施

内
容

想
定

さ
れ

る

実
施

主
体

効
果

目
標

実
施

時
期

そ
の

他
特

記
事

項

列
車

、
バ

ス
、

旅
館

宿
泊

の

パ
ッ

ケ
ー

ジ
企

画
商

品

バ
ス

事
業

者

JR
大

宮
支

社

JR
提

携
旅

館

増
収

額
1
％

通
年

旅
行

者
の

年
齢

層
の

若
返

り

事
前

に
観

光
地

の
情

報
を

把

握
し

て
か

ら
訪

れ
る

旅
行

者

を
増

加
さ

せ
る

こ
と

を
引

き

続
き

実
施

し
て

い
く

ふ
る

さ
と

納
税

返
礼

品

（
バ

ス
乗

車
券

）

バ
ス

事
業

者

那
須

塩
原

市
増

収
額

1
％

令
和

２
年

9
月

～

さ
と

ふ
る

サ
イ

ト
を

活
用

し
、

二
日

間
有

効
の

フ
リ

ー

き
っ

ぷ
を

返
礼

品
と

し
て

提

供
す

る
。

※
滞

っ
て

い
た

た
め

再
活

す

る
。

塩
原

本
線

乗
車

券
を

塩
原

商

工
会

で
発

行
す

る
敬

老
商

品

券
の

引
換

対
象

品
に

組
入

れ

バ
ス

事
業

者
増

収
額

1
％

通
年

引
き

続
き

実
施

す
る

。

1
2
1
.3

3
.1

バ
ス

系
統

と
し

て
維

持
す

る
理

由

（
個

別
具

体
的

な
理

由
）

事
業

者
名

路
線

名
H

3
1

輸
送

量

H
3
1

平
均

乗
車

密
度

西
那

須
野

駅
～

塩
原

温
泉

ｼﾞ
ｪｲ

ｱｰ
ﾙﾊ

ﾞｽ
関

東
㈱

那
須

塩
原

市
（

旧
西

那

須
野

町
、

旧
塩

原
町

）

【
バ

ス
事

業
者

回
答

欄
】

生
産

性
向

上
に

向
け

た
具

体
的

な
取

組
内

容
関

係
市

町
村

西
那

須
野

駅
か

ら
塩

原
地

区
を

直
接

結

ぶ
唯

一
の

公
共

交
通

機
関

で
あ

り
、

塩

原
地

区
に

お
け

る
高

校
生

の
通

学
や

高

齢
者

の
通

院
等

に
重

要
な

路
線

と
な

っ

て
い

る
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令
和

3
年

度

栃
木

県
ジ

ェ
イ

ア
ー

ル
バ

ス
関

東
(1

)
塩

原
本

線
（
第

1
号

）
5
,3

3
5

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

（
注

）

１
．

本
表

に
記

載
す

る
運

行
予

定
系

統
を

示
し

た
地

図
（
運

行
予

定
系

統
が

熊
本

地
震

被
災

市
町

村
に

お
け

る
応

急
仮

設
住

宅
の

１
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

内
を

経
由

す
る

こ
と

を
図

示
し

た
も

の
を

含
む

）
を

添
付

す
る

こ
と

。

表
１

　
地

域
公

共
交

通
確

保
維

持
事

業
に

よ
り

運
行

を
確

保
・
維

持
す

る
運

行
系

統
の

概
要

及
び

運
行

予
定

者
（
地

域
間

幹
線

系
統

）

３
．

補
助

対
象

期
間

の
計

画
と

比
較

し
、

翌
年

度
及

び
翌

々
年

度
の

計
画

が
同

じ
若

し
く
は

曜
日

の
違

い
に

よ
る

運
行

回
数

以
外

に
変

更
が

な
い

場
合

に
つ

い
て

は
、

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

で
足

り
る

も
の

と
す

る
。

　
（
 記

載
例

 「
令

和
○

年
度

、
令

和
○

年
度

に
つ

い
て

は
、

令
和

○
年

度
事

業
か

ら
　

土
日

・
祝

日
の

日
数

に
よ

る
運

行
回

数
等

の
違

い
を

除
き

、
変

更
が

な
い

た
め

省
略

」
）

２
．

「
特

例
措

置
」
に

は
、

地
域

公
共

交
通

再
編

実
施

計
画

の
認

定
を

受
け

、
地

域
間

幹
線

系
統

に
係

る
特

例
措

置
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
は

「
１

」
を

、
平

成
２

９
年

８
月

２
日

改
正

附
則

第
２

条
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
に

は
「
２

」
を

、
補

助
金

交
付

要
綱

別
表

２
　

５
．

た
だ

し
書

き
に

該
当

す
る

場
合

に
は

「
３

」
を

記
載

す
る

。

特 例 措 置

合
　

　
　

　
　

計

都
道

府
県

（
市

区
町

村
）

運
行

予
定

者
名

運
行

系
統

名
（
申

請
番

号
）

確
保

維
持

事
業

に
要

す
る

国
庫

補
助

額
（
千

円
）

※
令

和
4
年

度
、

令
和

5
年

度
に

つ
い

て
は

、
令

和
3
年

度
事

業
か

ら
土

日
・
祝

日
の

日
数

に
よ

る
運

行
回

数
等

の
違

い
を

除
き

、
変

更
が

な
い

た
め

省
略
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

ﾙ÷ﾁ

3,530

(9.6)

( )

( )

( )

第1号 29,839,311 円 153,672.9 ．ｋｍ 25,401,501 円 153,672.8 ．ｋｍ 23,199,176 円 153498.6 ．ｋｍ 円 円 円 円

．ｋｍ 円 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 円 円 円

．ｋｍ 円 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 円 円 円

．ｋｍ 円 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 円 円 円

29,839,311 円 153,672.9 ．ｋｍ 25,401,501 円 153,672.8 ．ｋｍ 23,199,176 円 153498.6 ．ｋｍ 円 円 円 円

第1号 円 円 千円 千円 円 円 5,334,940 円 17.04 ％ 円 ％ 円 ％ 83 ％

円 円 円 千円 千円 円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 円 円 千円 千円 円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 円 円 千円 千円 円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 円 千円 千円 円 円 5,334,940 円 17.04 ％ 円 ％ 円 ％ 83 ％

復　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ
％

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ

補助ブロック名
補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用

（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

北関東 ４０９円.３７銭 ３０３円.９１銭 ３０３円.９１銭

塩原本線 西那須野 関谷宿 塩原温
泉

日 回

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック

名

申請
番号

特

例

措

置

運行
系統
名

運行系統

起点
主な
経由
地

終点

特

例

措

置

申請
番号

補助ブ
ロック

名

ワ

北関東

第1号 365

回

日 回

日 回

日

往　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ
人

往　．　Ｋｍ
人

人

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

合計

特

例

措

置

復　．　Ｋｍ 21.7Ｋｍ
系統

補助ブロック
外乗入部分
及び同一補
助ブロック都
道府県外乗
入部分以外
のキロ程の

比率

合計

北関東

（チー（リ＋
ヌ））÷チ＝

ヲ’

基準期間の前々年度

計画実車走
行キロ

100%

ソのうち補助ブロック
外乗入部分、同一補
助ブロック都道府県

外乗入部分及び他路
線との競合部分以外

に係るもの

計画平均
乗車密度
が5人未満

の路線

％ 　　　円　　　銭

153,202.Ｋｍ 46,559,619円

補助ブ
ロック

名

申請
番号

ソ×ヲ＝ツ ソ×ヲ’＝ツ’

ソのうち補助ブロック外
乗入部分及び同一補助
ブロック都道府県外乗
入部分以外に係るもの 都道府県

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ’÷マ’＝

e

194円.17銭

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ復　．　Ｋｍ 21.7Ｋｍ

(d+e+f)/3 =ノ ノ×ワ以上の額：ヨ
実車走行

キロ
マ”

補助対象
系統の実

車走行キロ
当たり経常

収益
ヤ”÷マ”

＝d

26,073,448

経常収益
ヤ’

実車走行
キロ
マ

復　．　Ｋｍ

４０３円.１４銭 ３９８円.０８銭 ４２６円.８８銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

基準期間の前々年度
の

実車走行キロ（ハ”）
3,547,222.0

経常収支率 83.32

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走
行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キロ当たり経
常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キロ当
たり経常費用
　（基準期間）

ロ÷ハ＝ｃ

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

3,445,152
経常収支率 89.63

基準期間の前々年度
の

損益状況

乗合バス事業

営業収益 1,185,273 千円 営業外収益

営業損益 ▲ 243,390 千円 営業外損益 経常損益 ▲ 238,504

経常収益（イ”） 1,191,524

営業費用 1,428,663 千円 営業外費用 経常費用（ロ”） 1,430,028

▲ 142,157

経常収益（イ’） 1,229,292

営業費用 1,370,017 千円 営業外費用 経常費用（ロ’） 1,371,449

営業収益 1,222,370 千円 営業外収益

営業損益 ▲ 147,647 千円 営業外損益 経常損益

　　　令和３年度

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）
3,544,752

経常収支率 85.17

事業者名 ジェイアールバス関東株式会社

補助対象期間の

前々年度(基準期間※)
の損益状況

乗合バス事業

営業収益 1,285,326 千円 営業外収益 経常収益（イ）

営業損益 ▲ 226,453 千円 営業外損益

1,288,737

営業費用 1,511,779 千円 営業外費用 経常費用（ロ）

（平均）

復21.8Ｋｍ
2.9

21.7Ｋｍ
27.8人

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ

経常損益 ▲ 224,482

②
①×②
＝③

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

リ ヌ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ = ト

３６３円５６銭

円　　　　銭

地域公共交通再編事業を実施
する区域におけるキロ程

オ

系統キロ程と地域公共交通再編事業
を実施する区域におけるキロ程との

比率

オ÷チ＝ク

1,432

5,490

ル

　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ
％

復　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

基準期間の前年度 基準期間

　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

100%
（平均）

チ

復21.8Ｋｍ 21.7Ｋｍ

往　．　Ｋｍ往21.7Ｋｍ （平均） 往　．　Ｋｍ （平均）

タ又はレのうちいずれ
か少ないほうの額

ソ

　．　Ｋｍ　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

％
往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ往　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ

補助対象経費
の限度額

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

補助対象系
統の実車走
行キロ当たり

経常収益
ヤ÷マ＝f

実車走行
キロ
マ’

％

負担割合

事業者自己負担

負担額

市区町村 その他の者

負担額 負担割合

ウの負担者とその負担割合

負担額 負担割合 負担額 負担割合

経常収益
ヤ

20,486,171

補助対象
経常収益
の見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

％

北関東

20,486,171 10,670 5,335

20,486,171

補助ブロック
外乗入部分、
同一補助ブ
ロック都道府
県外乗入部分
及び他路線と
の競合部分以
外のキロ程の

比率

（チー（リ＋ヌ
＋ル））÷チ＝

ヲ

100%

％

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

他路線
との競
合率

％

％

％

往　．　Ｋｍ （平均）

　．　Ｋｍ

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

％

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

36,642,344 31,307,404合計

※令和3、4年度は曜日の違いによる運行回数以外に変更はありません。

10,669,880円 25,972,464円

20,486,171

経常費用から
経常収益を
控除した額

ニ×ワ－ヨ＝ム

損失額から国庫補
助額を控除した額

ム－ラ＝ウ

36,642,344 31,307,404

「その他の者」
の具体的概要

計画額

ナ×1/2＝ラ

20,951,829

10,669,880円 10,670 25,972,464円

ツ×みなし運行回数／①
計画運行回数＝ネ

5,335

補助対象経費

ナ

　．　Ｋｍ

153,202.Ｋｍ 46,559,619円 170円.19銭

％ 　　　円　　　銭

％ 　　　円　　　銭

往　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ

　　　円　　銭

　　　円　　銭

165円.29銭

　　　円　　銭

　　　円　　銭

151円.13銭

　　　円　　銭

　　　円　　銭

経常収益
ヤ”

補助対象系統のキロ当たり経常収益

ヘ×ワ以下の額：カ

補助対象
経常費用
の見込額

26,073,448

カ×9/20＝レ

20,951,829

20,486,171

　　　円　　銭 　　　円　　銭 　　　円　　銭

カ－ヨ＝タ

20,486,171

3,411

1,440

1,971

6,922

計画運行
日数

計画運行回数

（　　）

計画平均乗車密度
計画

輸送量
系統キロ程

往21.7Ｋｍ

①＝カッコ内

1,513,219

6,251

1,365

4,886

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業
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表
４

　
別

表
１

及
び

別
表

３
の

補
助

事
業

の
基

準
ハ

に
基

づ
き

、
協

議
会

が
「
広

域
行

政
圏

の
中

心
市

町
村

に
準

ず
る

生
活

基
盤

が
 　

　
　

整
備

さ
れ

て
い

る
」
と

認
め

た
市

町
村

の
一

覧

都
道

府
県

名
広

域
行

政
圏

名
市

町
村

名
指

定
の

理
由

栃
木

県
那

須
地

区
旧

西
那

須
野

町
総

合
病

院
（
国

際
医

療
福

祉
大

学
病

院
）
・
高

等
学

校
（
那

須
清

峰
高

校
・
那

須
托

陽
高

校
）
・
大

規
模

商
業

施
設

（
イ

オ
ン

タ
ウ

ン
・
ヨ

ー
ク

ベ
ニ

マ
ル

）
を

有
す

る
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事業者名　　　ジェイアールバス関東（株）

実施日 意見

1
乗務員がお客さまから言われ
たことを収集
（塩原本線）

随時

①高速線のように一般線もWi-Fiを入れてほしい
②ＩＣカードを使えるようにしてほしい。
③通学定期券運賃と料金が高いので安価にしてほしい。
④那須塩原駅から塩原温泉までの直行便を運行してほし
い。
⑤現在一時間に一本しか運行してないので、もっと運行本数
を増やして欲しい

利用者意見について

実施内容
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市町村名　　那須塩原市

実施日 意見やアンケート結果
（１）全体への意見
・　運行本数を増やして欲しい
・　運賃を安くして欲しい
・　鉄道や他のバスとの接続の向上
・　停留所・路線の新設
・　病院や商業施設の敷地内への乗入
・　交通系ICカードを利用できるようにしてほしい
・　運行時間帯の拡大（夜間の便の増加）
・　手を上げたら乗れるようにして欲しい（フリー乗
降）

（２）ジェイアールバス関東㈱への意見
・　西那須野駅から医師会塩原温泉病院までへの
直通運行
・　塩原地区住民が西那須野方面を利用する際の
特別割引運賃の導入
・高校生(学生)定期代の値引き

住民意見について

実施内容（例）

①市地域バス利用者、窓口、電話、市へ
の提言（市ホームページ）等で寄せられ
た意見・要望（随時）

②ふれあい祭りアンケート
　日程：令和元年７月２８日（日）

②「バスの日イベント」アンケート
　日程：令和元年９月１５日（日）
　場所：ゆーバス車内（全便）

R1.5.16～
Ｒ2.5.18

※既存の資料において、当該地域間幹線系統に係る意見聴取が行われている場合には、当該資料を利用
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事業者名　　　ジェイアールバス関東（株）

サービス向上策等

1
高速線のように一般線も
Wi-Fiを入れてほしい

Wi-Fiを導入する予定は今の所はない。

2 ICカード導入 2021年地域連携suicaの導入を予定している。

3
通学定期券運賃と料金
が高いので安価にして
ほしい。

基準運賃によらない、割引率の高い通学定期乗車券額を地域別に設定
し、利用促進とすることを検討している。

4
那須塩原駅から塩原温
泉までの直行便を運行
してほしい。

観光旅客に対しての利便性は向上するが、地域利用を考慮するため慎重
に考えたい。

5

現在一時間に一本しか
運行してないので、
もっと運行本数を増やし
て
欲しい

今の収入や乗車状況では増便は難しい。

サービス向上策について

意見等
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西
那
須
野
駅

 

ア
グ
リ
パ
ル
塩
原

 

千
本
松
牧
場

 

も
み
じ
谷
大
吊
橋

 

塩
原
温
泉
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

 

ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
バ
ス
関
東
（
株
）塩
原
本
線

 
路
線
略
図

 

塩
原
温
泉
病

院
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地域間幹線系統確保維持計画 

（日光交通株式会社） 

 

 

                                   

 

 

 

 

栃木県生活交通対策協議会 
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1. 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性  
 

・ 電車通学等が不可能な児童の地域内小学校への輸送 
 

・ 商業施設及び医療機関等への輸送 
   (特に高齢者に対する移動手段の確保) 

 
・ 交通弱者に対する市街地、駅等への輸送 

 
 
 
 
 
2.  地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果  

 
・ 上記の目的、必要性を継続し、利用の定着化と利用者増を目指した 

取り組みとして 
① お客様の利便性の向上を目的とした、アンケート等の実施 
② 高齢者等が、安心できる移動手段としての地位の確立 
 

・ 利用者数の目標 
   ２４０人 / 日 

・ 生産性向上の取組 
    運行経路を見直し、昼間時間帯のダイヤについて大型商業施設まで終点を

延長することで、買い物客等の利用者増を図る。 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

- 102 -



 
 
生
産
性
向
上
の
取
組
に
つ
い
て

栃
木
県
生
活
交
通
対
策
協
議
会

実
施
内
容

想
定
さ
れ
る

実
施
主
体

効
果
目
標

実
施
時
期

そ
の
他
特
記
事
項

現
在
(こ
れ
ま
で
)の
取
組

①
運
転
免
許
自
主
返
納
者
支

援
事
業
で
利
用
促
進
を
図
る

日
光
市

日
光
交
通
（
株
）

平
成
2
5
年
度
～

日
光
市
が
「
高
齢
者
運
転
免

許
証
自
主
返
納
支
援
事
業
バ

ス
・
タ
ク
シ
ー
共
通
利
用

券
」
を
発
券
。
当
該
系
統
で

の
使
用
可
。

②
定
年
者
を
継
続
雇
用
し
人

件
費
を
削
減
し
て
い
る
。

今
後
も
継
続

令
和
２
年
３
月
末
現
在
バ
ス

運
転
士
2
4
名
中
4
名
が
定
年

前
の
給
料
の
約
7
5
％
で
雇

用
。

③
企
画
乗
車
券
の
発
売
。

「
鬼
怒
川
・
今
市
１
日
フ

リ
ー
パ
ス
」

年
間
発
売
枚
数

2
4
0
枚
を
目
指

す
（
1
2
0
,0
0
0

円
の
増
収
）

平
成
3
0
年
4
月
1

日 ～
発
売
開
始

月
平
均
2
0
枚
×
1
2
ヶ
月
＝

2
4
0
枚
 
１
枚
1
,0
0
0
円

（
カ
ッ
プ
率
5
0
％
＝
5
0
0

円
）
 
2
4
0
枚
×
5
0
0
円
＝

1
2
0
,0
0
0
円

④
運
行
経
路
の
見
直
し
（
短

縮
）

 
藤
原
行
政
セ
ン
タ
ー
が
鬼

怒
川
温
泉
駅
前
に
移
設
し
た

こ
と
で
利
用
者
が
減
少
し
て

い
る
鬼
怒
川
公
園
駅
～
鬼
怒

川
温
泉
駅
間
を
短
縮
し
、
平

均
乗
車
密
度
増
及
び
経
費
削

減
を
図
る
。

平
均
乗
車
密
度

の
向
上
及
び
収

支
改
善
率
1%
以

上
を
目
指
す
。

令
和
元
年
1
0
月

実
施
済

R
1
年
度
実
績
の
実
車
キ
ロ

1
3
6
,1
9
2
.4
㌔
-R
2
年
度
計

画
の
実
車
キ
ロ
1
1
8
,7
6
3
.8

㌔
=
1
7
4
2
8
.6
㌔
減

今
後
の
取
組

①
運
行
経
路
の
見
直
し
（
延

長
）

 
昼
間
時
間
帯
限
定
で
終
点

を
沿
線
の
大
型
商
業
施
設

(イ
オ
ン
今
市
店
)ま
で
延
長

し
、
当
該
施
設
の
利
用
客
を

取
り
込
む
こ
と
で
、
収
入
及

び
平
均
乗
車
密
度
の
増
加
を

図
る
。

平
均
乗
車
密
度

の
向
上
及
び
収

支
改
善
率
1%
以

上
を
目
指
す
。

令
和
2
年
1
0
月

予
定

実
車
キ
ロ
⇒
2
.4
㌔
増

運
行
回
数
⇒
7
回

新
設
予
定
バ
ス
停
⇒
3

路
線
名

事
業
者
名

関
係
市
町
村

生
産
性
向
上
に
向
け
た
具
体
的
な
取
組
内
容

鬼
怒
川
公
園
駅
～
下
今
市
駅

日
光
交
通
㈱

日
光
市
（
旧
藤
原
町
、

旧
今
市
市
）

1

日
光
交
通
（
株
）

R
1

輸
送
量

R
1

平
均

乗
車

密
度

バ
ス
系
統
と
し
て
維
持
す
る
理
由

（
個
別
具
体
的
な
理
由
）

1
5
.7

1
.5

 
今
市
地
域
と
藤
原
地
域
を
結
ぶ
路
線

で
あ
り
、
沿
線
に
は
病
院
や
商
業
施

設
、
小
学
校
も
あ
り
、
高
齢
者
の
通
院

や
買
い
物
、
小
学
生
の
通
学
の
重
要
な

足
と
な
っ
て
い
る
た
め
。
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令
和

３
年

度

「
令

和
４

年
度

、
令

和
５

年
度

に
つ

い
て

は
、

令
和

３
年

度
事

業
か

ら
土

日
・
祝

日
の

日
数

に
よ

る
運

行
回

数
等

の
違

い
を

除
き

、
変

更
が

な
い

た
め

省
略

」

栃
木

県
日

光
交

通
株

式
会

社
(1

)
鬼

怒
川

線
（
１

）
2
,2

0
7

（
日

光
市

）
(2

)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

（
注

）

１
．

本
表

に
記

載
す

る
運

行
予

定
系

統
を

示
し

た
地

図
（
運

行
予

定
系

統
が

熊
本

地
震

被
災

市
町

村
に

お
け

る
応

急
仮

設
住

宅
の

１
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

内
を

経
由

す
る

こ
と

を
図

示
し

た
も

の
を

含
む

）
を

添
付

す
る

こ
と

。

表
１

　
地

域
公

共
交

通
確

保
維

持
事

業
に

よ
り

運
行

を
確

保
・
維

持
す

る
運

行
系

統
の

概
要

及
び

運
行

予
定

者
（
地

域
間

幹
線

系
統

）

３
．

補
助

対
象

期
間

の
計

画
と

比
較

し
、

翌
年

度
及

び
翌

々
年

度
の

計
画

が
同

じ
若

し
く
は

曜
日

の
違

い
に

よ
る

運
行

回
数

以
外

に
変

更
が

な
い

場
合

に
つ

い
て

は
、

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

で
足

り
る

も
の

と
す

る
。

　
（
 記

載
例

 「
令

和
○

年
度

、
令

和
○

年
度

に
つ

い
て

は
、

令
和

○
年

度
事

業
か

ら
　

土
日

・
祝

日
の

日
数

に
よ

る
運

行
回

数
等

の
違

い
を

除
き

、
変

更
が

な
い

た
め

省
略

」
）

２
．

「
特

例
措

置
」
に

は
、

地
域

公
共

交
通

再
編

実
施

計
画

の
認

定
を

受
け

、
地

域
間

幹
線

系
統

に
係

る
特

例
措

置
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
は

「
１

」
を

、
平

成
２

９
年

８
月

２
日

改
正

附
則

第
２

条
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
に

は
「
２

」
を

、
補

助
金

交
付

要
綱

別
表

２
　

５
．

た
だ

し
書

き
に

該
当

す
る

場
合

に
は

「
３

」
を

記
載

す
る

。

特 例 措 置

合
　

　
　

　
　

計

都
道

府
県

（
市

区
町

村
）

運
行

予
定

者
名

運
行

系
統

名
（
申

請
番

号
）

確
保

維
持

事
業

に
要

す
る

国
庫

補
助

額
（
千

円
）
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）
「令和４年度、令和５年度については、令和３年度事業から土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

ﾙ÷ﾁ

鬼怒川 3870

温泉駅 （10.5）

( )

( )

( )

第1号 無 円

．ｋｍ 円 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 円 円 円

．ｋｍ 円 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 円 円 円

．ｋｍ 円 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 円 円 円

．ｋｍ 円 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 ．ｋｍ 円 円 円 円

1,712

0

1,712

2,045

0

2,045

2,364

0

2,364

復　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ
％

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ

補助ブロック名

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費

用
（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

北関東 262円 25銭 303円 91銭 262円 25銭

無 鬼怒川線 下今市駅 イオン 日 回

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック

名

申請
番号

特
例
措
置

運行
系統
名

運行系統

起点
主な
経由
地

終点

特
例
措
置

申請
番号

補助ブ
ロック

名

ワ

北関東

第１号 365

回

日 回

日 回

日

往　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ
人

往　．　Ｋｍ
人

人

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ
合計

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ
系統

補助ブロック
外乗入部分
及び同一補
助ブロック都
道府県外乗
入部分以外
のキロ程の

比率

合計

北関東

（チー（リ＋
ヌ））÷チ＝

ヲ’

基準期間の前々年度

計画実車走
行キロ

100%

経常収益
ヤ”

補助対象系統のキロ当たり経常収益

ヘ×ワ以下の額：カ

補助対象
経常費用
の見込額

(d+e+f)/3 =ノ ノ×ワ以上の額：ヨ カ－ヨ＝タ
実車走行

キロ
マ”

補助対象
系統の実

車走行キロ
当たり経常

収益
ヤ”÷マ”

＝d

経常収益
ヤ’

実車走行
キロ
マ

130,932.8ｋｍ 34,337,126円 13,020,910円 136,401.2ｋｍ 12,289,909円 136,401.2ｋｍ 12,191,244円

　　　円　　銭

　　　円　　銭

　　　円　　銭

　90円10銭

　　　円　　銭

　　　円　　銭

　　　円　　銭

　89円51銭

　　　円　　銭

　　　円　　銭

　　　円　　銭

136,192.4ｋｍ

北関東 240円 41銭 267円 03銭 279円 31銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

基準期間の前々年度の
実車走行キロ（ハ”）

529,369.9
経常収支率 93.83

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走
行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

528,842.3
経常収支率 77.38

基準期間の前々年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 117,056 千円 営業外収益

営業損益 △ 10,214 千円 営業外損益 経常損益 △ 7,850

経常収益（イ’） 119,420

営業費用 127,270 千円 営業外費用 経常費用（ロ’） 127,270

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 107,235 千円 営業外収益

営業損益 △ 33,983 千円 営業外損益 経常損益 △ 31,938

経常収益（イ） 109,280

営業費用 141,218 千円 営業外費用 経常費用（ロ） 141,218

　　　令和３年度

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）
530,397.5

経常収支率 76.93

事業者名 日光交通株式会社

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※

)
の損益状況

乗合バス事業

営業収益 112,258 千円 営業外収益 経常収益（イ）

営業損益 △ 35,892 千円 営業外損益

113,970

営業費用 148,150 千円 営業外費用 経常費用（ロ）

経常損益 △ 34,180

①＝カッコ
内

②
①×②
＝③

148,150

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

リ ヌ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ = ト

214円 87銭

円　　　　銭

地域公共交通再編事
業を実施する区域にお

けるキロ程

オ

系統キロ程と地域公共
交通再編事業を実施す
る区域におけるキロ程と

の比率

オ÷チ＝ク

％

0
（平均）

計画運行
日数

計画運行
回数

（　　）

計画平均乗
車密度

計画
輸送量

系統キロ程

チ

復16．9Ｋｍ 16．9Ｋｍ

往　．　Ｋｍ
人

往16．9Ｋｍ （平均） 往　．　Ｋｍ （平均）往0．0Ｋｍ （平均）

復0．0Ｋｍ
1.6

0．0Ｋｍ
16.8

補助対象
経常収益
の見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

　95円46銭

ル

　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ
％

復　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

基準期間の前年度 基準期間

　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

カ×9/20＝レ ソ

　．　Ｋｍ　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

％
往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ往　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ

補助対象経費
の限度額

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

補助対象
系統の実

車走行キロ
当たり経常

収益
ヤ÷マ＝f

実車走行
キロ
マ’

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益

ヤ’÷マ’＝e

経常収益
ヤ

％

タ又はレのうちいずれ
か少ないほうの額

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

％

％

％

　　　91円 69銭

　　　円　　　銭

　　　円　　　銭

　　　円　　　銭

補助ブロック
外乗入部分、
同一補助ブ
ロック都道府

県外乗入部分
及び他路線と
の競合部分以
外のキロ程の

比率

（チー（リ＋ヌ
＋ル））÷チ＝

ヲ

100%

％

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

他路線
との競
合率

100%

％

％

往　．　Ｋｍ （平均）

　．　Ｋｍ

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

％

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ

12,005,229円 22,331,897円 15,451,706円 15,451,706
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第1号 無 円 円 円 千円 千円 円 円 0 円 0 ％

円 円 円 千円 千円 円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 円 円 千円 千円 円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 円 円 千円 千円 円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 円 円 千円 千円 円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

補助ブ
ロック

名

申請
番号

特
例
措
置

ソのうち補助ブロック
外乗入部分、同一補
助ブロック都道府県

外乗入部分及び他路
線との競合部分以外

に係るもの

計画平均
乗車密度
が5人未満

の路線

ソのうち補助ブロック外
乗入部分及び同一補
助ブロック都道府県外
乗入部分以外に係るも

の

補助対象経費

ナ 負担割合

事業者自己負担

負担額

市区町村 その他の者

負担額 負担割合

都道府県

ウの負担者とその負担割合

負担額 負担割合 負担額 負担割合

15,451,706 15,451,706 4,414,773 4,414

合計

北関東

ソ×ヲ＝ツ ソ×ヲ’＝ツ’
ツ×みなし運行回数
／①計画運行回数

＝ネ

16.「計画平均乗車密度が５人未満の路線」の欄は、計画平均乗車密度が５人未満の路線についてのみ記載すること。なお、みなし運行回数とは当該運行系統の計画輸送量を５人で除した数値（端数切り捨て）をいう。

15.「計画実車走行キロ」の欄、「補助対象系統のキロ当たり経常収益」の「実車走行キロ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「系統キロ程と地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程との比率」の欄、「他路線との競合率」の欄、「補助ブロック外乗入部分、都道府県外乗入部分及び他路線との競合部分以外のキロ程の比率」の欄、「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分
以外のキロ程の比率」の欄については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「他路線との競合部分に係るキロ程」とは、他の運行系統との競合区間の合計が50％以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が１日当たり150人を超える部分のキロ程のことをいい、当該補助ブロック内区間（系統キロ程（チ）－補助ブロック外乗入部分のキ
ロ程（リ）－同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程（ヌ））に係るキロ程を記載すること。

11.「同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における都道府県外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる都道府県外乗入部分は（リ）に記載すること。

10.「系統キロ程」の欄、「地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程」の欄、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」の欄、「都道府県外乗入部分のキロ程」の欄及び「他路線との競合部分に係るキロ程」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復
のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

(1) 記載要領

2,207.0

経常費用から
経常収益を
控除した額

ニ×ワ－ヨ＝ム

損失額から国庫補
助額を控除した額

ム－ラ＝ウ

22,331,897 20,124,897

計画額

ナ×1/2＝ラ

 3．地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合は、地域公共交通再編実施計画の写し及び認定通知書の写し並びに再編特例を受けようとする系統の再編の概要

 2.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る様式第１－５の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象路線に係るものに限る）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る様式第１－５。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書
類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(2) 添付書類

20.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 1.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス等並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 2.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況（千円未満の端数は切り捨て）を損益状況欄に記載すること。

 3.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理
由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 4.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」の欄、「基準期間の前年度の損益状況」の欄、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 5.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６の名称を記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.申請番号は、事業者ごと、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 8.「特例措置」の欄は、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

 9.「計画運行回数」の欄には、補助対象期間中の全暦日数における総計画運行回数を記載する。また、カッコ内には１日当り計画運行回数又は平日１日当り計画運行回数のいずれかを記載する。

13.「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比率」の欄、「ソのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック都道府県外乗入部分以外に係るもの」の欄は、「特例措置」の欄に「１」又は「２」を記載した系統のみ記載すること。

19.「計画額」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

18.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」の欄の（ノ）は、基準期間、基準期間の前年度と基準期間の前々年度の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績を平均して算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、補助対象経常費用の見込額
の１１／２０に相当する額と都道府県協議会等が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額を記載すること。
　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の実績を平均して算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を記載すること。

17.「補助対象経費」の欄は、（ネ）（計画平均乗車密度が５人未満の路線）に記載がある場合は（ネ）の金額を記載し、記載がない場合は（ツ）の金額を記載する。また、「特例措置」の欄に「１」を記載した系統については、左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額に、（ツ’）の
金額から左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額を控除して得た金額に（ク）の比率を乗じて得た金額を加えた金額を記載する。さらに、「特例措置」の欄に「２」を記載した系統については、（ツ’）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

21.補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるものとする。
　　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

2,207,000円 10.97% 6,880,190円 34.18% 11,037,707円 54.85%

「その他の者」
の具体的概要
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様
式

第
１

－
５

（
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

専
務

取
締

役

主
任

経
常

費
用

1
鬼

怒
川

線
鬼

怒
川

公
園

駅
鬼

怒
川

温
泉

駅
下

今
市

駅
1
7
.6

1
0
.5

7
0
,9

6
7

4
.1

2
9
0
,9

6
4
.7

1
2
,0

0
8
,0

4
8
.0

1
3
6
,1

9
2
.4

0
1
8
3
,1

9
6

1
2
,1

9
1
,2

4
4

3
8
,0

3
9
,8

9
9

5
8
.7

1
1
.5

1
5
.7

有
・
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

合
計

1
7
.6

7
0
,9

6
7

2
9
0
,9

6
4
.7

1
2
,0

0
8
,0

4
8

1
3
6
,1

9
2
.4

0
1
8
3
,1

9
6

1
2
,1

9
1
,2

4
4

3
8
,0

3
9
,8

9
9

 （
担

当
部

門
の

名
称

）
 （

責
任

者
役

職
・
氏

名
）

管
理

部

事
　

　
業

　
　

者
　

　
名

日
光

交
通

株
式

会
社

 （
担

当
部

門
の

名
称

）
 （

責
任

者
役

職
・
氏

名
）

管
理

部
川

嶋
　

一
修

福
田

　
幸

大

運
行

系
統

別
輸

送
実

績
及

び
平

均
乗

車
密

度
算

定
表

（
令

和
元

年
度

）

運
　

　
行

　
　

系
　

　
統

年
　

間
　

輸
　

送
　

実
　

績
経

　
　

常
　

　
収

　
　

益
平

 均
 乗

 車
 密

 度
 算

 定

輸
　

送
　

量
（
A

）
×

（
G

）

市
町

村
に

よ
る

回
数

券
購

入
等

の
有

無

運
行

回
数

（
A

)
（
回

）

備
　

考
申

請
番

号
運

  
 行

系
統

名
起

点
主

　
 な

経
由

地
終

点
キ

ロ
程

（
km

）

１
人

平
均

乗
車

キ
ロ

（
km

)

輸
  

 送
人

キ
ロ

（
人

ｷ
ﾛ
）

運
送

収
入

（
B

）
（
円

）

実
車

走
行

キ
ロ

（
C

）
（
km

）

運
送

雑
収

（
D

）
（
円

）

［
記

載
要

領
]

  
１

．
こ

の
書

類
は

、
補

助
対

象
期

間
（
補

助
金

交
付

要
綱

第
５

条
で

定
め

る
期

間
）
の

前
々

年
度

（
基

準
期

間
）
並

び
に

基
準

期
間

の
前

年
度

、
基

準
期

間
の

前
々

年
度

の
実

績
に

つ
い

て
、

補
助

対
象

期
間

の
末

日
現

在
に

お
け

る
状

態
に

応
じ

て
、

運
行

系
統

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
（
補

助
対

象
系

統
の

み
記

載
す

る
こ

と
）
。

　
　

（
但

し
、

前
年

度
の

補
助

対
象

期
間

に
係

る
生

活
交

通
確

保
維

持
改

善
計

画
の

添
付

書
類

と
し

て
既

に
提

出
し

て
い

る
場

合
は

、
基

準
期

間
の

前
年

度
及

び
基

準
期

間
の

前
々

年
度

に
係

る
様

式
第

１
－

５
の

添
付

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

）
　

　
　

な
お

、
様

式
１

－
８

に
基

づ
く
申

請
に

つ
い

て
は

当
該

年
度

の
実

績
に

つ
い

て
、

補
助

対
象

期
間

の
末

日
現

在
に

お
け

る
状

態
に

応
じ

て
、

運
行

系
統

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
（
補

助
対

象
系

統
の

み
記

載
す

る
こ

と
）
。

　
２

．
申

請
番

号
は

、
生

活
交

通
確

保
維

持
改

善
計

画
認

定
申

請
書

の
申

請
番

号
と

同
一

の
も

の
と

す
る

こ
と

。
　

３
．

起
点

及
び

終
点

は
停

留
所

名
を

も
っ

て
記

載
し

、
主

な
経

由
地

は
他

の
運

行
系

統
と

区
別

で
き

る
停

留
所

名
を

も
っ

て
記

載
し

、
キ

ロ
程

は
小

数
点

以
下

第
１

位
ま

で
記

載
す

る
こ

と
。

　
４

．
運

行
回

数
は

、
補

助
対

象
期

間
の

前
々

年
度

（
基

準
期

間
）
中

に
お

け
る

１
日

の
平

均
を

小
数

点
第

１
位

（
第

２
位

以
下

切
り

捨
て

）
ま

で
算

出
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

１
往

復
を

運
行

回
数

１
回

と
し

、
循

環
系

統
の

場
合

は
、

１
循

環
で

運
行

回
数

１
回

と
す

る
。

　
５

．
１

人
平

均
乗

車
キ

ロ
は

、
運

行
系

統
ご

と
に

実
態

調
査

に
基

づ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

　
６

．
輸

送
人

キ
ロ

は
、

輸
送

人
員

×
１

人
平

均
乗

車
キ

ロ
に

よ
り

算
出

す
る

こ
と

。
　

７
．

運
送

収
入

は
、

当
該

運
行

系
統

の
補

助
対

象
期

間
の

前
々

年
度

（
基

準
期

間
）
の

運
送

収
入

に
つ

い
て

、
原

則
と

し
て

年
１

回
以

上
実

態
調

査
を

実
施

し
、

そ
の

結
果

に
よ

り
算

出
す

る
こ

と
。

ま
た

、
実

態
調

査
日

に
つ

い
て

も
記

載
す

る
こ

と
。

　
８

．
実

車
走

行
キ

ロ
は

、
小

数
点

第
１

位
（
第

２
位

以
下

切
り

捨
て

）
ま

で
算

出
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

　
９

. 
１

系
統

当
り

経
常

費
用

は
、

補
助

対
象

事
業

者
の

実
車

走
行

キ
ロ

当
た

り
経

常
費

用
に

当
該

系
統

の
実

車
走

行
キ

ロ
を

乗
じ

た
も

の
と

す
る

。
　

1
0
．

平
均

賃
率

は
、

停
留

所
相

互
間

総
運

賃
額

÷
停

留
所

相
互

間
総

キ
ロ

に
よ

り
銭

単
位

ま
で

算
出

す
る

こ
と

（
銭

未
満

切
捨

て
）
。

た
だ

し
、

補
助

対
象

期
間

中
の

前
々

年
度

（
基

準
期

間
）
に

運
賃

改
定

が
あ

っ
た

場
合

の
当

該
運

行
系

統
の

平
均

賃
率

は
、

表
中

の
計

算
式

に
よ

り
算

出
す

る
こ

と
。

な
お

、
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

ス
ト

ラ
イ

キ
、

積
雪

等
の

理
由

に
よ

り
バ

ス
が

運
行

さ
れ

な
か

っ
た

日
は

適
用

日
数

か
ら

除
く
も

の
と

す
る

。
　

1
1
．

平
均

乗
車

密
度

は
(B

)÷
(C

)÷
(F

)と
連

算
し

、
そ

の
値

に
つ

い
て

、
小

数
点

第
１

位
（
第

２
位

以
下

切
り

捨
て

）
ま

で
算

出
す

る
こ

と
。

  
1
2
．

備
考

欄
に

は
、

補
助

対
象

期
間

の
前

々
年

度
（
基

準
期

間
）
中

に
運

行
回

数
の

変
更

が
あ

っ
た

場
合

、
ス

ト
ラ

イ
キ

、
積

雪
等

の
理

由
に

よ
り

バ
ス

が
運

行
さ

れ
な

か
っ

た
期

間
が

あ
っ

た
場

合
又

は
運

賃
改

定
が

あ
っ

た
場

合
等

特
記

す
べ

き
事

項
に

つ
い

て
、

変
更

年
月

日
又

は
期

間
及

び
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。
　

1
3
．

各
運

行
系

統
の

キ
ロ

程
、

輸
送

人
員

、
輸

送
人

キ
ロ

、
運

送
収

入
、

実
車

走
行

キ
ロ

、
運

送
雑

収
及

び
営

業
外

収
益

の
合

計
欄

に
つ

い
て

は
必

ず
記

載
す

る
こ

と
。

　
1
4
．

市
町

村
に

よ
る

回
数

券
購

入
等

の
有

無
は

、
運

送
収

入
に

含
ま

れ
る

も
の

の
有

無
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

　
（
注

）
上

記
、

記
載

要
領

中
３

．
以

降
に

お
い

て
、

前
々

年
度

（
基

準
期

間
）
と

あ
る

の
は

１
．

但
し

書
き

に
該

当
し

な
い

場
合

は
、

基
準

期
間

の
前

年
度

、
基

準
期

間
の

前
々

年
度

を
追

加
し

て
読

み
替

え
る

も
の

と
し

、
２

．
但

し
書

き
に

該
当

し
な

い
場

合
は

、
基

準
期

間
の

前
年

度
、

基
準

期
間

の
前

々
年

度
、

基
準

期
間

の
前

々
々

年
度

、
基

準
期

間
の

前
々

々
々

年
度

を
追

加
し

て
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

運
行

計
画

担
当

部
門

補
助

金
担

当
部

門

1
系

統
当

た
り

経
常

費
用

（
円

）

実
態

調
査

日
　

　
　

　
　

　
　

　
令

和
元

年
　

６
月

２
７

日
・
２

９
日

・
３

０
日

実
施

営
業

外
収

  
 益

（
E
）

（
円

）

計
（
B

）
+
（
D

）
+
（
E
）

運
賃

改
定

前
　

適
用

　
運

賃
改

定
後

　
適

用
の

平
均

賃
率

×
日

数
+
の

平
均

賃
率

×
日

数

総
適

用
日

数

平
均

賃
率

（
F
）

（
円

）

平
均

乗
車

密
　

　
　

度
（
B

）
（
C

）
×

（
F
）

（
G

）

（
5
8
.7

1
×

3
6
5
）
/
3
6
5

輸
送

人
員

（
人

）

印 印
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事業者名　　　日光交通（株）

実施日 意見やアンケート結果

1

利用者から直接意見聴取。
鬼怒川温泉駅バス停
（ダイヤル営業所入口前）の
乗降者意見聴取内容
①バスに乗る際、運行時刻を
どのように調べるか。
②どんなサービスがあれば、
バスをもっと利用できるか。
③最近の利用感想など

R2.4.13
～R2.5.10

① ・ＨＰや電話での問い合わせ。
② ・ICカードを使えるようにしてほしい。
② ・商業施設へのアクセスを良くしてほしい。
③ ・バスの本数を増やしてほしい。
③ ・バス停に屋根やベンチがなく、悪天候の日などに不便。

実施内容

　利用者意見について
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事業者名　　　日光交通（株）

　　　サービス向上策等

① 　ＩＣカードが使えるようにしてほしい。 ＩＣカード導入の検討。

② 　バス停に屋根・ベンチ・風よけ等が欲しい。 自治体や関係各所と協議のうえ設置可能か検討する。

③ 　バスの本数を増やしてほしい。 既存の運行回数で利用者が多い時間帯にダイヤ編成する。

④
　路線図、時刻表をもっとわかりやすくして
ほしい。

路線図及び時刻表の記載方法について検討する。

意見等

　利用者や住人意見に対してのサービス向上策について
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市町村名　　　日光市

実施日 意見やアンケート結果

（１）全体への意見
①バスの路線図、時刻表をもっとわかりやすく
してほしい。
②バスの運行本数を増やしてほしい。
③SuicaなどICカードを使えるようにしてほしい。

（２）事業者別
関東自動車㈱への意見
・需要に対応するバスを運行してほしい。
・高齢者が継続して利用できるよう運賃を下げ
てほしい。
・運転手の対応や運転マナーをもっと丁寧にし
てほしい。
日光交通㈱への意見
・高齢者等の交通弱者の移動手段となっている
ため、引き続き現状どおりの運行をしてもらい
たい。
・バス停にベンチや風よけを設置してもらいた
い。

※既存の資料において、当該地域間幹線系統に係る意見聴取が行われている場合には、当該資料を
利用することも可。

住民意見について

実施内容

市役所、地区センター及び出張所、ホーム
ページ等において、市民からの要望、苦情
等の意見を聴取

1 通年

- 110 -



下原小学校

獨協医大日光医療センター

大桑小学校

森病院

今市病院

商業施設等

道の駅日光

ＪＲ今市駅
日光市役所

イオン今市店

商業施設等

日光交通㈱鬼怒川線路線略図

1km0

【主 系 統】＜鬼怒川温泉駅～東武ワールドスクウェア～下今市駅～イオン＞ 5.5回 17.9km
【みなし系統】＜鬼怒川温泉駅 ～ 下今市駅＞ 2.5回 15.1km 重複区間 15.1km（100%）
【みなし系統】＜鬼怒川温泉駅 ～ 下今市駅～イオン＞ 1.5回 17.5km 重複区間 17.5km（100%）
【みなし系統】＜鬼怒川温泉駅～東武ワールドスクウェア～下今市駅＞ 1.0回 15.5km 重複区間 15.5km（100%）- 111 -
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資料１－８



令
和
2
年
2
月
2
8
日

評
価
対
象
事
業
名
：
地
域
間
幹
線
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金

関
東
運
輸
局

地
方
運
輸
局
等
に
お
け
る

二
次
評
価
結
果

評
価
結
果

・
事
業
が
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

と
お
り
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い

る
。
・
目
標
・
効
果
達
成
状
況
に
つ
い
て

は
、
概
ね
目
標
を
達
成
し
て
お
り
評

価
で
き
る
。
結
果
の
要
因
を
分
析

し
、
需
要
動
向
や
事
業
の
実
施
状

況
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

・
新
た
に
G
T
F
S
-
R
T
を
活
用
し
た
情

報
提
供
を
開
始
す
る
等
、
利
用
者

利
便
の
向
上
に
努
め
て
い
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
。

・
最
適
な
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
構
築
に
は
、
都
県
と
市
区
町
村

の
連
携
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

さ
ら
な
る
連
携
を
図
り
、
引
き
続
き

利
用
状
況
等
の
需
要
動
向
の
把
握

に
努
め
、
利
用
者
に
と
っ
て
使
い
や

す
い
地
域
公
共
交
通
が
確
保
維
持

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
・
事
業
評
価
（
生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
に
基
づ
く
事
業
）

協
議
会
名

①
補
助
対
象
事
業
者
等

②
事
業
概
要

③
前
回
（
又
は
類
似
事
業
）
の

事
業
評
価
結
果
の
反
映
状
況

④
事
業
実
施
の
適
切
性

⑤
目
標
・
効
果
達
成
状
況

⑥
事
業
の
今
後
の
改
善
点

（
特
記
事
項
を
含
む
）

備
考

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

2
,3
4
9
.5
回
に
対
し
て
、
実
績
2
,3
4
2

回
と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回

数
に
届
か
な
か
っ
た
。

栃 木 県 生 活 交 通 対 策 協 議 会

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

B
関
東
自
動
車
株
式
会
社

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

駒
生
営
業
所
～
田
原
～
今
里

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

2
,1
0
5
回
に
対
し
て
、
実
績
2
,0
9
9
回

と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回
数

に
届
か
な
か
っ
た
。

・
目
標
3
7
7
人
/
日
に
対
し
て
、
3
6
1

人
/
と
な
り
、
目
標
を
下
回
っ
た
。

B

・
目
標
3
0
9
人
/
日
に
対
し
て
、
3
2
1

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

駒
生
営
業
所
～
田
原
～
グ
リ
ー
ン

タ
ウ
ン

B

関
東
自
動
車
株
式
会
社

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

1
,6
6
5
.5
回
に
対
し
て
、
実
績
1
,6
6
5

回
と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回

数
に
届
か
な
か
っ
た
。

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

駒
生
営
業
所
～
平
松
～
西
汗

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

2
,1
3
5
.5
回
に
対
し
て
、
実
績

2
,1
3
1
.5
回
と
な
り
、
計
画
し
て
い
た

運
行
回
数
に
届
か
な
か
っ
た
。

AA
・
目
標
1
7
7
人
/
日
に
対
し
て
、
1
7
7

人
/
日
と
な
っ
た
。

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

2
,5
3
7
回
に
対
し
て
、
実
績
2
,5
3
4
回

と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回
数

に
届
か
な
か
っ
た
。

B

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

・
目
標
2
8
3
人
/
日
に
対
し
て
、
2
8
0

人
/
と
な
り
、
目
標
を
下
回
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

A
・
目
標
3
8
8
人
/
日
に
対
し
て
、
3
8
9

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

2
,0
0
3
回
に
対
し
て
、
実
績
2
,0
0
1
.5

回
と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回

数
に
届
か
な
か
っ
た
。

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

2
,5
4
9
回
に
対
し
て
、
実
績
2
,5
4
7
回

と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回
数

に
届
か
な
か
っ
た
。

B
・
目
標
2
8
6
人
/
日
に
対
し
て
、
2
7
5

人
/
と
な
り
、
目
標
を
下
回
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

B

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

2
,9
1
2
.5
回
に
対
し
て
、
実
績
2
,9
1
0

回
と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回

数
に
届
か
な
か
っ
た
。

A A
・
目
標
3
1
0
人
/
日
に
対
し
て
、
3
3
6

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

宇
都
宮
駅
～
日
光
東
照
宮

B
・
目
標
3
9
1
人
/
日
に
対
し
て
、
3
9
2

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

・
目
標
2
6
4
人
/
日
に
対
し
て
、
2
6
2

人
/
と
な
り
、
目
標
を
下
回
っ
た
。

宇
都
宮
駅
～
免
許
セ
ン
タ
ー
～
楡

木
車
庫

宇
都
宮
駅
～
荒
針
～
鹿
沼
営
業
所

関
東
自
動
車
株
式
会
社

関
東
自
動
車
株
式
会
社

宇
都
宮
駅
～
船
生

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

3
,0
0
5
回
に
対
し
て
、
実
績
2
,9
9
5
回

と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回
数

に
届
か
な
か
っ
た
。

B
・
目
標
1
9
7
人
/
日
に
対
し
て
、
1
9
6

人
/
と
な
り
、
目
標
を
下
回
っ
た
。

駒
生
営
業
所
～
田
原
～
玉
生
車
庫

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

宇
都
宮
駅
～
今
市
車
庫

関
東
自
動
車
株
式
会
社

駒
生
営
業
所
～
屋
板
～
上
三
川
車

庫

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

2
,1
4
3
回
に
対
し
て
、
実
績
2
,1
4
2
回

と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回
数

に
届
か
な
か
っ
た
。

B
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地
方
運
輸
局
等
に
お
け
る

二
次
評
価
結
果

評
価
結
果

協
議
会
名

①
補
助
対
象
事
業
者
等

②
事
業
概
要

③
前
回
（
又
は
類
似
事
業
）
の

事
業
評
価
結
果
の
反
映
状
況

④
事
業
実
施
の
適
切
性

⑤
目
標
・
効
果
達
成
状
況

⑥
事
業
の
今
後
の
改
善
点

（
特
記
事
項
を
含
む
）

備
考

栃 木 県 生 活 交 通 対 策 協 議 会

B
B

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

駒
生
営
業
所
～
宝
井
～
グ
リ
ー
ン

タ
ウ
ン

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

1
,1
1
1
.5
回
に
対
し
て
、
実
績
1
,1
0
6

回
と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回

数
に
届
か
な
か
っ
た
。

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

・
目
標
1
5
7
人
/
日
に
対
し
て
、
1
5
6

人
/
と
な
り
、
目
標
を
下
回
っ
た
。

A
・
目
標
5
7
0
人
/
日
に
対
し
て
、
6
7
7

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

宇
都
宮
東
武
～
橋
場
～
真
岡
営
業

所
・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

1
,9
3
4
回
に
対
し
て
、
実
績
1
,9
2
6
回

と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回
数

に
届
か
な
か
っ
た
。

A
・
目
標
2
5
0
人
/
日
に
対
し
て
、
2
6
8

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

西
原
車
庫
～
ベ
ル
モ
ー
ル
～
真
岡

営
業
所

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

4
,7
8
1
.5
回
に
対
し
て
、
実
績

4
,7
7
1
.5
回
と
な
り
、
計
画
し
て
い
た

運
行
回
数
に
届
か
な
か
っ
た
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

宇
都
宮
東
武
～
ベ
ル
モ
ー
ル
～
益

子
駅
前

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

3
,6
3
3
.5
回
に
対
し
て
、
実
績
3
,6
2
8

回
と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回

数
に
届
か
な
か
っ
た
。

A
・
目
標
4
8
0
人
/
日
に
対
し
て
、
5
3
4

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

宇
都
宮
東
武
～
益
子
駅
前

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

1
,6
9
0
.5
回
に
対
し
て
、
実
績

1
,6
8
1
.5
回
と
な
り
、
計
画
し
て
い
た

運
行
回
数
に
届
か
な
か
っ
た
。

A
・
目
標
2
6
0
人
/
日
に
対
し
て
、
2
9
5

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

A
・
目
標
2
0
0
人
/
日
に
対
し
て
、
2
0
2

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

宇
都
宮
東
武
～
上
野
団
地
～
岡
本

駅
西
口

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

3
,3
7
7
回
に
対
し
て
、
実
績
3
,3
5
2
回

と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回
数

に
届
か
な
か
っ
た
。

A
・
目
標
2
3
0
人
/
日
に
対
し
て
、
2
7
1

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

宇
都
宮
東
武
～
御
幸
ヶ
原
元
町
～

岡
本
駅
東
口

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

3
,5
0
6
回
に
対
し
て
、
実
績
3
,4
9
1
回

と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回
数

に
届
か
な
か
っ
た
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

那
須
塩
原
駅
～
那
須
湯
本
温
泉

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

A
計
画
5
,4
7
5
回
に
対
し
実
績

5
,4
8
7
回
と
な
り
、
適
切
に
実
施

さ
れ
た
。

A
・
目
標
2
1
0
人
/
日
に
対
し
て
、
2
4
7

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

大
田
原
市
役
所
～
五
峰
の
湯

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

2
,3
9
7
回
に
対
し
て
、
実
績
2
,3
9
3
.5

回
と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回

数
に
届
か
な
か
っ
た
。

A
・
目
標
2
1
0
人
/
日
に
対
し
て
、
2
3
6

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

関
東
自
動
車
株
式
会
社

西
那
須
野
駅
東
口
～
五
峰
の
湯

・
G
T
F
S
を
活
用
し
、
各
検
索
サ
イ
ト
で
の
情

報
公
開
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
発
信
。

B

A
・
目
標
3
6
0
人
/
日
に
対
し
て
、
3
7
0

人
/
日
と
な
っ
た
。

・
今
後
も
効
率
的
な
運
行
を
継
続
し
、
路
線

図
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
Ｐ
Ｒ
に
努
め

る
。

改
元
に
伴
う
祝
日
の
増
加
と
正
月

ダ
イ
ヤ
の
拡
大
に
よ
り
、
計
画

2
,1
1
0
回
に
対
し
て
、
実
績
2
,1
0
9
回

と
な
り
、
計
画
し
て
い
た
運
行
回
数

に
届
か
な
か
っ
た
。
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地
方
運
輸
局
等
に
お
け
る

二
次
評
価
結
果

評
価
結
果

協
議
会
名

①
補
助
対
象
事
業
者
等

②
事
業
概
要

③
前
回
（
又
は
類
似
事
業
）
の

事
業
評
価
結
果
の
反
映
状
況

④
事
業
実
施
の
適
切
性

⑤
目
標
・
効
果
達
成
状
況

⑥
事
業
の
今
後
の
改
善
点

（
特
記
事
項
を
含
む
）

備
考

栃 木 県 生 活 交 通 対 策 協 議 会

・
事
業
が
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
お

り
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

・
目
標
・
効
果
達
成
状
況
に
つ
い
て
は
、
設

定
し
た
目
標
を
大
き
く
下
回
る
結
果
と
な
っ

た
。
結
果
の
要
因
を
分
析
し
、
需
要
動
向

や
事
業
の
実
施
状
況
の
把
握
に
努
め
る
こ

と
。
・
観
光
客
を
含
め
た
交
流
人
口
へ
の
利
用

促
進
策
に
つ
い
て
は
、
来
訪
者
の
動
向
を

調
査
し
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
効
果
的
な

利
用
促
進
策
の
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と

が
望
ま
し
い
。

・
最
適
な
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

に
は
、
都
県
と
市
区
町
村
の
連
携
が
重
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
な
る
連
携
を
図
り
、

引
き
続
き
利
用
状
況
等
の
需
要
動
向
の
把

握
に
努
め
、
利
用
者
に
と
っ
て
使
い
や
す

い
地
域
公
共
交
通
が
確
保
維
持
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
す
る
。

・
事
業
が
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
お

り
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

・
目
標
・
効
果
達
成
状
況
に
つ
い
て
は
、
設

定
し
た
目
標
を
大
き
く
下
回
る
結
果
と
な
っ

た
。
結
果
の
要
因
を
分
析
し
、
需
要
動
向

や
事
業
の
実
施
状
況
の
把
握
に
努
め
る
こ

と
。
・
ル
ー
ト
変
更
も
含
め
た
ダ
イ
ヤ
の
見
直
し

の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
動
向

や
ニ
ー
ズ
等
の
把
握
に
努
め
た
上
で
、
進

め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

・
最
適
な
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

に
は
、
都
県
と
市
区
町
村
の
連
携
が
重
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
な
る
連
携
を
図
り
、

引
き
続
き
利
用
状
況
等
の
需
要
動
向
の
把

握
に
努
め
、
利
用
者
に
と
っ
て
使
い
や
す

い
地
域
公
共
交
通
が
確
保
維
持
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
す
る
。

第
三
者
委
員
会
に
お
け
る
各
委
員
か
ら
の
意
見

令
和
元
年
度
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
第
三
者
評
価
委
員
会
に
お
け
る
委
員
に
よ
る
以
下
の
助
言

は
、
今
後
の
取
組
み
を
行
う
上
で
必
要
な
観
点
で
あ
り
、
考
慮
さ
れ
た
い
。

〇
公
共
交
通
の
活
性
化
を
図
る
に
は
、
交
通
の
目
的
地
で
あ
る
施
設
の
活
性
化
を
図
る
な
ど
、
地
域
の
活
性
化
と

同
時
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
。

〇
利
用
促
進
策
に
つ
い
て
は
、
結
果
を
分
析
し
効
果
を
把
握
し
た
う
え
で
、
次
の
施
策
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重

要
。

〇
交
流
人
口
の
取
り
込
み
に
は
、
来
訪
者
の
動
向
を
調
査
し
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
効
果
的
な
利
用
促
進
策
を
行

う
こ
と
が
重
要
。

〇
指
標
に
つ
い
て
は
、
達
成
、
未
達
成
の
要
因
を
長
期
に
わ
た
り
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
。

・
観
光
協
会
・
J
R
東
日
本
と
連
携
強

化
を
図
る
。

・
車
内
掲
示
等
で
幅
広
く
商
品
の
ア

ピ
ー
ル
を
し
て
い
く
。

日
光
交
通
株
式
会
社

路
線
名
：
鬼
怒
川
線

起
点
：
鬼
怒
川
公
園
駅

経
由
地
：
鬼
怒
川
温
泉
駅
・
J
R
今

市
駅

終
点
：
下
今
市
駅

系
統
キ
ロ
：
1
7
.6
km

運
行
回
数
：
1
0
.5
回

①
ダ
イ
ヤ
の
見
直
し
は
検
討
の
結

果
、
来
期
（
令
和
２
年
度
）
に
実
施

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

②
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

し
、
多
言
語
対
応
も
含
め
、
よ
り
分

か
り
や
す
い
情
報
発
信
に
努
め
る

こ
と
で
、
利
用
促
進
を
図
っ
て
い

る
。
③
企
画
乗
車
券
の
販
売
促
進
の
た

め
、
車
内
で
の
販
売
を
開
始
し
た
。

B

計
画
策
定
後
に
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
の
平
日
が
休

日
に
な
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た

た
め
、
平
日
ダ
イ
ヤ
が
休
日
ダ

イ
ヤ
に
変
わ
っ
た
分
、
運
行
回

数
が
減
っ
た
。

計
画
：
3
,8
6
8
回

実
績
：
3
,8
6
2
回

差
引
：
▲
6
回

C
利
用
者
目
標
：
2
4
0
人
/
日
に
対

し
、
実
績
1
9
4
人
/
日
と
な
り
、
目

標
を
下
回
っ
た
。

①
利
用
者
の
減
っ
て
い
る
鬼
怒
川

公
園
駅
・
鬼
怒
川
温
泉
駅
間
の
廃

止
及
び
ル
ー
ト
変
更
（
大
型
商
業

施
設
へ
の
乗
入
れ
）
を
始
め
と
し
た

ダ
イ
ヤ
の
見
直
し
を
図
っ
て
い
く
。

②
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
利
用
し
て

公
共
交
通
の
利
用
促
進
を
図
っ
て

い
く
。

③
大
型
商
業
施
設
へ
の
乗
入
と
絡

め
て
、
企
画
乗
車
券
の
販
売
促
進

に
図
れ
な
い
か
商
業
施
設
と
の
連

携
を
検
討
し
て
い
く
。

ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
バ
ス
関
東
株
式

会
社

塩
原
本
線

（
西
那
須
野
～
塩
原
温
泉
）

①
バ
ス
会
社
独
自
で
現
地
で
発
売

し
て
い
た
企
画
乗
車
券
を
、
鉄
道
と

合
わ
せ
鉄
道
会
社
窓
口
で
も
発
売

し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
発
売
枚
数

が
増
加
し
た
。

②
敬
老
商
品
券
で
バ
ス
乗
車
券
の

購
入
が
出
来
る
よ
う
に
し
た
。

Ａ
①
②
と
も
に
2
0
1
8
年
1
0
月
実
施

計
画
と
し
、
①
②
計
画
ど
お
り

1
0
月
か
ら
実
施
し
た
。

C

①
平
成
3
0
年
度
に
比
べ
令
和
1

年
度
は
5
7
1
枚
の
発
売
増
と
な

り
9
6
5
,7
5
0
円
の
増
収
と
な
っ

た
。

②
発
売
実
績
な
し
。

上
記
の
と
お
り
、
企
画
乗
車
券

の
販
売
実
績
は
前
年
度
と
比

べ
て
増
加
し
た
が
、
乗
車
人
員

に
つ
い
て
は
目
標
2
2
0
人
/
日
と

し
て
い
た
が
、
実
績
は
1
4
3
人
/

日
と
目
標
に
達
し
な
か
っ
た
。
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資料２ 
 

｢とちぎの公共交通（令和元(2019)年度版）｣について（概要） 

 

令和２ (2020)年７月６日 

栃木県生活交通対策協議会 

 

１ 目的  

公共交通の維持・充実を図るために効果的・効率的な見直しを行うにあた

って、それらの運行状況・輸送状況・収支等の現状を把握するため、平成 20

年度から交通事業者や市町村の資料をもとに、本県の生活交通の現状を把握

するための分析を実施している。 

この取組の成果として、県内の公共交通のサービスレベルや、収支状況等

の現状を一元的に把握し、目指すべき公共交通のあり方を考える基礎資料と

して本資料を取りまとめている。 

 

２ 令和元(2019)年度版の状況 

○ 公共交通サービスの人口カバー率は 92.7％（R 元(2019).3.31）とな

り、前年度に比べ 0.３ポイントの上昇。 

 ○ 鉄道・バスの輸送人員は、鉄道 18.1 万人/日（H30(2018)）、バス 5.5

万人/日（H30(2018)）。近年は下げ止まっており、前年に比べ、鉄道は

0.1 万人増、バスは 0.1 万人減となっている。 

○ 市町の運行するデマンド交通等の運行費や、民間バス路線への補助等の

公共交通に関する公費負担額が、国・県・市町合計で 22 億 5,300 万円

（H30(2018)）となり、前年度に比べて約１,０00 万円増加している。 

○ 市町村生活交通については、平均収支率が 21％となり、前年度から１%

増加。１本利用あたり公費負担額の全市町平均が 701 円/回となり前年度

に比べ 5 円/回減少している。 

  

３ 現状と課題 

○ 県内公共交通のサービス圏域は毎年増加し、利用者数も近年は微増傾向

にあり、公共交通利活用促進に関する様々な取組みの成果が出ている。 

一方で行政の生活交通運行に関する公費負担は毎年増加している。 

○ 事業者と行政が連携し、継続して事業の見直し等を行い、より効率的で

持続可能な生活交通の形成が図られるよう取り組む必要がある。 
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地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
等
の
改
正
に
つ
い
て

関
東
運
輸
局
旅
客
第
一
課
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１
．
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律

２
．
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
等
の
見
直
し
の
方
向
性

目
次
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１
．
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
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生
活
交
通
に
関
す
る
施
策

○
Ｈ
１
２
年

２
月
：
貸
切
バ
ス
事
業
（
道
路
運
送
法
）
、
国
内
航
空
運
送
事
業
（
航
空
法
）
の
規
制
緩
和

○
同

３
月
：
旅
客
鉄
道
事
業
（
鉄
道
事
業
法
）
の
規
制
緩
和

○
同

１
０
月
：
国
内
旅
客
船
事
業
（
海
上
運
送
法
）
の
規
制
緩
和

○
Ｈ
１
４
年

２
月
：
乗
合
バ
ス
事
業
・
タ
ク
シ
ー
事
業
（
道
路
運
送
法
）
の
規
制
緩
和

○
Ｈ
１
８
年
１
０
月
：
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録
制
度
の
創
設
（
道
路
運
送
法
）

○
Ｈ
１
９
年
１
０
月
：
「
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
」
施
行

○
Ｈ
２
３
年

：
「
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
」
創
設

○
Ｈ
２
６
年
１
１
月
：
「
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
施
行

平
成

1
2
年

以
降

、
乗

合
バ

ス
や

鉄
道

等
の

需
給

調
整

規
制

を
廃

止
し

、
新

規
参

入
規

制
を

最
低

限
に

と
ど

め
、

サ
ー

ビ
ス

の
質

・
量

は
交

通
事

業
者

の
経

営
判

断
等

に
委

ね
る

こ
と

と
な

っ
た

。

一
方

、
「
地

域
」
が

主
体

と
な

っ
て

地
域

交
通

の
最

適
な

あ
り

方
を

検
討

し
、

幅
広

い
主

体
が

連
携

し
て

取
り

組
む

た
め

に
計

画
制

度
や

支
援

制
度

等
を

整
備

し
て

き
た

と
こ

ろ
。

各
事

業
の

規
制

緩
和

等

地
域

公
共

交
通

活
性

化
の

た
め

の
計

画
制

度
・支

援
策

等

こ
れ
ま
で
の
地
域
公
共
交
通
に
関
す
る
政
策
に
つ
い
て

3
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地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
の
制
定
（
平
成
1
9
年
）

平
成

1
9
年

に
地

域
公

共
交

通
活

性
化

再
生

法
を

制
定

し
、

市
町

村
が

主
体

と
な

っ
て

幅
広

い
関

係
者

の
参

加
に

よ
る

協
議

会
を

設
置

。

「
地

域
公

共
交

通
総

合
連

携
計

画
」
の

策
定

を
通

じ
て

、
地

域
公

共
交

通
の

維
持

･確
保

や
利

便
性

向
上

に
取

り
組

む
こ

と
を

促
進

す
る

制
度

を
整

備
。

地
域

公
共

交
通

の
活

性
化

及
び

再
生

の
促

進
に

関
す

る
基

本
方

針
（
国

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
）

地
域

公
共

交
通

総
合

連
携

計
画

の
作

成
・
実

施

市
町

村
、

公
共

交
通

事
業

者
、

道
路

管
理

者
、

港
湾

管
理

者
、

公
安

委
員

会
、

住
民

等
協

議
会

地
域

公
共

交
通

総
合

連
携

計
画

（
市

町
村

が
作

成
）

・
協

議
会

へ
の

参
加

に
対

す
る

応
諾

義
務

・
計

画
作

成
・
変

更
等

の
提

案
制

度
・
協

議
会

参
加

者
の

協
議

結
果

の
尊

重
義

務

○
地

域
公

共
交

通
の

活
性

化
・
再

生
に

関
す

る
計

画
○

こ
れ

ま
で

に
市

町
村

に
よ

り
６

０
１

の
計

画
作

成
○

Ｌ
Ｒ

Ｔ
の

整
備

、
Ｂ

Ｒ
Ｔ

の
普

及
促

進
、

地
方

鉄
道

の
上

下
分

離
（
自

治
体

が
施

設
を

所
有

す
る

公
有

民
営

方
式

）
等

の
計

画
に

つ
い

て
、

地
域

公
共

交
通

特
定

事
業

に
よ

り
実

効
性

を
担

保
す

る
措

置
（
関

連
法

の
特

例
な

ど
）
を

講
じ

、
一

定
の

効
果

（
Ｌ

Ｒ
Ｔ

の
整

備
３

件
、

鉄
道

の
再

構
築

４
件

※
平

成
２

６
年

１
１

月
末

時
点

）

4
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地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
（
平
成
2
6
年
）
の
改
正

■
平

成
2
6
年

に
地

域
公

共
交

通
活

性
化

再
生

法
を

改
正

し
、

①
ま

ち
づ

く
り

と
連

携
し

、
②

面
的

な
公

共
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

再
構

築
す

る
た

め
、

「
地

域
公

共
交

通
網

形
成

計
画

」
を

法
定

計
画

と
し

て
規

定
。

■
バ

ス
路

線
の

再
編

等
を

実
施

す
る

「
地

域
公

共
交

通
再

編
事

業
」
を

創
設

し
、

そ
の

実
施

計
画

に
つ

い
て

国
が

認
定

し
、

法
律

・
予

算
の

特
例

措
置

を
適

用
す

る
こ

と
に

よ
り

、
計

画
の

実
現

を
後

押
し

す
る

制
度

を
整

備
し

た
。

5
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◆
区
域
内
に
お
け
る
居
住
環
境
の
向
上

・
公
営
住
宅
を
除
却
し
、
区
域
内
で
建
て
替
え
る
際
の
除
却

費
の
補
助

・
住
宅
事
業
者
に
よ
る
都
市
計
画
、
景
観
計
画
の
提
案
制
度

（
例
：
低
層
住
居
専
用
地
域
へ
の
用
途
変
更
）

●
立
地
適
正
化
計
画
（
市
町
村
）

・
都
市
全
体
の
観
点
か
ら
、
居
住
機
能
や
福
祉
・
医
療
・
商
業
等
の
都
市
機
能
の
立
地
、
公
共
交
通
の
充
実
に
関
す
る
包
括
的
な
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
作
成

・
民
間
の
都
市
機
能
へ
の
投
資
や
居
住
を
効
果
的
に
誘
導
す
る
た
め
の
土
俵
づ
く
り

都
市
機
能
誘
導
区
域

生
活
サ
ー
ビ
ス
を
誘
導
す
る
エ
リ
ア
と
当
該
エ
リ
ア
に
誘

導
す
る
施
設
を
設
定

◆
都
市
機
能
（
福
祉
・
医
療
・
商
業
等
）
の
立
地
促
進

○
誘
導
施
設
へ
の
税
財
政
・
金
融
上
の
支
援

・
整
備
に
対
す
る
補
助

・
整
備
に
対
す
る
民
間
都
市
開
発
機
構
の
出
資
等

・
外
か
ら
内
(ま
ち
な
か
)へ
の
移
転
に
係
る
買
換
特
例

○
公
的
不
動
産
・
低
未
利
用
地
の
有
効
活
用

・
市
町
村
が
公
的
不
動
産
を
誘
導
施
設
整
備
に
提
供
す
る
場

合
、
国
が
直
接
支
援

○
医
療
施
設
等
の
建
替
等
の
た
め
の
容
積
率
等
の
緩
和

・
誘
導
施
設
に
つ
い
て
容
積
率
等
の
緩
和
が
可
能

◆
歩
い
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

・
附
置
義
務
駐
車
場
の
集
約
化
も
可
能

・
歩
行
者
の
利
便
・
安
全
確
保
の
た
め
、
一
定
の
駐
車
場

の
設
置
に
つ
い
て
、
届
出
、
市
町
村
に
よ
る
働
き
か
け

・
歩
行
空
間
の
整
備
支
援

◆
区
域
外
の
都
市
機
能
立
地
の
緩
や
か
な
コ
ン
ト

ロ
ー
ル

・
誘
導
し
た
い
機
能
の
区
域
外
で
の
立
地
に
つ
い
て
、

届
出
、
市
町
村
に
よ
る
働
き
か
け

・
誘
導
し
た
い
機
能
の
区
域
内
で
の
休
廃
止
に
つ
い
て
、

届
出
、
市
町
村
に
よ
る
働
き
か
け

居
住
誘
導
区
域

居
住
を
誘
導
し
人
口
密
度
を
維
持
す
る
エ
リ
ア
を
設
定

◆
区
域
外
の
居
住
の
緩
や
か
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

・
一
定
規
模
以
上
の
区
域
外
で
の
住
宅
開
発
に
つ
い
て
、
届

出
、
市
町
村
に
よ
る
働
き
か
け

・
市
町
村
の
判
断
で
開
発
許
可
対
象
と
す
る
こ
と
も
可
能

◆
公
共
交
通
を
軸
と
す
る
ま
ち
づ
く
り

・
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
立
地
適
正
化
計
画
へ
の
調
和
、
計
画
策
定
支
援
（
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
）

・
都
市
機
能
誘
導
区
域
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
す
る
バ
ス
専
用
レ
ー
ン
・
バ
ス
待
合
所
や
駅
前
広
場
等
の
公
共
交
通
施
設
の
整
備
支
援

◆
区
域
外
の
住
宅
等
跡
地
の
管
理
・
活
用

・
不
適
切
な
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
跡
地
に
対
す
る
市
町
村

に
よ
る
働
き
か
け

・
都
市
再
生
推
進
法
人
等
（
N
P
O
等
）
が
跡
地
管
理
を
行
う

た
め
の
協
定
制
度

・
協
定
を
締
結
し
た
跡
地
の
適
正
管
理
を
支
援

予
算

予
算

予
算

予
算

税
制

※
下
線
は
法
律
に
規
定
す
る
も
の

予
算

予
算

公
共
交
通

維
持
・
充
実
を
図
る
公
共
交
通
網
を
設
定

公
共
交
通

維
持
・
充
実
を
図
る
公
共
交
通
網
を
設
定

予
算

・
地
方
都
市
で
は
、
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
市
街
地
が
拡
散
し
て
低
密
度
な
市
街
地
を
形
成
。
大
都
市
で
は
、
高
齢
者
が
急
増
。

背
景

法
律
の
概
要

平
成

２
６

年
８

月
１

日
施

行
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
た
め
の
計
画
制
度
（
立
地
適
正
化
計
画
制
度
の
創
設
）

6
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地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
の
基
本
ス
キ
ー
ム

地
域
公
共
交
通
特
定
事
業

（必
要
に
応
じ
て
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
に
事
業
実
施
を
記
載
で
き
る
）

（
事

業
者

）

軌
道
運
送
高
度
化
事
業

（
L
R
T
の
整
備
）

道
路
運
送
高
度
化
事
業

（
B
R
T
の
整
備
）

海
上
運
送
高
度
化
事
業

（
海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
改
善
）

鉄
道
事
業
再
構
築
事
業

（
鉄
道
の
上
下
分
離
等
）

鉄
道
再
生
事
業

（廃
止
届
出
が
な
さ
れ
た
鉄
道
の
維
持
）

地
域
公
共
交
通
再
編
事
業

（公
共
交
通
ネ
ッ
トワ
ー
ク
の
再
構
築
）

（
事

業
者

）
（
事

業
者

）
（
事

業
者

）
（
事

業
者

）
（
事

業
者

）

地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
の
基
本
ス
キ
ー
ム

基
本
方
針

（
国
土
交
通
大
臣
・
総
務
大
臣
が
策
定
）

■
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
の
意
義
・目
標

■
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

■
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
事
業
の
評
価
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
等

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
（
地
方
公
共
団
体
が
策
定
）

法
律
の
特
例
措
置
等
に
よ
り
計
画
の
実
現
を
後
押
し

軌
道
運
送
高
度
化
実
施
計
画

道
路
運
送
高
度
化
実
施
計
画

海
上
運
送
高
度
化
実
施
計
画

鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画

鉄
道
再
生
実
施
計
画

国
土
交
通
大
臣
が
認
定

地
域
公
共
交
通
再
編
実
施
計
画

国
土
交
通
大
臣
に
届
出

（
事

業
者

）
（
事

業
者

）
（
事

業
者

）
（
地

方
公

共
団

体
）

（地
方

公
共

団
体

・事
業

者
）

（
地

方
公

共
団

体
・
事

業
者

）

■
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
に
資
す
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

■
区
域
・目
標
・計
画
期
間

■
実
施
事
業
・実
施
主
体

■
計
画
の
達
成
状
況
の
評
価
等

協
議
会
を
開
催
し
策
定

（
地
方
公
共
団
体
・交
通
事
業
者
・

道
路
管
理
者
・利
用
者
・学
識
者
等

か
ら
構
成
）

■
国

土
交

通
大

臣
等

が
策

定
す

る
基

本
方

針
に

基
づ

き
、

地
方

公
共

団
体

が
地

域
の

関
係

者
の

協
議

を
踏

ま
え

て
「
地

域
公

共
交

通
網

形
成

計
画

」
を

策
定

（
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

）
。

■
「
地

域
公

共
交

通
網

形
成

計
画

」
に

、
「
地

域
公

共
交

通
再

編
事

業
」
等

の
「
特

定
事

業
」
を

記
載

し
、

実
施

計
画

（
「
地

域
公

共
交

通
再

編
実

施
計

画
」
等

）
に

つ
い

て
国

の
認

定
を

受
け

た
場

合
に

は
、

法
律

の
特

例
措

置
等

で
支

援
。

7
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函
館

市
山

形
市

真
岡

市
藤

沢
市

松
本

市
・
山

形
村

下
田

市
津

市
河

内
長

野
市

三
原

市
高

知
市

深
川

市
酒

田
市

大
田

原
市

海
老

名
市

伊
豆

市
四

日
市

市
岸

和
田

市
三

次
市

宿
毛

市

岩
見

沢
市

鶴
岡

市
鹿

沼
市

大
和

市
御

殿
場

市
伊

勢
市

貝
塚

市
広

島
市

南
国

市

千
歳

市
日

光
市

伊
勢

原
市

松
阪

市
和

泉
市

東
広

島
市

土
佐

清
水

市

釧
路

市
八

幡
平

市
宇

都
宮

市
・
芳

賀
町

平
塚

市
伊

賀
市

寝
屋

川
市

廿
日

市
市

四
万

十
市

美
唄

市
釜

石
市

新
庄

市
佐

野
市

真
鶴

町
名

張
市

阪
南

市
江

田
島

市
伊

万
里

市

帯
広

市
宮

古
市

小
国

町
那

須
塩

原
市

湯
河

原
町

尾
鷲

市
太

子
町

尾
道

市
鹿

島
市

紋
別

市
北

上
市

上
田

市
湖

西
市

鳥
羽

市
安

芸
高

田
市

小
城

市

江
別

市
滝

沢
市

甲
州

市
佐

久
市

藤
枝

市
亀

山
市

大
竹

市
鳥

栖
市

別
府

市

北
広

島
市

花
巻

市
北

杜
市

小
諸

市
掛

川
市

志
摩

市
府

中
市

武
雄

市
大

分
市

旭
川

市
大

船
渡

市
栃

木
市

上
野

原
市

駒
ヶ

根
市

紀
北

町
竹

原
市

神
埼

市
杵

築
市

士
別

市
矢

板
市

甲
府

市
長

野
市

北
広

島
町

吉
野

ヶ
里

町
中

津
市

石
狩

市
さ

く
ら

市
安

曇
野

市
橋

本
市

坂
町

上
峰

町
臼

杵
市

稚
内

市
塩

谷
町

柏
崎

市
千

曲
市

和
歌

山
市

大
崎

上
島

町
太

良
町

豊
後

大
野

市

室
蘭

市
益

子
町

佐
渡

市
箕

輪
町

焼
津

市
紀

の
川

市
安

芸
太

田
町

竹
田

市

小
樽

市
福

島
市

那
須

町
上

越
市

信
濃

町
牧

之
原

市
田

辺
市

宇
陀

市
神

石
高

原
町

田
野

町
佐

世
保

市
宇

佐
市

名
寄

市
会

津
若

松
市

茂
木

町
魚

沼
市

木
曽

町
三

島
市

五
條

市
府

中
町

佐
川

町
五

島
市

日
田

市

余
市

町
陸

前
高

田
市

郡
山

市
上

三
川

町
長

岡
市

立
科

町
裾

野
市

木
津

川
市

天
理

市
世

羅
町

津
野

町
対

馬
市

由
布

市

岩
内

町
一

関
市

伊
達

市
市

貝
町

阿
賀

野
市

中
川

村
静

岡
市

福
知

山
市

広
陵

町
中

土
佐

町
大

村
市

九
重

町

白
糠

町
久

慈
市

南
相

馬
市

糸
魚

川
市

高
山

村
伊

東
市

吉
野

町
宇

部
市

本
山

町
松

浦
市

玖
珠

町

白
老

町
盛

岡
市

喜
多

方
市

太
田

市
新

発
田

市
大

桑
村

菊
川

市
周

南
市

安
田

町

仁
木

町
岩

手
町

白
河

市
前

橋
市

見
附

市
白

馬
村

沼
津

市
光

市
四

万
十

町

安
平

町
大

槌
町

須
賀

川
市

三
条

市
小

山
町

長
門

市
大

月
町

斜
里

町
矢

巾
町

二
本

松
市

熊
谷

市
新

潟
市

美
祢

市
壱

岐
市

音
更

町
山

田
町

春
日

部
市

燕
市

・
弥

彦
村

豊
橋

市
山

陽
小

野
田

市
小

松
島

市
平

戸
市

当
別

町
上

尾
市

胎
内

市
岡

崎
市

亀
岡

市
下

松
市

阿
波

市
新

上
五

島
町

厚
岸

町
秋

田
市

越
谷

市
妙

高
市

一
宮

市
久

御
山

町
下

関
市

徳
島

市

釧
路

町
湯

沢
市

入
間

市
五

泉
市

豊
川

市
防

府
市

美
馬

市
熊

本
市

・
嘉

島
町

え
び

の
市

せ
た

な
町

鹿
角

市
棚

倉
町

草
加

市
南

魚
沼

市
日

進
市

山
口

市
つ

る
ぎ

町
八

代
市

都
城

市

月
形

町
由

利
本

荘
市

石
川

町
三

郷
市

阿
賀

町
田

原
市

岩
国

市
水

俣
市

小
林

市

共
和

町
大

仙
市

楢
葉

町
飯

能
市

津
南

町
鯖

江
市

弥
富

市
萩

市
福

岡
市

合
志

市
日

南
市

弟
子

屈
町

仙
北

市
塙

町
深

谷
市

清
須

市
北

九
州

市
人

吉
市

延
岡

市

枝
幸

町
に

か
ほ

市
会

津
美

里
町

と
き

が
わ

町
高

岡
市

長
久

手
市

高
松

市
久

留
米

市
荒

尾
市

串
間

市

鹿
部

町
北

秋
田

市
南

会
津

町
小

川
町

黒
部

市
豊

田
市

豊
岡

市
小

豆
島

町
・
土

庄
町

中
間

市
上

天
草

市
門

川
町

八
雲

町
潟

上
市

西
郷

村
鳩

山
町

富
山

市
大

野
市

蒲
郡

市
姫

路
市

三
木

町
筑

紫
野

市
天

草
市

高
原

町

大
館

市
玉

川
村

吉
見

町
魚

津
市

東
海

市
神

戸
市

行
橋

市
宇

城
市

男
鹿

市
寄

居
町

小
矢

部
市

西
尾

市
加

古
川

市
江

津
市

朝
倉

市
山

鹿
市

薩
摩

川
内

市

横
手

市
水

戸
市

川
島

町
新

城
市

加
東

市
松

江
市

豊
前

市
大

津
町

鹿
屋

市

能
代

市
日

立
市

東
秩

父
村

豊
明

市
た

つ
の

市
大

田
市

飯
塚

市
美

里
町

日
置

市

五
城

目
町

下
妻

市
小

牧
市

小
野

市
雲

南
市

糸
島

市
和

水
町

姶
良

市

藤
里

町
常

陸
太

田
市

東
金

市
滑

川
市

岐
阜

市
半

田
市

邑
南

町
嘉

麻
市

芦
北

町
南

さ
つ

ま
市

美
郷

町
か

す
み

が
う

ら
市

鴨
川

市
南

砺
市

高
山

市
安

城
市

吉
賀

町
宗

像
市

山
都

町
鹿

児
島

市

八
戸

市
神

栖
市

君
津

市
射

水
市

恵
那

市
・
中

津
川

市
知

立
市

柳
川

市
水

上
村

霧
島

市

弘
前

市
行

方
市

八
街

市
上

市
町

羽
島

市
瀬

戸
市

八
女

市
奄

美
市

三
沢

市
牛

久
市

南
房

総
市

美
濃

加
茂

市
東

郷
町

加
西

市
東

温
市

み
や

ま
市

志
布

志
市

五
所

川
原

市
大

崎
市

稲
敷

市
佐

倉
市

七
尾

市
土

岐
市

豊
山

町
西

脇
市

西
予

市
大

牟
田

市
い

ち
き

串
木

野
市

青
森

市
栗

原
市

土
浦

市
大

網
白

里
市

白
山

市
各

務
原

市
武

豊
町

三
田

市
大

洲
市

直
方

市
和

泊
町

・
知

名
町

石
巻

市
龍

ケ
崎

市
白

井
市

津
幡

町
関

市
南

知
多

町
三

木
市

新
居

浜
市

福
津

市
さ

つ
ま

町

白
石

市
潮

来
市

旭
市

志
賀

町
多

治
見

市
東

浦
町

朝
来

市
井

原
市

松
山

市
岡

垣
町

気
仙

沼
市

つ
く
ば

市
木

更
津

市
中

能
登

町
飛

驒
市

飛
島

村
福

崎
町

高
梁

市
宇

和
島

市
久

山
町

南
城

市

十
和

田
市

東
松

島
市

鹿
嶋

市
富

津
市

海
津

市
多

可
町

瀬
戸

内
市

今
治

市
那

珂
川

町
沖

縄
市

山
元

町
桜

川
市

市
原

市
山

県
市

玉
野

市
西

条
市

芦
屋

町
那

覇
市

松
島

町
筑

西
市

柏
市

倉
敷

市
愛

南
町

遠
賀

町
糸

満
市

利
府

町
高

萩
市

山
武

市
津

山
市

鬼
北

町
築

上
町

南
三

陸
町

ひ
た

ち
な

か
市

香
取

市
真

庭
市

砥
部

町
鞍

手
町

黒
石

市
女

川
町

常
陸

大
宮

市
長

南
町

甲
賀

市
赤

磐
市

鰺
ヶ

沢
町

つ
く
ば

み
ら

い
市

大
多

喜
町

郡
上

市
長

浜
市

総
社

市

七
戸

町
守

谷
市

中
津

川
市

草
津

市
備

前
市

深
浦

町
古

河
市

下
呂

市
久

米
南

町

石
岡

市
可

児
市

吉
備

中
央

町

坂
東

市
多

摩
市

八
百

津
町

和
気

町

鉾
田

市
武

蔵
野

市
白

川
町

・
東

白
川

村
守

山
市

五
霞

町

城
里

町

大
子

町

東
海

村

国
東

市
、

杵
築

市
、

日
出

町
、

姫
島

村

○
大

阪
府

○
広

島
県

○
高

知
県

○
佐

賀
県

奈
良

県
下

全
3
9
市

町
村

（
う

ち
桜

井
市

、
葛

城
市

、
王

寺
市

、
大

和
郡

山
市

、
天

理

市
、

五
條

市
、

川
西

町
、

田
原

本
町

、
大

和
高

田
市

は
立

地
適

正
化

計
画

策
定

済
）

○
大

分
県

佐
賀

県
全

域
（
う

ち
小

城
市

、
嬉

野
市

は
立

地
適

正
化

計
画

策
定

済
）

大
分

県
・
中

津
市

・
宇

佐
市

・
豊

後
高

田
市

大
分

県
・
竹

田
市

・
豊

後
大

野
市

・
臼

杵
市

大
分

県
・
佐

伯
市

・
津

久
見

市
高

知
県

東
部

広
域

地
域

公
共

交
通

協
議

会

（
室

戸
市

・
安

芸
市

・
南

国
市

・
香

南
市

・
東

洋
町

・
奈

半
利

町
・
田

野
町

・
安

田
町

・
北

川

村
・
馬

路
村

・
芸

西
村

）

大
分

県
・
大

分
市

・
別

府
市

・
由

布
市

○
北

海
道

○
岩

手
県

○
山

形
県

○
栃

木
県

○
神

奈
川

県
○

長
野

県

○
福

島
県

那
須

塩
原

市
、

大
田

原
市

、
那

須
町

、
那

珂
川

町

○
山

梨
県

飯
田

市
・
松

川
町

・
高

森
町

・
阿

南
町

・
阿

智
村

・
平

谷
村

・
根

羽

村
・
下

條
村

・
売

木
村

・
天

龍
村

・
泰

阜

村
・
喬

木
村

・
豊

丘
村

・
大

鹿
村

○
長

崎
県

○
新

潟
県

○
京

都
府

○
奈

良
県

長
井

市
・
南

陽
市

・
川

西
町

・
白

鷹
町

静
岡

県
・
沼

津
市

（
戸

田
地

区
）
・
下

田
市

・

伊
豆

市
・
南

伊
豆

町
・

松
崎

町
・
西

伊
豆

町

佐
賀

県
・
唐

津
市

・
玄

海
町

静
岡

県
・
沼

津
市

・
熱

海
市

・
三

島
市

・
伊

東
市

・
伊

豆
の

国
市

・
函

南
町

・
東

伊
豆

町
・
河

津
町

○
和

歌
山

県
高

知
県

嶺
北

地
域

公
共

交
通

協
議

会
（
本

山
町

・
大

豊
町

・
土

佐
町

・
大

川
村

）

○
静

岡
県

○
三

重
県

○
鹿

児
島

県

○
富

山
県

○
山

口
県

長
崎

県
・
諫

早
市

・
雲

仙
市

・
島

原
市

・
南

島

原
市

○
鳥

取
県

鳥
取

県
・
米

子
市

・
境

港
市

・
日

吉
津

村
・
大

山
町

・
南

部
町

・
伯

耆

町
・
日

南
町

・
日

野
町

・
江

府
町

京
都

府
・
綾

部
市

・
南

丹
市

・
京

丹
波

町

（
J
R

山
陰

本
線

沿
線

）

京
都

府
・
笠

置
町

・
和

束
町

・
南

山
城

村

（
J
R

関
西

本
線

沿
線

）

福
井

市
・
鯖

江
市

・
越

前
市

・
越

前
町

（
福

井

鉄
道

沿
線

地
域

）

○
宮

崎
県

○
愛

知
県

○
徳

島
県

宮
崎

県
・
日

向
市

・
門

川
町

・
美

郷
町

・
諸

塚

村
・
椎

葉
村

○
福

井
県

福
井

市
・
大

野
市

・
勝

山
市

・
あ

わ
ら

市
・
坂

井
市

・
永

平
寺

町
（
え

ち
ぜ

ん
鉄

道
沿

線
地

域
）

○
熊

本
県

鳥
取

県
・
鳥

取
市

・
岩

美
町

・
若

桜
町

・
智

頭

町
・
八

頭
町

○
福

岡
県

京
都

府
・
兵

庫
県

・
福

知

山
市

・
舞

鶴
市

・
宮

津
市

・
京

丹
後

市
・
伊

根

町
・
与

謝
野

町
・
豊

岡
市

（
北

タ
ン

ゴ
鉄

道
沿

線
地

域
）

鳥
取

県
・
倉

吉
市

・
琴

浦
町

、
北

栄
町

、
湯

梨
浜

町
、

三
朝

町
○

香
川

県

○
兵

庫
県

○
岐

阜
県

○
千

葉
県

○
沖

縄
県

熊
本

県
・
南

阿
蘇

村
・

高
森

町

○
石

川
県

島
根

県
、

江
津

市
、

川

本
町

、
美

郷
町

、
邑

南
町

、
広

島
県

、
三

次
市

、

安
芸

高
田

市
（
三

江
線

沿
線

地
域

）

三
木

市
・
小

野
市

・
神

戸
市

人
吉

市
・
錦

町
・
多

良

木
町

・
湯

前
町

・
水

上
村

・
相

良
村

・
五

木

村
・
山

江
村

・
球

磨
村

・
あ

さ
ぎ

り
町

洲
本

市
、

淡
路

市
、

南
あ

わ
じ

市

○
岡

山
県

福
井

県
、

敦
賀

市
、

小
浜

市
、

美
浜

町
、

高
浜

町
、

お
お

い
町

、
若

狭
町

島
根

県
・
松

江
市

・
出

雲
市

（
一

畑
電

車

沿
線

地
域

）

愛
媛

県
全

域

（
う

ち
松

山
市

、
伊

予
市

、
宇

和
島

市
、

四

国
中

央
市

、
西

条
市

、
西

予
市

、
八

幡

浜
市

、
新

居
浜

市
は

立
地

適
正

化
計

画
策

定
済

）
※

再
編

実
施

計
画

は
南

予
地

域
の

み

○
愛

媛
県

○
島

根
県

笠
岡

市
（
岡

山
県

）
福

山
市

（
広

島
県

）

大
垣

市
・
桑

名
市

・
海

津
市

・
養

老
町

・
神

戸
町

・
揖

斐
川

町
・
池

田

町
（
養

老
線

沿
線

地
域

）

設
楽

町
・
東

栄
町

・

豊
根

村
○

滋
賀

県

彦
根

市
・
愛

荘
町

・
豊

郷
町

・
甲

良
町

・
多

賀

町 滋
賀

県
、

大
津

市
、

草
津

市
、

守
山

市
、

栗
東

市
、

野
洲

市
、

湖
南

市

伊
達

市
、

角
田

市
、

福
島

市
、

丸
森

町
、

柴
田

町
（
阿

武
隈

急
行

線
地

域
）

○
東

京
都

東
京

都
・
中

央
区

・
港

区
・
江

東
区

○
埼

玉
県

○
群

馬
県

会
津

若
松

市
・
喜

多
方

市
・
会

津
美

里
町

・
会

津
坂

下
町

・
湯

川
村

五
城

目
町

、
八

郎
潟

町
、

大
潟

村

○
宮

城
県

○
茨

城
県

岩
手

県
（
う

ち
盛

岡
市

、
花

巻

市
、

北
上

市
は

立
地

適
正

化
計

画
策

定
済

み
）

八
戸

市
、

三
戸

町
、

五
戸

町
、

田
子

町
、

南
部

町
、

階
上

町
、

新
郷

村
、

お
い

ら
せ

町

○
青

森
県

福
井

市
・
鯖

江
市

・
越

前
市

・
越

前
町

・
池

田

町
・
南

越
前

町

○
秋

田
県

高
岡

市
・
氷

見
市

・
砺

波
市

・
南

砺
市

（
城

端
・
氷

見
線

沿
線

地
域

）

む
つ

市
、

大
間

町
、

東
通

村
、

風
間

浦

村
、

佐
井

村

青
森

県
（
う

ち
青

森
市

、
弘

前

市
、

八
戸

市
、

黒
石

市
、

五
所

川
原

市
、

十
和

田
市

、
む

つ
市

は
立

地
適

正
化

計
画

策
定

済
み

）

宮
古

市
、

久
慈

市
、

野
田

村
、

普
代

村
、

田
野

畑
村

、
岩

泉
町

、
山

田
町

、
大

槌

町
、

釜
石

市
、

大
船

渡
市

、
洋

野
町

、
陸

前
高

田
市

福
島

県
・
田

村
市

・
南

相
馬

市
・
川

俣
町

・
広

野
町

・
楢

葉
町

・
富

岡

町
・
川

内
村

・
大

熊
町

・
双

葉
町

・
浪

江

町
・
葛

尾
村

・
飯

館
村

・
福

島
市

・
郡

山

市
・
い

わ
き

市
・
相

馬
市

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
策
定
状
況
一
覧
（
令
和
２
年
３
月
末
時
点
）

表
は
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
策
定
済
み
の
団
体

・
赤
字
は
立
地
適
正
化
計
画
策
定
済
み
の
団
体

・
オ
レ
ン
ジ
色
は
再
編
実
施
計
画
策
定
済
み
の
団
体
:3
8
件

■
改

正
地

域
公

共
交

通
活

性
化

再
生

法
の

施
行

（
２

０
１

４
年

１
１

月
）
以

降
、

２
０

２
０

年
３

月
末

ま
で

に
、

５
８

５
件

の
地

域
公

共
交

通
網

形
成

計
画

が
策

定
さ

れ
、

３
８

件
の

地
域

公
共

交
通

再
編

実
施

計
画

が
国

土
交

通
大

臣
に

よ
り

認
定

。
ま

た
、

２
０

９
自

治
体

が
地

域
公

共
交

通
網

形
成

計
画

及
び

立
地

適
正

化
計

画
を

両
方

策
定

。
（参

考
：立

地
適

正
化

計
画

策
定

都
市

数
・・

・３
１

０
）

8
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地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
の
基
本
ス
キ
ー
ム
（
改
正
案
）

協
議

会
を

開
催

し
策

定
（
地

方
公

共
団

体
・交

通
事

業
者

・道
路

管
理

者
・
利

用
者

・学
識

者
等

か
ら

構
成

）

基
本

方
針

（
国

土
交

通
大

臣
・
総

務
大

臣
が

策
定

）

国
土

交
通

大
臣

が
認

可

法
律

の
特

例
措

置
（独

占
禁

止
法

の
カ

ル
テ

ル
規

制
の

適
用

除
外

）

（
事

業
者

）

共
同

経
営

計
画

＜
独
占
禁
止
法
特
例
法

案
に
お
い
て
措
置
＞

国
土

交
通

大
臣

が
認

定

法
律

の
特

例
措

置

新
地

域
旅

客
運

送
事

業
計

画

（
D

M
V

、

水
陸

両
用

車
等

）

（
事

業
者

）

法
律

の
特

例
措

置

国
土

交
通

大
臣

が
認

定

地
域

公
共

交
通

特
定

事
業

（
必

要
に

応
じ

て
地

域
公

共
交

通
計

画
（
現

行
：
地

域
公

共
交

通
網

形
成

計
画

）
に

事
業

実
施

を
記

載
で

き
る

）

（
事

業
者

）

地
域

公
共

交
通

利
便

増
進

実
施

計
画

（
現

行
：
地

域
公

共
交

通
再

編
実

施
計

画
）

（
地

方
公

共
団

体
）

（
事

業
者

）

海
上

運
送

高
度

化
事

業
（海

上
運

送
サ

ー
ビ

ス
改

善
）

軌
道

運
送

高
度

化
事

業
（
L
R

T
の

整
備

）

（
事

業
者

）

道
路

運
送

高
度

化
事

業
（
B

R
T
の

整
備

）

（
事

業
者

）

鉄
道

事
業

再
構

築
事

業
（
鉄

道
の

上
下

分
離

等
）

（
事

業
者

）

軌
道

運
送

高
度

化
実

施
計

画
道

路
運

送
高

度
化

実
施

計
画

海
上

運
送

高
度

化
実

施
計

画
鉄

道
事

業
再

構
築

実
施

計
画

（
事

業
者

）
（
事

業
者

）
（
事

業
者

）
（地

方
公

共
団

体
・事

業
者

）
（地

方
公

共
団

体
・事

業
者

）

鉄
道

再
生

事
業

（廃
止

届
出

が
な

さ
れ

た
鉄

道
の

維
持

）

（
事

業
者

）

鉄
道

再
生

実
施

計
画

国
土

交
通

大
臣

に
届
出

地
域

旅
客

運
送

サ
ー

ビ
ス

継
続

事
業

【
新

設
】

（
事

業
者

）

地
域

旅
客

運
送

サ
ー

ビ
ス

継
続

実
施

計
画

（
地

方
公

共
団

体
）

地
域

公
共

交
通

計
画

地
域

公
共

交
通

利
便

増
進

事
業

（
現

行
：
地

域
公

共
交

通
再

編
事

業
）

新
モ

ビ
リ

テ
ィ

サ
ー

ビ
ス

事
業

計
画

【
新

設
】

（
事

業
者

）

貨
客

運
送

効
率

化
事

業
【
新

設
】

貨
客

運
送

効
率

化
実

施
計

画

（
事

業
者

）

（
事

業
者

）

法
律

の
特

例
措

置
法

律
の

特
例

措
置

従
来

の
公

共
交

通
サ

ー
ビ

ス
に

加
え

、
地

域
の

多
様

な
輸

送
資

源
（
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

、
福

祉
輸

送
、

ス
ク

ー
ル

バ
ス

等
）
を

位
置

付
け

、
地

域
の

移
動

ニ
ー

ズ
に

き
め

細
や

か
に

対
応

。

定
量

的
な

目
標

（
利

用
者

数
、

収
支

等
）
の

設
定

、
毎

年
度

の
評

価
等

に
よ

り
、

デ
ー

タ
に

基
づ

く
P

D
C

A
を

強
化

。

（
原

則
と

し
て

全
て

の
地

方
公

共
団

体
が

策
定

）（
現

行
：
地

域
公

共
交

通
網

形
成

計
画

）

10
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地
域
が
自
ら
デ
ザ
イ
ン
す
る
地
域
の
交
通

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・
道
路
運
送
法
】

○
地

方
公

共
団

体
に

よ
る

「
地

域
公

共
交

通
計

画
」
（
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

）
の

作
成

・
地

方
公

共
団

体
に

よ
る

地
域

公
共

交
通

計
画

（
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

）
の

作
成

を
努

力
義

務
化

⇒
国

が
予

算
・
ノ

ウ
ハ

ウ
面

の
支

援
を

行
う

こ
と

で
、

地
域

に
お

け
る

取
組

を
更

に
促

進
（
作

成
経

費
を

補
助

※
予

算
関

連
）

・
従

来
の

公
共

交
通

サ
ー

ビ
ス

に
加

え
、

地
域

の
多

様
な

輸
送

資
源

（
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

、
福

祉
輸

送
、

ス
ク

ー
ル

バ
ス

等
）
も

計
画

に
位

置
付

け
⇒

バ
ス

・
タ

ク
シ

ー
等

の
公

共
交

通
機

関
を

フ
ル

活
用

し
た

上
で

、
地

域
の

移
動

ニ
ー

ズ
に

き
め

細
や

か
に

対
応

（
情

報
基

盤
の

整
備

・
活

用
や

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
化

の
推

進
に

も
配

慮
）

・
定

量
的

な
目

標
（
利

用
者

数
、

収
支

等
）
の

設
定

、
毎

年
度

の
評

価
等

⇒
デ

ー
タ

に
基

づ
く
P

D
C

A
を

強
化

○
地

域
に

お
け

る
協

議
の

促
進

・
乗

合
バ

ス
の

新
規

参
入

等
の

申
請

が
あ

っ
た

場
合

、
国

が
地

方
公

共
団

体
に

通
知

・
通

知
を

受
け

た
地

方
公

共
団

体
は

、
新

規
参

入
等

で
想

定
さ

れ
る

地
域

公
共

交
通

利
便

増
進

実
施

計
画

へ
の

影
響

等
も

踏
ま

え
、

地
域

の
協

議
会

で
議

論
し

、
国

に
意

見
を

提
出

ま
ち

づ
く
り

と
連

携
し

た
地

域
公

共
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

形
成

の
促

進

（
市

町
村

又
は

都
道

府
県

（
市

町
村

と
共

同
）
が

作
成

）

メ
ニ

ュ
ー

の
充

実
や

P
D

C
A

の
強

化
に

よ
り

、

持
続

可
能

な
旅

客
運

送
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
確

保

（
市

町
村

又
は

都
道

府
県

（
市

町
村

と
共

同
）
が

作
成

）

地
域

公
共

交
通

網
形

成
計

画
の

策
定

状
況

ま
ち

づ
く
り

と
連

携
し

た
地

域
公

共
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

形
成

地
域

公
共

交
通

網
形

成
計

画
（
H

2
6
改

正
）

地
域

公
共

交
通

計
画

（
今

回
改

正
後

）

現
行

の
目

標
（
2
0
2
0
年

度
末

5
0
0
件

）
は

達
成

（
件

）

地
域

に
お

け
る

輸
送

資
源

の
総

動
員

（
市

町
村

又
は

都
道

府
県

（
市

町
村

と
共

同
）
が

作
成

）

11
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12

75
%

46
%

63
%

36
%

26
%

21
%

1%

15
%

16
%

8%

27
%

4%

11
%

11
%

4%10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

公
共

交
通

の
利

用
者

数
・
利

用
頻

度
（
対

象
地

域
全

体
）

公
共

交
通

の
利

用
者

数
・
利

用
頻

度
（
特

定
路

線
）

地
域

住
民

の
満

足
度

改
善

公
共

交
通

カ
バ

ー
圏

域
の

拡
大

／
公

共
交

通
不

便
地

域
の

縮
小

公
共

交
通

の
経

営
効

率
・
収

支
改

善

公
共

交
通

部
門

に
お

け
る

行
政

負
担

額
の

軽
減

ク
ロ

ス
セ

ク
タ

ー
効

果

健
康

・
福

祉
の

改
善

効
果

（
高

齢
者

の
外

出
機

会
の

創
出

な
ど

）

中
心

市
街

地
の

賑
わ

い
改

善
効

果
（
中

心
市

街
地

の
乗

降
客

数
な

ど
）

コ
ン

パ
ク

ト
シ

テ
ィ

の
推

進
（
沿

線
人

口
、

住
宅

着
工

件
数

、
地

価

公
示

価
格

な
ど

）

観
光

活
性

化
（
観

光
客

の
公

共
交

通
利

用
な

ど
）

環
境

負
荷

の
軽

減

公
共

交
通

分
担

率
の

拡
大

／
自

家
用

車
分

担
率

の
縮

小

免
許

返
納

者
数

の
拡

大

道
路

交
通

状
況

の
改

善
（
交

通
量

、
渋

滞
損

失
時

間
の

削
減

な

ど
）

●
網
形
成
計
画
等
で
の
数
値
指
標
の
設
定
状
況
（
N
=
5
1
6
）

3% 7% 2% 2%

2% 2%

2% 1%

55
% 60

%

69
%

65
%

12
% 7%

10
%

5%

28
%

24
% 17

%

27
%

0%
20

%
40

%
60

%
80

%
10

0%

公
共

交
通

の
利

用
者

数
・
利

用
頻

度
（
対

象

地
域

全
体

）
_N

=3
50

公
共

交
通

の
利

用
者

数
・
利

用
頻

度
（
特

定

路
線

）
_N

=2
14

公
共

交
通

の
経

営
効

率
・
収

支
改

善
_N

=1
21

公
共

交
通

部
門

に
お

け
る

行
政

負
担

額
の

軽
減

_N
=9

6

毎
月

数
ヶ

月
に

1度
毎

年
数

年
に

1度
計

画
期

間
中

に
1度

定
量
的
な
目
標
設
定
、
実
施
状
況
の
分
析
・
評
価
の
明
確
化 ※
令
和
元
年
度
国
土
交
通
省
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
よ
り

31
%

13
%

56
%

①
既

に
達

成
状

況
の

評
価

・モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を

行
っ

た
こ

と
が

あ
る

②
達

成
状

況
の

評
価

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行
う

時
期

を
迎

え
て

い
る

が
ま

だ
行

っ
て

い
な

い

③
達

成
状

況
の

評
価

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行
う

時
期

を
ま

だ
迎

え
て

い
な

い

●
網
形
成
計
画
に
お
け
る
目
標
の
達
成
状
況
の
評
価
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の

実
施
状
況
（
N
=
5
0
5
）

【
目

標
設

定
】

「
利

用
者

数
」
「
満

足
度

」
に

つ
い

て
は

、
６

割
以

上
が

設
定

。
一

方
、

事
業

の
効

率
性

に
関

す
る

指
標

で
あ

る
「
収

支
」
「
行

政
負

担
額

」
に

つ
い

て
は

、
２

割
程

度
に

と
ど

ま
る

。
人

の
移

動
が

も
た

ら
す

ク
ロ

ス
セ

ク
タ

ー
効

果
（
健

康
、

福
祉

、
医

療
、

ま
ち

づ
く
り

、
観

光
等

へ
の

影
響

）
を

考
慮

し
た

目
標

設
定

も
重

要
。

【
実

施
状

況
の

分
析

・
評

価
】

既
に

評
価

を
実

施
し

た
地

域
は

、
３

割
程

度
。

一
方

、
実

施
予

定
時

期
が

到
来

し
て

い
る

も
の

の
、

評
価

を
未

実
施

の
地

域
も

あ
る

。
「
利

用
者

数
」
「
収

支
」
に

つ
い

て
、

毎
年

度
評

価
を

実
施

し
て

い
な

い
地

域
も

見
ら

れ
る

。

●
数
値
指
標
別
評
価
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
時
期

事
業

の
効

率
性

に
関

す
る

指
標

ク
ロ

ス
セ

ク
タ

ー
効

果
に

関
す

る
指

標
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【
現

状
】

○
地

方
都

市
の

バ
ス

路
線

で
は

、
不

便
な

路
線

・
ダ

イ
ヤ

や
画

一
的

な
運

賃
が

見
直

さ
れ

に
く
く
、

利
便

性
向

上
や

運
行

の
効

率
化

に
支

障
○

ま
た

、
独

占
禁

止
法

の
カ

ル
テ

ル
規

制
に

抵
触

す
る

お
そ

れ
か

ら
、

ダ
イ

ヤ
、

運
賃

等
の

調
整

は
困

難

【
改

正
案

】
○

「
地

域
公

共
交

通
利

便
増

進
事

業
」
を

創
設

⇒
路

線
の

効
率

化
の

ほ
か

、
「
等

間
隔

運
行

」
や

「
定

額
制

乗
り

放
題

運
賃

」
「
乗

継
ぎ

割
引

運
賃

（
通

し
運

賃
）
」
等

の
サ

ー
ビ

ス
改

善
を

促
進

○
併

せ
て

、
独

占
禁

止
法

特
例

法
案

（
内

閣
官

房
提

出
）
に

よ
り

、
乗

合
バ

ス
事

業
者

間
等

の
共

同
経

営
に

つ
い

て
、

カ
ル

テ
ル

規
制

を
適

用
除

外
す

る
特

例
を

創
設

定
額

制
乗

り
放

題
運

賃

1
4
:0

0
1
4
:3

0

等
間

隔
運

行

何
回

乗
っ

て
も

最
大

3
0
0
円

・
・

・
な

ど

A
＋

B
＋

C
＝

3
0
0
円

／
日

だ
ん

ご
状

態
の

ダ
イ

ヤ

等
間

隔
で

利
用

し
や

す
く

1
5
:0

0

1
4
:0

0
1
4
:3

0
1
5
:0

0

A
事
業
者

B
事
業
者

A
/
B
事
業
者

バ
ス

A
B

バ
スC

鉄
道

地
域
の
移
動
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・
道
路
運
送
法
】

既
存

の
公

共
交

通
サ

ー
ビ

ス
の

改
善

の
徹

底
（
利

用
者

目
線

に
よ

る
路

線
の

改
善

、
運

賃
の

設
定

）

13
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14

乗
合
バ
ス
及
び
地
域
銀
行
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
の
特
例
法
案
に
つ
い
て

（
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行
業
に
係
る
基
盤
的
な
サ
ー
ビス
の
提
供
の
維
持
を
図
る
た
め
の

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
）

※
内

閣
官

房
提

出
法

案

1.
総
則

–
法
律
の
目
的

（
上

記
）

、定
義

（
乗

合
バ

ス
事

業
者

（
地

域
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
）

・地
域

銀
行

等
）

2.
合
併
等
の
認
可
等

-
主

務
大

臣
の

認
可

を
受

け
て

行
う特
定
地
域
基
盤
企
業

（
乗
合
バ
ス

・地
域
銀
行

）
・親
会
社
の
合
併
等
に
は
独
禁
法
を
適
用
しな
い

-
申

請
者

に
よ

る
基
盤
的
サ
ー
ビス
維
持
計
画

の
提

出
、主

務
大

臣
の
認
可
基
準

、公
取
委
との
協
議

-
主

務
大

臣
に

よ
る
事
後
的
な
適
合
命
令

（
公
取
委
か
らの
措
置
請
求
が
可
能

）
3.

共
同
経
営
（
カ
ル
テ
ル
）
の
認
可
等

-
国

土
交

通
大

臣
の

認
可

を
受

け
て

行
う乗
合
バ
ス
等
の
共
同
経
営
に
は
独
禁
法
を
適
用
しな
い

-
申

請
者

に
よ

る
共
同
経
営
計
画

の
提

出
、法
定
協
議
会
へ
の
意
見
聴
取

、国
土

交
通

大
臣

の
認
可
基
準

、公
取
委
との
協
議

-
国

土
交

通
大

臣
に

よ
る
事
後
的
な
適
合
命
令

（
公
取
委
か
らの
措
置
請
求
が
可
能

）
4.

雑
則
・罰
則

–
主

務
大

臣
（

乗
合

バ
ス

→
国

土
交

通
大

臣
、地

域
銀

行
→

内
閣

総
理

大
臣

）
、適

合
命

令
違

反
へ

の
罰

則
等

5.
附
則

－
10
年
以
内
に
本
法
を
廃
止
す
る
も
の
とす
る

旨
等

目
的

構
成

この
法

律
は

、人
口

の
減

少
等

に
よ

り乗
合
バ
ス
事
業
者
及
び
地
域
銀
行

（
「特
定
地
域
基
盤
企
業

」と
総
称

）
が

持
続

的
に

サ
ー

ビス
を

提
供

す
る

こと
が

困
難

な
状

況
に

あ
る

一
方

で
、当

該
サ

ー
ビス

が
国

民
生

活
及

び
経

済
活

動
の

基
盤

とな
る

も
の

で
あ

って
、他

の
事

業
者

に
よ

る
代

替
が

困
難

な
状

況
に

あ
る

こと
に

鑑
み

、合
併

そ
の

他
の

行
為

に
つ

い
て
独
禁
法
の
特
例
を
定
め

、特
定

地
域

基
盤

企
業

の
経

営
力

の
強

化
、

生
産

性
の

向
上

等
を

通
じ

て
、将
来
に
わ
た
って
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
を
図
る
こ
と
に
よ
り、
地
域
経
済
の
活
性
化
及
び
地
域
住
民
の

生
活
の
向
上
を
図
り、
も
っ
て
一
般
消
費
者
の
利
益
を
確
保

す
る

とと
も

に
、国

民
経

済
の

健
全

な
発

展
に

資
す

る
こ

とを
目

的
とす

る
。
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地
域
の
移
動
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実

○
路

線
バ

ス
等

の
維

持
が

困
難

と
見

込
ま

れ
る

段
階

で
、

地
方

公
共

団
体

が
、

関
係

者
と

協
議

し
て

サ
ー

ビ
ス

継
続

の
た

め
の

実
施

方
針

を
策

定
し

、
公

募
に

よ
り

新
た

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
事

業
者

等
を

選
定

す
る

「
地

域
旅

客
運

送
サ

ー
ビ

ス
継

続
事

業
」
を

創
設

⇒
従

前
の

路
線

バ
ス

等
に

代
わ

り
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
以

下
の

メ
ニ

ュ
ー

例
の

①
～

⑥
の

い
ず

れ
か

に
よ

る
旅

客
運

送
サ

ー
ビ

ス
の

継
続

を
実

現

デ
マ
ン
ド
交
通
（
タ
ク
シ
ー
車
両
に
よ
る
乗
合
運
送
（
区
域

運
行
）
）
に
よ
る
継
続

実
施
方
針
に
定
め
る
メ
ニ
ュ
ー
例

福
祉
輸
送
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
、
病
院
や
商
業
施
設
等
へ
の
送

迎
サ
ー
ビ
ス
等
の
積
極
的
活
用

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
に
よ
る
継
続

タ
ク
シ
ー
（
乗
用
事
業
）
に
よ
る
継
続

乗
合
バ
ス
事
業
者
な
ど
他
の
交
通
事
業
者
に
よ
る
継
続

（
縮
小
・
変
更
含
む
）

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
に
よ
る
継
続

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

○
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
事
業
等
の
活
用
に
よ
り
、
可
能
な
限
り
同
一
の
乗
合

バ
ス
事
業
者
等
に
よ
る
同
一
路
線
の
継
続
（
縮
小
・
変
更
を
含
む
）
を
目
指
す
。

○
困
難
な
場
合
に
は
、
順
次
①
以
降
の
メ
ニ
ュ
ー
を
検
討
す
る
。

路
線
バ
ス
等
の
維
持
が
困
難
な
状
況
に
関
す
る

乗
合
バ
ス
事
業
者
等
の
申
し
出

地
方
公
共
団
体
が
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
連
携
し
て
、

地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
実
施
計
画
を
作
成
、

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
は
法
律
上
の
特
例
措
置

（
事
業
許
可
等
の
み
な
し
特
例
等
）

手
続

輸
送

資
源

の
総

動
員

に
よ

る
移

動
手

段
の

確
保

（
地

域
に

最
適

な
旅

客
運

送
サ

ー
ビ

ス
の

継
続

）

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・
道
路
運
送
法
】

15

地
方
公
共
団
体
が
、
既
存
の
事
業
者
を
含
め
た
関
係
者
と
、

多
様
な
選
択
肢
を
検
討
・
協
議
し
、
実
施
方
針
を
策
定
し
、

公
募
に
よ
り
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
等
を
選
定
。
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地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
交
通
手
段
の
見
直
し
（ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
等
）の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ

※
上

記
に

併
せ

て
、

①
運

行
経

路
・
ダ

イ
ヤ

等
の

見
直

し
、

②
利

用
促

進
等

を
実

施

路
線

バ
ス

（
地

域
間

幹
線

等
）

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

バ
ス

（定
時

定
路

線
又

は
デ

マ
ン

ド
型

）

乗
合

タ
ク

シ
ー

（
デ

マ
ン

ド
型

）

地
方

公
共

団
体

、
交

通
事

業
者

等
の

地
域

の
関

係
者

の
協

議
の

下
で

、
・
路

線
バ

ス
に

つ
い

て
は

生
産

性
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

・
地

域
の

実
情

に
合

わ
せ

て
ダ

ウ
ン

サ
イ

ジ
ン

グ
等

（
車

両
の

小
型

化
、

運
行

経
路

や
ダ

イ
ヤ

（
頻

度
等

）
の

見
直

し
等

）
に

よ
る

最
適

化
を

図
り

つ
つ

、
地

方
公

共
団

体
の

公
的

負
担

に
よ

る
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
バ

ス
、

乗
合

タ
ク

シ
ー

等
の

運
行

・
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

の
活

用
、

ス
ク

ー
ル

バ
ス

、
福

祉
輸

送
等

の
積

極
的

活
用

に
よ

り
、

地
域

の
暮

ら
し

や
産

業
に

不
可

欠
な

移
動

手
段

を
持

続
的

に
確

保
。

路
線

を
定

め
て

運
行

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
か

つ
、

路
線

毎
に

ダ
イ

ヤ
が

定
め

ら
れ

て
い

る
運

行
の

形
態

。

⇒
目

的
地

へ
の

一
定

の
輸

送
ニ

ー
ズ

（通
学

・通
院

等
）を

束
ね

る
こ

と
で

効
率

的
に

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

。

決
め

ら
れ

た
場

所
を

決
め

ら
れ

た
時

間
に

運
行

定
時

定
路

線

16

需
要

規
模

に
応

じ
た

効
率

的
・
効

果
的

な
運

行

路
線

・ダ
イ

ヤ
を

定
め

ず
、

旅
客

毎
の

需
要

に
応

じ
た

乗
合

運
送

を
行

う
運

行
の

形
態

。

⇒
利

用
者

の
輸

送
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

、
運

行
ル

ー
ト
や

乗
降

場
所

を
柔

軟
に

設
定

で
き

る
。

デ
マ

ン
ド

型

バ
ス

停
等

の
ミー

テ
ィン

グ
ポ

イ
ン

トを
あ

ら
か

じ
め

定
め

予
約

が
あ

っ
た

場
合

に
運

行
す

る
ミー

テ
ィン

グ
ポ

イ
ン

ト型

バ
ス

停
等

を
定

め
ず

区
域

内
で

予
約

が
あ

っ
た

と
こ

ろ
を

最
短

距
離

で
運

行
す

る
ド
ア

toド
ア

型

タ
ク

シ
ー

（乗
用

）の
活

用
（相

乗
り
等

）

（
例

）
大

分
県

南
部

圏

駒
ヶ

根
市

（
例

）
八

代
市

（
例

）
神

石
高

原
町

自
家

用
有

償
旅

客
運

送
（
市

町
村

自
ら

又
は

Ｎ
Ｐ

Ｏ
等

に
よ

る
運

行
）

（
例

）
鳥

取
県

西
部

、
八

幡
浜

市

ス
ク

ー
ル

バ
ス

、
福

祉
輸

送
、

病
院

・
商

業
施

設
等

の
送

迎
サ

ー
ビ

ス
等

の
積

極
的

活
用

（
例

）
弘

前
市

バ
ス

・
タ

ク
シ

ー
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
が

困
難

な
場

合

※
タ
ク
シ
ー
相
乗
り
の
導
入
に
向
け
て
、
道
路
運

送
法
上
の
通
達
等
の
整
備
を
2
0
1
9
年
度
中
に
図
る
。
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17

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
制
度
の
概
要
（平
成
1
8
年
創
設
）

過
疎
地
域
で
の
輸
送

や
福
祉
輸
送

とい
った

、地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
輸
送

に
つ

い
て

、そ
れ

らが
バ

ス
・タ
ク
シ
ー
事
業
に
よ
って
は
提
供
さ
れ
な
い
場
合

に
、市

町
村

、N
PO

法
人

等
が
自
家
用
車
を
用
い
て

有
償
で
運
送
で
き
る

こと
とす

る
制

度
。

①
バ
ス
、タ
ク
シ
ー
に
よ
る
こと
が
困
難

、か
つ

、
②
地
域
の
関
係
者
（
※
）

に
よ

り「
地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
輸
送
」で

あ
る

との
共
通
認
識

③
必
要
な
安
全
体
制
の
確
保
（
運
行
管
理
・整
備
管
理
の
責
任
者
を
選
任
等
）

2年
（

重
大

事
故

を
起

こし
て

い
な

い
場

合
等

は
3年

）

上
記

③
に

つ
い

て
、必

要
に

応
じ、

監
査

等
を

実
施

。さ
らに

是
正

命
令

や
登

録
取

消
等

の
処

分
を

実
施

。

【登
録

要
件

】

【有
効

期
間

】

概
要

種
類

登
録
等

登
録
要
件

有
効
期
間

指
導
・監
督

※
平

成
27

年
4月

よ
り、

事
務

権
限

（
登

録
、指

導
・監

督
）

の
市

町
村

長
等

へ
の

移
譲

（
手

上
げ

方
式

）
を

開
始

。
平

成
31

年
4月

1日
現

在
、事

務
・権

限
の

移
譲

先
とし

て
19

自
治

体
（

8県
、1

1市
区

町
村

）
を

指
定

済
み

。

実
施

団
体

数
：

市
町

村
運

営
有

償
運

送
（

45
2団

体
）

公
共

交
通

空
白

地
有

償
運

送
（

12
4団

体
）

住
民
等
の
た
め
の
「自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」

（
市
町
村
運
営
有
償
運
送
（
交
通
空
白
）
、公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
）

身
体
障
害
者
等
の
た
め
の
「自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」

（
市
町
村
運
営
有
償
運
送
（
福
祉
）
、福
祉
有
償
運
送
）

（
平

成
31

年
3月

31
日

時
点

）
（

平
成

31
年

3月
31

日
時

点
）

実
施

団
体

数
：

市
町

村
運

営
有

償
運

送
（

10
9団

体
）

福
祉

有
償

運
送

（
24

82
団

体
）

※
地

域
住

民
、地

方
公

共
団

体
、N

PO
、バ

ス
・タ

クシ
ー

事
業

者
及

び
その

組
織

す
る

団
体

、地
方

運
輸

局
又

は
運

輸
支

局
等

【5
01

市
町

村
に

お
い

て
実

施
】
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【利
用

者
】

安
全

、安
心

な
交

通
サ

ー
ビス

の
提

供

住
民
ドラ
イ
バ
ー

市
町
村
等
が
使
用
権
原
を
有
す
る
自
家
用
自
動
車

過
疎
地
域
等
の

交
通
事
業
者

（
バ
ス
・タ
ク
シ
ー
）

運
行

管
理

車
両

整
備

管
理

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者

（
市
町
村
等
）

交
通
事
業
者
協
力
型
自
家
用
有
償
旅
客
運
送

（
協

力
の

形
態

）
⇒

 交
通

事
業

者
が

運
行

管
理

、車
両

整
備

管
理

の
委

託
を

受
け

る
。

⇒
 交

通
事

業
者

が
NP

O
等

の
構

成
員

とし
て

参
画

し、
運

行
管

理
、車

両
整

備
管

理
を

担
当

す
る

。

ノウ
ハ
ウ
を
活
用
して
協
力

【期
待
さ
れ
る
効
果
】

【自
家

用
有

償
主

体
（

市
町

村
等

）
】

業
務

負
担

の軽
減

、運
行

ノウ
ハウ

の活
用

【交
通

事
業

者
】

委
託

費
の

確
保

等

○
過

疎
地

等
で

市
町

村
等

が
行

う
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

に
つ

い
て

、
バ

ス
・
タ

ク
シ

ー
事

業
者

が
運

行
管

理
、

車
両

整
備

管
理

で
協

力
す

る
制

度
を

創
設

⇒
運

送
の

安
全

性
を

向
上

さ
せ

つ
つ

、
実

施
を

円
滑

化

○
地

域
住

民
の

み
な

ら
ず

観
光

客
を

含
む

来
訪

者
も

対
象

と
し

て
明

確
化

⇒
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
を

含
む

観
光

ニ
ー

ズ
へ

も
対

応

地
域
の
移
動
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・
道
路
運
送
法
】

輸
送

資
源

の
総

動
員

に
よ

る
移

動
手

段
の

確
保

（
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

の
実

施
の

円
滑

化
）

18
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観
光
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
の
た
め
の
輸
送
対
象
の
明
確
化

地
域
住
民

＋
観
光
客
を
含
む
来
訪
者

現
行
の
輸
送
対
象
の
考
え
方

（
省
令
に
規
定
）

明
確
化
す
る
輸
送
対
象
の
考
え
方

（
法
律
に
規
定
）

市
町
村
長
が
認
め
た
場
合
（
※
）

地
域
住
民

地
域
住
民

又
は

観
光
客
を
含
む
来
訪
者

・イ
ンバ

ウン
ドを

含
む

観
光

ニー
ズ

の
取

り込
み

に
よ

り、
生

活
交

通
も

含
め

、地
域

交
通

の
持

続
性

が
高

ま
る

・観
光

客
の

移
動

ニー
ズ

に
対

応
し、

地
域

の
観

光
資

源
の

活
用

を
図

る

【期
待

され
る

効
果

】

法
律
で
明
確
化

（
※

）
地

域
の

交
通

が
著

しく
不

便
で

あ
る

こと
その

他
交

通
手

段
の

確
保

を
図

る
こと

が
必

要
な

事
情

が
あ

る
こと

を
市

町
村

長
が

認
め

た
場

合

19

地
域

住
民

だ
け

で
な

く
観

光
客

を
含

む
来

訪
者

も
対

象
と

す
る

こ
と

を
法

律
に

お
い

て
明

確
化

。
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○
鉄

道
や

乗
合

バ
ス

等
に

お
け

る
貨

客
混

載
を

行
う

「
貨

客
運

送
効

率
化

事
業

」
を

創
設

⇒
旅

客
・
貨

物
運

送
サ

ー
ビ

ス
の

生
産

性
向

上
を

促
進

貨
客

混
載

の
効

果

課
題

効
果

人
流

物
流

地
方
部
に
お
け
る
輸
送

減
に
よ
る
収
支
の
悪
化

担
い
手
不
足

新
た
な
収
入
源
の
確
保

地
方
部
に
お
け
る

物
流
サ
ー
ビ
ス
の
確
保

「
貨

客
運

送
効

率
化

事
業

」
を

創
設

し
、

国
土

交
通

大
臣

の
認

定
を

受
け

た
場

合
に

お
け

る
法

律
上

の
特

例
を

措
置

す
る

こ
と

で
、

地
方

部
に

お
け

る
物

流
サ

ー
ビ

ス
の

確
保

と
あ

わ
せ

て
、

地
域

に
お

け
る

旅
客

運
送

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

確
保

を
実

現

貨
客

混
載

(鉄
道

)

貨
客

混
載

(乗
合

バ
ス

)

輸
送

資
源

の
総

動
員

に
よ

る
移

動
手

段
の

確
保

（
貨

客
混

載
に

係
る

手
続

の
円

滑
化

）

地
域
の
移
動
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・
道
路
運
送
法
】

20
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【
機

密
性

２
】

M
aa

S
（
マ

ー
ス

：
M

o
b
ili

ty
as

a
S
e
rv

ic
e
）
と

は
、

地
域

住
民

や
旅

行
者

一
人

一
人

の
ト

リ
ッ

プ
単

位
で

の
移

動
ニ

ー
ズ

に
対

応
し

て
、

複
数

の
公

共
交

通
や

そ
れ

以
外

の
移

動
サ

ー
ビ

ス
を

最
適

に
組

み
合

わ
せ

て
検

索
・
予

約
・
決

済
等

を
一

括
で

行
う

サ
ー

ビ
ス

手
段

と
し

て
ス

マ
ホ

ア
プ

リ
等

を
用

い
る

こ
と

が
多

い
。

新
た

な
移

動
手

段
（
シ

ェ
ア

サ
イ

ク
ル

等
）
や

移
動

目
的

に
関

連
し

た
サ

ー
ビ

ス
（
観

光
チ

ケ
ッ

ト
の

購
入

等
）
も

組
み

合
わ

せ
る

こ
と

が
可

能

出 発 地

利
用

者

シ
ェ

ア
サ

イ
ク

ル

Ａ
Ｉオ

ン
デ

マ
ン

ド
交

通

鉄
道

カ
ー

シ
ェ

ア

超
小

型
モ

ビ
リ

テ
ィ

観
光

物
流

医
療

・
福

祉
小

売
り

バ
ス

タ
ク

シ
ー

目 的 地
グ

リ
ー

ン
ス

ロ
ー

モ
ビ

リ
テ

ィ

自
動

運
転

一
つ

の
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

提
供

（
検

索
・
予

約
・
決

済
）

移
動

目
的

と
も

一
体

化

M
aa
S
と
は

地
域
や
観
光
地
に
お
け

る
移
動
の
利
便
性
向
上

既
存
公
共
交
通
の

有
効
活
用

交
通
安
全
と
マ
イ
カ
ー

依
存
か
ら
の
脱
却

ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
の

実
現

地
域

が
抱

え
る

課
題

の
解

決

旅
客

船
旅

客
機

外
出
機
会
の
創
出
と

地
域
活
性
化

21

- 140 -



○
M

aa
S
に

参
加

す
る

交
通

事
業

者
等

が
策

定
す

る
新

モ
ビ

リ
テ

ィ
サ

ー
ビ

ス
事

業
計

画
の

認
定

制
度

を
創

設
⇒

交
通

事
業

者
の

運
賃

設
定

に
係

る
手

続
を

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

化

○
M

aa
S
の

た
め

の
協

議
会

制
度

を
創

設
⇒

参
加

す
る

幅
広

い
関

係
者

の
協

議
・
連

携
を

促
進

複
数
交
通
機
関
の

一
括
フ
リ
ー
パ
ス
の
提
供

M
aa
Sの
事
例
（
伊
豆
地
域
）

※
M

aa
S
：
M

o
b
ili

ty
 a

s 
a 

S
e
rv

ic
e

○
M
a
a
S
と
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

・
複
数
交
通
モ
ー
ド
横
断
の
経
路
検
索

・
複
数
交
通
モ
ー
ド
横
断
の
フ
リ
ー
パ
ス
の
購
入

・
観
光
施
設
の
チ
ケ
ッ
ト
の
購
入

・
A
Iオ
ン
デ
マ
ン
ド
交
通
の
予
約

等

○
地
域
課
題
の
解
決

・
移
動
の
利
便
性
向
上
・
公
共
交
通
の
維
持
・
活
性
化

・
高
齢
者
の
移
動
機
会
の
創
出

・
観
光
地
で
の
周
遊
促
進
・
観
光
消
費
の
拡
大

M
a
a
S
の
目
的
・
内
容

既
存

の
公

共
交

通
サ

ー
ビ

ス
の

改
善

の
徹

底
（
M

aa
S
の

円
滑

な
普

及
促

進
に

向
け

た
措

置
）

地
域
の
移
動
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・
道
路
運
送
法
】

22
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持
続
可
能
な
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
確
保
に
資
す
る
取
組
を
推
進
す
る
た
め
の

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

○
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
「
地
域
公
共
交
通
計
画
」（
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
の
作
成

・
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
地
域
公
共
交
通
計
画
（マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）の
作
成
を
努
力
義
務
化

⇒
国
が
予
算
・ノ
ウ
ハ
ウ
面
の
支
援
を
行
う
こ
と
で
、
地
域
に
お
け
る
取
組
を
更
に
促
進
（作
成
経
費
を
補
助
※
予
算
関
連
）

・
従
来
の
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
、
地
域
の
多
様
な
輸
送
資
源
（自
家
用
有
償
旅
客
運
送
、

福
祉
輸
送
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
）も
計
画
に
位
置
付
け

⇒
バ
ス
・タ
ク
シ
ー
等
の
公
共
交
通
機
関
を
フ
ル
活
用
し
た
上
で
、
地
域
の
移
動
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
や
か
に
対
応

（
情
報
基
盤
の
整
備
・
活
用
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
の
推
進
に
も
配
慮
）

・
定
量
的
な
目
標
（利
用
者
数
、
収
支
等
）の
設
定
、
毎
年
度
の
評
価
等

⇒
デ
ー
タ
に
基
づ
く
P
D
C
A
を
強
化地
域
が
自
ら
デ
ザ
イ
ン
す
る
地
域
の
交
通

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・
道
路
運
送
法
】

○
地
域
に
お
け
る
協
議
の
促
進

・
乗
合
バ
ス
の
新
規
参
入
等
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
国
が
地
方
公
共
団
体
に
通
知

・
通
知
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
は
、
新
規
参
入
等
で
想
定
さ
れ
る
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施

計
画
へ
の
影
響
等
も
踏
ま
え
、
地
域
の
協
議
会
で
議
論
し
、
国
に
意
見
を
提
出

ま
ち
づ
く
り
と
連
携
し
た

地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
の
促
進

（
市
町
村
又
は
都
道
府
県
（
市
町
村
と
共
同
）
が
作
成
）

メ
ニ
ュ
ー
の
充
実
や
P
D
C
A
の
強
化
に
よ
り
、

持
続
可
能
な
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
確
保

（
市
町
村
又
は
都
道
府
県
（
市
町
村
と
共
同
）
が
作
成
）

地
域
の
移
動
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・
道
路
運
送
法
】

輸
送
資
源
の
総
動
員
に
よ
る
移
動
手
段
の
確
保

○
【
現
状
】
地
方
都
市
の
バ
ス
路
線
で
は
、
不
便
な
路
線
・
ダ

イ
ヤ
や
画
一
的
な
運
賃
が
見
直
さ
れ
に
く
く
、
利
便
性
向
上

や
運
行
の
効
率
化
に
支
障

ま
た
、
独
占
禁
止
法
の
カ
ル
テ
ル
規
制
に
抵
触
す
る
お
そ
れ

か
ら
、
ダ
イ
ヤ
、
運
賃
等
の
調
整
は
困
難

○
【
改
正
案
】
「
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
事
業
」
を
創
設

⇒
路
線
の
効
率
化
の
ほ
か
、
「
等
間
隔
運
行
」
や
「
定
額
制

乗
り
放
題
運
賃
」
「
乗
継
ぎ
割
引
運
賃
（
通
し
運
賃
）
」
等

の
サ
ー
ビ
ス
改
善
を
促
進

併
せ
て
、
独
占
禁
止
法
特
例
法
に
よ
り
、
乗
合
バ
ス
事

業
者
間
等
の
共
同
経
営
に
つ
い
て
、
カ
ル
テ
ル
規
制
を

適
用
除
外
す
る
特
例
を
創
設

M
aa

Sの
円
滑
な
普
及
促
進
に
向
け
た
措
置

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
実
施
の
円
滑
化

地
域
に
最
適
な
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
継
続

貨
客
混
載
に
係
る

手
続
の
円
滑
化

交
通
イ
ン
フ
ラ
に
対
す
る
支
援
の
充
実

【
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
・
物
流
総
合
効
率
化
法
】

○
過
疎
地
等
で
市
町
村
等
が
行
う
自
家

用
有
償
旅
客
運
送
に
つ
い
て
、
バ
ス
・

タ
ク
シ
ー
事
業
者
が
運
行
管
理
、
車
両

整
備
管
理
で
協
力
す
る
制
度
を
創
設

⇒
運
送
の
安
全
性
を
向
上
さ
せ
つ
つ
、

実
施
を
円
滑
化

○
地
域
住
民
の
み
な
ら
ず
観
光
客
を
含

む
来
訪
者
も
対
象
と
し
て
明
確
化

⇒
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
含
む
観
光
ニ
ー
ズ

へ
も
対
応

○
鉄
道
や
乗
合
バ
ス
等
に
お
け
る

貨
客
混
載
を
行
う
「
貨
客
運
送

効
率
化
事
業
」
を
創
設

⇒
旅
客
・
貨
物
運
送
サ
ー
ビ
ス

の
生
産
性
向
上
を
促
進

○
路
線
バ
ス
等
の
維
持
が
困
難
と
見
込
ま
れ

る
段
階
で
、
地
方
公
共
団
体
が
、
関
係
者
と

協
議
し
て
サ
ー
ビ
ス
継
続
の
た
め
の
実
施

方
針
を
策
定
し
、
公
募
に
よ
り
新
た
な
サ
ー

ビ
ス
提
供
事
業
者
等
を
選
定
す
る
「
地
域
旅

客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
事
業
」
を
創
設

貨
客
混
載

⇒
従
前
の
路
線
バ
ス
等
に
代
わ
り
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
右
の
①
～
⑥
の
い
ず
れ

か
に
よ
る
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
継
続

を
実
現

○
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
よ
る
資
金
の
貸
付
制

度
の
対
象
と
し
て
、
L
R
T
・
B
R
T
等
の
ほ
か
、
以
下
の
交
通
イ
ン
フ

ラ
の
整
備
を
追
加
（
※
予
算
関
連
）

・
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た

鉄
道
の
整
備

⇒
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
充
実

・
物
流
総
合
効
率
化
法
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た
物
流
拠
点

（
ト
ラ
ッ
ク
タ
ー
ミ
ナ
ル
等
）
の
整
備

⇒
複
数
の
事
業
者
の
連
携
に
よ
る
物
流
効
率
化
を
促
進

物
流
拠
点

鉄
道
イ
ン
フ
ラ

複
数
交
通
機
関
の

一
括
フ
リ
ー
パ
ス
の
提
供

既
存
の
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
の
徹
底

定
額
制
乗
り
放
題
運
賃

＜
予
算
関
連
法
律
＞

デ
マ
ン
ド
交
通
（
タ
ク
シ
ー
車
両
に
よ
る
乗
合
運
送

（
区
域
運
行
）
）
に
よ
る
継
続

実
施
方
針
に
定
め
る
メ
ニ
ュ
ー
例

福
祉
輸
送
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
、
病
院
、
商
業
施
設

等
へ
の
送
迎
サ
ー
ビ
ス
等
の
積
極
的
活
用

①

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
に
よ
る
継
続

タ
ク
シ
ー
（
乗
用
事
業
）
に
よ
る
継
続

乗
合
バ
ス
事
業
者
な
ど
他
の
交
通
事
業
者
に
よ
る

継
続
（
縮
小
・
変
更
含
む
）

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
に
よ
る
継
続

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

利
用
者
目
線
に
よ
る
路
線
の
改
善
、
運
賃
の
設
定

だ
ん
ご
状
態

の
ダ
イ
ヤ

B事
業
者

A/
B事
業
者

A事
業
者

等
間
隔
で

利
用
し
や
す
く

14
:0

0
14

:3
0

15
:0

0

等
間
隔
運
行

14
:0

0
14

:3
0

15
:0

0

何
回
乗
っ
て
も

最
大

30
0円

・
・
・
な
ど

○
M
aa
S
に
参
加
す
る
交
通
事
業
者
等
が

策
定
す
る
新
モ
ビ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
事

業
計
画
の
認
定
制
度
を
創
設

⇒
交
通
事
業
者
の
運
賃
設
定
に
係
る

手
続
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化

○
M
aa
S
の
た
め
の
協
議
会
制
度
を
創
設

⇒
参
加
す
る
幅
広
い
関
係
者
の
協

議
・
連
携
を
促
進

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の

策
定
状
況

ま
ち
づ
く
り
と
連
携
し
た

地
域
公
共
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

地
域
に
お
け
る

輸
送
資
源
の
総
動
員

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
（
H
2
6
改
正
）

地
域
公
共
交
通
計
画
（
今
回
改
正
後
）

A＋
B
＋

C
＝

30
0円
／
日

現
行
の
目
標
（
2
0
2
0
年
度
末
5
0
0
件
）
は
達
成

M
a
a
S
の
事
例
（
伊
豆
地
域
）

※
M

aa
S：

M
ob

ili
ty

 a
s 

a 
Se

rv
ic

e

バ
ス

A
B

バ
スC

鉄
道

（
件
）
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地
域
公
共
交
通
に
お
け
る
感
染
拡
大
防
止
対
策

地
域
の
生
活
や
経
済
活
動
を
支
え
る
た
め
に
機
能
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
公
共
交
通
に
つ
い
て
、
地
域
公
共

交
通
事
業
者
が
十
分
な
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
駅
・
車
両
等
の
衛
生
対
策
や
、
車
内
等

の
密
度
を
上
げ
な
い
よ
う
配
慮
し
た
運
行
等
の
実
証
事
業
を
支
援
。

〇
車
両
・
船
舶
・
航
空
機
に
お
け
る
抗
菌
・抗
ウ
イ
ル
ス
対
策

〇
熱
感
知
カ
メ
ラ
等
の
設
置

〇
バ
ス
運
転
席
仕
切
り
カ
ー
テ
ン
隔
壁
の
設
置

〇
混
雑
時
の
移
動
（
密
な
移
動
）
回
避
を
目
的
と
し
た
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情

報
を
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
導
入

〇
必
要
な
感
染
症
対
策
を
行
っ
た
う
え
で
、
車
内
等
の
密
度
を
上
げ
な

い
よ
う
配
慮
し
た
実
証
運
行

〇
駅
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
衛
生
対
策

等

〇
鉄
軌
道
事
業
者
（
地
域
鉄
道
）

〇
バ
ス
事
業
者
（
地
域
バ
ス
）

〇
旅
客
船
事
業
者
（
定
期
航
路
（生
活
航
路
））

〇
航
空
運
送
事
業
者
（
特
定
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
を
除
く
。
）

〇
１
／
２
等

車
両
の
混
雑
具
合
を
提
供
す
る
シ

ス
テ
ム
の
導
入
（
カ
ナ
ダ
・
tr
an
si
t）

補
助
対
象
経
費

補
助
対
象
事
業
者

補
助
率

バ
ス
運
転
席
仕
切
り
カ
ー
テ
ン

熱
感
知
カ
メ
ラ
設
置
に
よ
る
感
染
者

の
公
共
交
通
利
用
自
粛
励
行

車
内
の
抗
菌
・
抗
ウ
イ
ル
ス
対
策

タ
ー
ミ
ナ
ル
等
の
衛
生
対
策

【
令
和
２
年
度
２
次
補
正
予
算
：1
3
,8
05
百
万
円
】
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交通事業者を対象とした支援事業について 

 

R2(2020)7.6 交通政策課 

 

 ６月補正予算のうち、交通事業者を対象とした支援事業は下記のとおり。 

 

事業名 支援の概要 

地域公共交通等支援事業費 地域公共交通事業者等の事業継続に対する支援金の支給 

１ タクシー・貸切バス事業者支援事業費 

・予算額 265,500 千円 

・対 象 タクシー事業者、貸切バス事業者 

・金 額 タクシー：50千円／台 

貸切バス：150 千円／台 

２ 第三セクター鉄道支援事業費 

 ・予算額 55,000 千円 

３ 路線バス運行支援事業費 

・予算額 282,000 千円 

・対 象 路線バス事業者 

・金 額 600 千円／台 

路線バス感染症予防広告掲

出事業費               

 

感染症予防の普及・啓発のための路線バスへの広告掲出

に要する経費 

・予算額  18,920 千円 

・掲載期間 令和２(2020)年８月～令和３(2021)年３月 

      （予定） 

貸切タクシー活用おでかけ

リフレッシュ促進事業費 

貸切タクシーによる県内周遊を促進するための利用助成

に要する経費 

・予算額   56,000 千円 

・実施期間  令和２(2020)年８月～令和３(2021)年３月 

       （予定） 

・割引額   利用料金の 1/2（上限３万円、１万円以上

の利用料金を対象） 

・割引対象者 障害者、65 歳以上の高齢者 

 

資料４ 
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バス運行情報見える化事業について 

R2(2020).7.6 交通政策課   

 

【概要・現状】 

１ 鉄道や自家用車、徒歩での移動経路は、インターネット上の google マップやその他の

経路検索サービスに広く反映されており、利用者はいつでもスマホで検索できる。 

２ しかしバスについては、経路検索サービスへの対応が遅れている。県内では、民間バ

ス路線で対応が進んでいるが、コミュニティバスの対応は４市町にとどまっている。 

３ コミュニティバスをより多くの方に利用してもらうためには、利便性の向上が不可欠

である。そこで、県内市町のＧＴＦＳ（バス情報の標準的フォーマット）整備を支援す

る「バス運行情報見える化事業」を実施する。 

４ Ｒ２(2020)年度事業の内容 

 ( 1 )事業内容 ＧＴＦＳ-ＪＰデータの整備を検討しているが、作成能力等に課題がある

市町等に対し、専門家による講習会を開催し、実践的な指導・助言を行う。

（R2 年度限り） 

 ( 2 )対象市町 １１市町 

     （栃木市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、 

那須烏山市、塩谷町、那須町、那珂川町） 

 ( 3 )委 託 先 乗換検索サービス事業者 

 ( 4 )実施方法 一からデータ入力方法を学び整備まで完了させる「基礎編」、自力整備

済みの市町に対し応用的な内容の講習を行う「応用編」の２つに分けて

実施する。各市町のニーズに合わせ支援を行い、県内全域でのＧＴＦＳ-

ＪＰ整備完了を目指していく。 

 

【ＧＴＦＳ（Ｇeneral Ｔransit Ｆeed Ｓpecification）とは】 

○ バス情報の標準的フォーマットのこと。 

○ バスの時刻表やバス停座標情報等をＧＴＦＳ形式のデータに変換して、Google に提供

することで、Google マップでバスの経路を検索することが可能となる。 

○ また、ＧＴＦＳデータをオープンデータとして公開することで、ナビタイムや駅すぱあ

と等のコンテンツプロバイダが自社の経路検索サイトに反映させることができる。 

○ ＧＴＦＳ-ＪＰ（静的データ）、ＧＴＦＳ-ＲＴ（動的データ）の２種類がある。これら

を組み合わせることで、リアルタイムの遅延情報やバスの現在位置が分かるようになる。 

 

資料５ 
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